
令和６年７月３日 

保健福祉政策部  

障 害 福 祉 部 

 
 
 

  令和５年度指定管理施設に係る事業報告について 
  （福祉保健常任委員会所管分） 

 

 

１．主旨 
区では、「世田谷区指定管理者制度運用に係るガイドライン」に基づき、指定管

理者制度の透明性をより一層高めるため、毎年度指定管理者より区に提出されてい

る事業報告の内容を整理等し、公表している。 
今般、令和５年度の事業報告を別紙のとおり報告する。 

 

２．対象施設（福祉保健常任委員会所管分） 

  ２１施設 

  内訳 別紙のとおり 

 

３．内容（共通項目） 

  ・ 指定管理施設の概要 

・ 業務実績、利用状況に関する事項 
・ 指定管理に関する業務の収支 
・ 事業計画書で提案した事業等の実施状況 
・ 事業実績の評価と改善の取組み(指定管理者による評価) 
・ 事業実績の評価(施設管理所管課による評価) 
 

４．公表方法 

区ホームページに掲載するとともに、区政情報センター、区政情報コーナーに 

閲覧冊子を備える。 

 

 



対象施設一覧（福祉保健常任委員会所管分） 

ページ 施設名称 指定管理者 指定期間 所管課 

3 
保健医療福祉総合プラ

ザ 

シダックス大新東ヒュー

マンサービス(株) 

令和 2年 4月 1日～ 

令和 7年 3月 31日 

保健福祉政策部 

保健医療福祉推

進課 
11 保健センター 

(公財)世田谷区保健セン

ター 

平成 31年 4月 1日～ 

令和 6年 3月 31日 

23 ほほえみ経堂 
労働者協同組合ワーカー

ズコープ・センター事業団 

令和 3年 4月 1日～ 

令和 8年 3月 31日 

障害福祉部 

障害者地域生活

課 
29 すまいる梅丘 

労働者協同組合ワーカー

ズコープ・センター事業団 

令和 3年 4月 1日～ 

令和 8年 3月 31日 

36 三宿つくしんぼホーム 
(社福)全国重症心身障害

児(者)を守る会 

令和 3年 4月 1日～ 

令和 8年 3月 31日 

44 駒沢生活実習所 (社福)武蔵野会 
令和 2年 4月 1日～ 

令和 7年 3月 31日 

51 桜上水福祉園 
(社福)東京都手をつなぐ

育成会 

令和 2年 4月 1日～ 

令和 7年 3月 31日 

59 奥沢福祉園 
(社福)東京都手をつなぐ

育成会 

令和 2年 4月 1日～ 

令和 7年 3月 31日 

66 
九品仏生活実習所・同

中町分場 
(社福)武蔵野会 

令和 2年 4月 1日～ 

令和 7年 3月 31日 

74 千歳台福祉園 (社福)せたがや樫の木会 
令和 2年 4月 1日～ 

令和 7年 3月 31日 

83 給田福祉園 
(社福)東京都手をつなぐ

育成会 

令和 2年 4月 1日～ 

令和 7年 3月 31日 

90 
岡本福祉作業ホーム・

同玉堤分場 
(社福)泉会 

令和 3年 4月 1日～ 

令和 8年 3月 31日 

100 
障害者就労支援センタ

ーすきっぷ 

(社福)東京都手をつなぐ

育成会 

令和 2年 4月 1日～ 

令和 7年 3月 31日 

108 下馬福祉工房 (社福)せたがや樫の木会 
令和 2年 4月 1日～ 

令和 7年 3月 31日 

115 世田谷福祉作業所 (社福)武蔵野会 
令和 4年 4月 1日～ 

令和 9年 3月 31日 

124 
玉川福祉作業所・同

等々力分場 
(社福)大三島育徳会 

令和 2年 4月 1日～ 

令和 7年 3月 31日 

132 
砧工房・同分場キタミ・

クリーンファーム 

(社福)東京都手をつなぐ

育成会 

令和 2年 4月 1日～ 

令和 7年 3月 31日 

141 烏山福祉作業所 (社福)武蔵野会 
令和 5年 4月 1日～ 

令和 10年 3月 31日 

149 
梅丘ウッドペッカーの

森 

ＮＰＯ法人 ウッドペッ

カーの森 

令和 3年 4月 1日～ 

令和 8年 3月 31日 

159 松原けやき寮 (社福)せたがや樫の木会 
令和 3年 4月 1日～ 

令和 8年 3月 31日 

167 
身体障害者自立体験ホ

ームなかまっち 
ＮＰＯ法人 つどい 

令和 3年 4月 1日～ 

令和 8年 3月 31日 

174 障害福祉部障害者地域生活課所管分「苦情・事故報告一覧」 

175 （参考資料）他領域対象施設一覧 

 

 



令和５年度 指定管理施設の事業報告 

 

１．指定管理施設の概要 

（１）施設概要 

施設名称：世田谷区立保健医療福祉総合プラザ（以下「総合プラザ」） 

施設住所：世田谷区松原 6－37－10 

（２）指定管理情報 

指定管理者：シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 

指定期間：令和２年４月１日～令和７年３月３１日 

（３）総合プラザ内の複合施設等 

施設等 階 面積(㎡) 運営者 

世田谷区立保健センター 2～3階 5,993 公益財団法人世田谷区 

保健センター［指定管理者］ 

世田谷区福祉人材育成 

・研修センター 

1階 275 社会福祉法人世田谷区 

社会福祉事業団［委託事業者］ 

世田谷区認知症在宅生活 

サポートセンター 

1階 232 医療法人社団プラタナス／桜新町 

アーバンクリニック［委託事業者］ 

世田谷区医師会 

初期救急診療所 

1階 235 一般社団法人世田谷区医師会 

［委託事業者］ 

世田谷区休日夜間薬局 1階 105 一般社団法人世田谷薬剤師会 

［委託事業者］ 

貸出施設（区民活動支援会

議室、研修室） 

1～2階 972 総合プラザの指定管理者 

喫茶室 

※エントランスホールを含む 

1階 318 

 

駐車場 地下 1階 1,868 

 

２．業務実績、利用状況に関する事項 

（１）一般管理業務 

総合プラザの施設及び物品等を適正に管理し、利用者の案内や応対、安全確保、危

機管理、総合プラザ内各施設との連絡調整等の各種管理業務を実施した。 

●苦情・事故の状況  

項目 件数 主な内容と対応 

苦情受付 3件 総合プラザ・運営管理室で受け付けた苦情について下記

の通り対応した。 

【内容】カフェ利用者からの迷惑行為をするお客様の苦

情、カフェでのイベントに対する苦情、他 

【対応】迷惑行為をするお客様ヘの注意等 

苦情対応 0件 （区が受け付けた苦情はなし） 

事故発生 0件 （管理運営業務において特段の事故等の発生はなし） 



（２）拠点運営業務 

①拠点運営業務 

・うめとぴあ地域交流会議の運営補助 2回開催 

・うめとぴあ運営協議会の運営補助 2回開催 

 

②総合プラザ運営事業業務 

・先駆的な取組み関係事業の運営補助 

先駆的な取組みは実施できなかったが、実施に向けた検討を進めている。 

・区や拠点内施設等と連携した取組みの実施 

【主な実施事業】 

・オレンジカフェ＆オレンジコンサート 

（認知症在宅生活サポートセンター連携事業) 

・手話カフェ、小・中学生手話カフェ(福祉人材育成・研修センター連携事業) 

・KAiGO PRiDE @SETAGAYA 写真展(福祉人材育成・研修センター連携事業) 

・「こどもカフェ」(夏・冬・春休み)（保健センター連携事業） 

・点字カフェ(保健センター連携事業) 

・福祉用具展示相談会（保健センター連携事業） 

・うめとぴあラジオ体操会(世田谷区ラジオ体操連盟・保健センター連携事業） 

・一緒に歩こうポールウォーキング 

（世田谷ウォーキングフォーラム・保健センター連携事業） 

・たのしいパラスポひろば（公益財団法人世田谷スポーツ振興財団連携事業） 

・第 43回区民ふれあいフェスタ 

（世田谷区・第 43回区民ふれあいフェスタ実行委員会との連携事業)など 

 

③情報発信 

総合プラザ公式ホームページ、パンフレット、情報紙、動画配信等の各種広報媒体

により総合プラザ及び保健医療福祉の拠点「うめとぴあ」の情報を発信した。 
 令和 5年度 令和 4年度 増加率 

情報誌 うめとぴあ通信 年４回 発行部数 45,000 40,000 12.5% 

事業活動のご報告 発行部数 2,000 2,500 △20.0% 

総合プラザ公式 Instagram 更新回数 64 11 581.8% 

フォロワー数（令和５年度末時点） 288 51 464.7% 

ふれあいカフェうめとぴあ Instagram 更新回数 61 62 △1.6% 

フォロワー数（令和５年度末時点） 477 253 88.5% 

館内掲示 新規件数 135 99 36.4% 

総合プラザ公式ホームページ 更新回数 206 176 17.0% 

 

（３）地域交流事業運営業務 

①地域交流事業 



・地域との交流に関する業務 

【主な実施事業】 

・うめとぴあフェスタ(東京リハビリテーションセンター世田谷との連携事業) 

・松原交流会（松原地区社会福祉協議会・松原まちづくりセンターとの連携事業） 

・茶話やか松原 

（松原まちづくりセンター・松原あんしんすこやかセンターとの連携事業） 

・障害者施設生産品販売会（障害者地域生活課・区内障害者施設との連携事業) 

 

・その他の地域交流事業（自主事業） 

【主な実施事業】 

・せたがや生涯現役カフェ 

（世田谷生涯現役ネットワーク各団体によるワークショップ） 

・絵本で楽しむ食育カフェ 

（絵本を楽しみながら子育て応援を目的とする食育講座) 

・えいごカフェ（認知症予防を目的とした英語学習) 

・カフェミニコンサート（他の事業と連携した、カフェスペースにおける生演奏) 

・バリアフリー映画会（様々な障害者が鑑賞可能な地域交流型映画会) 

・生涯現役ゲーム（認知症予防、地域交流を目的とした健康ゲーム) 

・うめとぴあ学習ルーム 

（団体利用のない時間に小・中・高校生を対象に会議室を開放し有効活用) 

 

②喫茶室の運営 

【利用状況】 
 令和 5年度 令和 4年度 増加率 

利用者人数 56,918 49,475 15.0% 

飲食提供点数 88,729 68,952 28.7% 

 

（４）施設貸出業務 

区民等の活動を支援するための会議室等の貸出業務及び駐車場の利用業務を実施

し、その利用に係る区の使用料の収納事務を行った。（※「けやきネット」の対象外） 

①会議室等の貸出 

【利用団体登録数の状況】 

団体区分 登録団体数 

（令和 5年度末時点） 

登録団体数 

（令和４年度末時点） 

増加率 

障害者団体（優先利用団体） 9 9 0.0% 

高齢者団体（優先利用団体） 11 11 0.0% 

町会等（優先利用団体） 0 0 0.0% 

一般団体 25 22 13.6% 

合計 45 42 7.1% 

 



 

【会議室等の利用状況】 

名称 

利用 

可能数 

※１ 

利用件数 
令和 5年度 

利用率 

令和 4年度 

利用率 

※４ 
研修・事業等 

※２ 

貸出し 

※３ 

区民活動支援会議室 1

（1-1・1-2） 

3,600 1,446  26  40.9％  --- 

区民活動支援会議室 2 1,800 195  694  49.4％ 37.4％ 

研修室Ａ（Ａ-1・Ａ-2） 3,600 2,443  46  69.1％  --- 

研修室Ｂ（Ｂ-1・Ｂ-2） 3,600 1,439 184 45.1％ --- 

研修室Ｃ（Ｃ-1・Ｃ-2） 3,600 2,862  73  81.5％  --- 

実習室 1,800 1,028  184  67.3％  65.1％ 

調理実習室 1,800 513 209 40.1％ 36.5％ 

合計 19,800 9,926 1,416 57.3％ 44.6％ 

※１ １日のうち利用可能時間帯：午前、午後Ａ、午後Ｂ、夕方、夜間の５コマ 

※２ ワクチン集団接種会場及び初期救急診療所の待合室のための使用を含む 

※３ 公用利用を含む。研修室・実習室は研修事業や総合プラザ事業等に不使用の時間に限り貸出 

利用可能 

※４ 区民活動支援会議室１、研修室Ａ・Ｂ・Ｃは集団接種会場のため利用不可 

 

②駐車場の利用 

【駐車場の利用状況（件数）】 

        令和 5年度 令和 4年度 増加率 

有料料金 6,746 5,282 27.7% 

無料料金(診療所・障害者・公用利用等に係る免除) 12,495 18,645 △33.0% 

合計 19,241 23,927 △19.6% 

 

（５）施設・設備維持管理業務 

総合プラザの施設及び設備を適正に運用・維持保全するために、運転管理、点検保

守、清掃、衛生管理、保安警備等の維持管理業務を関係法令等を遵守し実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３．指定管理に関する業務の収支 

項目 金額（円） 備考 

収入（合計） 290,701,332  

指定管理料 268,326,450  

利用料金収入 21,552,070 喫茶室の飲食提供に係る利用料金。会議室

等の施設使用料は区収入のため含まない。 

その他 822,812 自動販売機収入（設置業者からの手数料） 

支出（合計） 286,143,251  

一般管理業務経費 52,297,701  

施設維持管理経費 128,277,130  

事業費 92,772,191  

その他 12,796,229  

収支差額 4,558,081  

 

４．事業計画書で提案した事業等の実施状況 

（１）一般管理業務 

従事者に対し、施設利用の案内や応対に関する研修、その後のフォローアップを積

極的に実施するなど、サービスの質の向上に努め、施設利用に関する大きな事故やト

ラブル等はなかった。新型コロナワクチンの住民接種においては、接種に関する各種

問合せ対応や会場内の誘導等、会場運営のサポートに取り組んだ。 

また、新型コロナの５類移行後も、初期救急診療所の繁忙期には待合室を拡張して

感染症予防に対応する等、施設の円滑な運営に務めた。 

 

（２）拠点運営業務 

ワクチン住民接種会場としての施設使用を優先したことから、拠点内の施設と連携

した事業やイベントについては一部制限されたが、新型コロナの５類移行後は感染対

策も行いながら、拠点内施設との連携事業を積極的に開催した。 

連携事業の実績については前年度から着実に増加しており、新規事業として、こど

もカフェ(なつやすみ、ふゆやすみ、はるやすみ)や小・中学生手話カフェの定期的な

開催をはじめ、第 43 回区民ふれあいフェスタ、朗読会、写真展の開催等、来場者が

気軽に来館できるよう事業を展開した。 

 

（３）地域交流事業運営業務 

地域で活動する団体との連携の幅が広がってきており、拠点としての施設周知を目

的とした地域参加型イベント「うめとぴあフェスタ」や、障害者施設生産品販売会を

はじめ、松原交流会、茶話やか松原など多様な事業を実施した。また、北沢法人会主

催のふくふくスタンプラリーに参加し、周辺地域との交流を図った。 

自主事業を今年度から積極的に開催し、バリアフリー映画上映会、えいごカフェ、

カフェミニコンサート、生涯現役ゲーム、うめとぴあ学習ルームなど、多くの参加者

の好評を得た。 



（４）施設貸出業務 

前年度と比較して貸出に係る利用件数や利用人数は増加したものの、新型コロナワ

クチンの接種会場として施設を使用したことから、一部貸出しに制限があり、利用状

況は好調とは言い難い状況であった。情報誌「うめとぴあ通信」や区のおしらせ「せ

たがや」で区民に会議室を広く周知し、新規利用者の促進に努め、利用者ニーズを踏

まえたサービスに取り組んだ。 

 

（５）施設・設備維持管理業務 

施設・設備維持管理において、専用回線の監視システムにより運転管理・警報監視

を 24 時間 365 日体制で行う遠隔監視業務を実施したほか、日常管理・定期保守・経

常修繕の一元管理によるコスト抑制や予防保全、省エネ対策等に取り組んだ。また、

清掃業務や警備業務についても適切な人員を配置して、安定的な施設管理に努めた。 

 

５．事業実績の評価と改善の取組み（指定管理者による評価） 

前年度に引き続き、新型コロナワクチン接種会場としての施設利用により、当初の事

業計画に一部制限があったものの、区とも協議を進めながら、工夫を凝らし円滑な施設

運営に尽力した。 

拠点としての施設周知を目的とした、地域参加型イベント「うめとぴあフェスタ」を

開設後初めて開催した。保健医療福祉の拠点「うめとぴあ」の中核施設としての取組み

である、拠点内外の施設との連携事業や地域交流事業についてはこれまで比較的小規模

での実施を余儀なくされていたが、新型コロナの５類移行を受け本格実施が可能となっ

た。また、自主事業として新たな事業も実施し、事業実績や連携のネットワークはさら

に拡大してきている。 

施設の利用者を対象に実施した満足度調査においては、サービスの質やスタッフの対

応、衛生管理の項目について回答者の８割以上から「とても良い」「良い」との回答があ

り、概ね高評価の結果であった。また、施設運営管理に関しては、一部設備機器におい

て運行を停止していたが、再稼働に向け管理運営体制を見直したことにより、大きな事

故やトラブルもなく、その点では協定で求められている業務水準を達成したものと評価

する。 

 

６．事業実績の評価（施設管理所管課による評価） 

①令和４年度評価結果に対する現在までの取組み状況 

新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、自粛を余儀なくされたうめとぴあフェスタや小

規模で実施していた連携事業等を、５類移行後は本格的に実施している。また、ホームページや

ＳＮＳを活用した情報発信にも力を入れ、これまで課題となっていた施設の認知度向上に向けた

取組みを推進している。 

 

 

②令和５年度項目別評価結果 
評価点 

３：要求水準を上回っており、優れた点がある   １：要求水準を満たしているが、一部課題がある 

２：要求水準を満たしている           ０：要求水準を下回っている（改善指導等が必要となる） 

 



評価分類及び評価 

１．施設の維持管理 8/13 

設備・機器等の保守管理 1/2 備品の管理 2/2 

施設の修繕 1/2 第三者委託 1/2 

清掃・衛生管理 2/2 環境配慮 1/3 

２．施設の運営 21/29 

設置目的等の理解 2/3 個人情報管理 2/3 

サービス提供 2/2 個人情報の漏洩防止 2/3 

自主事業の成果 2/3 障害者差別解消法 2/3 

職員配置 2/3 地域との関わり 2/3 

障害者等の雇用 3/3 区内事業者の活用等 2/3 

３．事故や緊急時等への対応 6/9 

事故防止等の対応 2/3 緊急時に備えた訓練 2/3 

緊急時の対応 2/3   

４．サービス向上の取組み 25/30 

職員研修 3/3 利用者の意向 2/3 

利用者への案内 2/3 利用者意向の反映 3/3 

利用しやすい環境整備 3/3 施設利用の促進 2/3 

利用者対応 3/3 苦情等への対応 2/3 

接遇 3/3 苦情等に対する改善 2/3 

５．収支状況 6/9 

適正な予算執行 2/3 金銭管理 2/3 

経費の効率化 2/3   

６．改善の取組み 2/3 

改善の取組み 2/3   

③項目別評価結果 

総合評価 
Ｓ：管理運営が良好で優れた取組み成果がある （配点の８０％以上） 

Ａ：管理運営が良好である （配点の７０％以上） 

Ｂ：管理運営は概ね良好だが一部に課題がある （配点の６０％以上） 

Ｃ：管理運営に課題があり改善が必要である （配点の６０％未満） 

評価分類 評価 評価結果説明 

１．施設の維持管理 ８／１３ 要求水準を概ね満たしている。設備機器の運行につい

て一部課題があったが、改善に向け積極的に取り組ん

でいる。 

２．施設の運営 ２１／２９ 要求水準を概ね満たしているが、新型コロナウイルス

感染拡大防止の影響により、地域や関係団体との連携

促進や効果的な情報発信については、今後さらなる取

組みの強化が必要である。 

３．事故や緊急時等への対応 ６／ ９ 要求水準を概ね満たしている。リスク管理に一部課題

があったが、体制の見直しを図っている 

４．サービス向上の取組み ２５／３０ 要求水準を満たしており、問題点は特に見られない。

また、利用者満足度調査において、スタッフ対応等の

サービスの質や施設の満足度について８割以上が「と

ても良い」「良い」の回答であり、高い評価を得た。 

５．収支状況 ６／ ９ 要求水準を満たしており、問題点は特に見られない。 



６．改善の取組み ２／ ３ 

 

要求水準を概ね満たしているが、設備維持管理におい

て、一部課題がある。 

合計 ６８／９３  

総合評価 
Ａ 

管理運営の実施状況は概ね要求水準を満たし良好であ

るが、設備機器の維持管理に一部課題がある。 

④年度評価所見 

指定管理事業について、感染拡大防止の観点から小規模での実施を余儀なくされ

たものの、連携事業を定期的に実施しつつ、自主事業も今年度から新たに開催し、

うめとぴあフェスタについても令和５年度に開催し一定の成果を得たことから、一

層拠点内外の施設・団体との強固な連携ができてきたものと評価する。 

施設運営については、新型コロナワクチンの主要な集団接種会場として、円滑な

会場運営に寄与し、施設利用に関して、特段の事故やトラブルもなく、利用者満足

度調査でも好意的な評価が多かったことなどから、円滑に施設の管理運営が行われ

たものと評価する。施設の一部機器が運行を停止していたが、管理体制を見直し、

再稼働に向け誠実に取り組んだ。 

拠点開設から３年が経ち施設利用者の定着化がみられるので、若い世代等、より

幅広い区民が利用し、世代や障害の有無を超えた多様な交流を創出する施設になる

よう、様々な事業を展開していく必要がある。 

 
⑤評価結果に対する今後の対応（指導・調整事項） 

令和５年度でワクチン接種会場としての施設使用が終了し、研修室・会議室が全

面的に貸出し可能となったため、更なる周知を行うなど貸し出し施設の利用の促進

に積極的に取り組み、稼働率の向上を図る。 

地域交流会議での区民・利用者の視点に立った意見を踏まえつつ、多様な事業を

拡充するとともに、情報紙や SNSを活用した効果的な情報発信に取り組むことによ

り、保健医療福祉の拠点としての事業展開や認知度向上に一層取り組んでいく。 

 

 



令和５年度 指定管理施設の事業報告 

１ 指定管理施設の概要 

（１）施設概要  

施設名称：世田谷区立保健センター 

施設住所：世田谷区松原６－３７－１０ 

（２）指定管理情報 

指定管理者：公益財団法人世田谷区保健センター 

指定期間：平成３１年４月１日～令和６年３月３１日 

 

２ 業務実績、利用状況に関する事項 

（１）区立保健センター維持管理運営 

   区立保健センターの指定管理者として、施設運営並びに設備・物品の維持管理を実施した。 

（２）がん対策事業  

  ① がん検診受付センター 

 世田谷区の対策型がん検診等の受診を希望する区民の申込みや問合せの総合窓口として、胃

がん検診（エックス線・内視鏡）、乳・大腸・子宮・肺・前立腺の各がん検診やＢ型・Ｃ型肝

炎ウイルス検診、胃がんリスク(ＡＢＣ)検査の申込受付及び受診票発券等を行った。 

検診項目 事業実績 前年度 前年度比 

胃がん検診（エックス線） 4,857件         3,884件 125.1％ 

胃がん検診（内視鏡） 13,668件 14,215件 96.2％ 

乳がん検診 5,451件 5,576件 97.8％ 

子宮がん検診 6,402件 6,702件 95.5％ 

大腸がん検診 8,620件 7,845件 109.9％ 

肺がん検診 3,411件 2,683件 127.1％ 

胃がんリスク検査 550件 333件 165.2％ 

前立腺がん検診 1,006件 1,289件 78.0％ 

Ｂ型・Ｃ型肝炎検査 3,018件 2,322件 130.0％ 

② 胃がん検診 

 エックス線撮影による胃がん検診は、４０歳以上の区民を対象に、保健センター施設内及び

検診車により行った。内視鏡による胃がん検診は、５０歳以上の区民を対象に、区内の医療機

関で行っており、保健センターも指定医療機関の一つとして検診を実施するとともに、「世田谷

区胃内視鏡検診運営委員会」の事務局を区と協働で担い、開催案内や議事録作成などの事務を

行った。 

 また、検診の結果により、必要な区民に対しては、精密検査の受診を勧奨した。 

検診項目 事業実績 がん発見数 前年度 前年度比 

胃がん検診 

（エックス線） 

326回 
2人 

339回 97.1％ 

3,253人 3,105人    104.8％ 

胃がん検診 

（内視鏡） 

36回 
0人 

37回 97.3％ 

156人 169人 92.3％ 

 



③ 乳がん検診 

   世田谷区では４０歳以上の女性区民を対象に、視触診とマンモグラフィ（乳房エックス線撮

影）の併用検診を指定医療機関に委託して実施している。保健センターの乳がん検診は、地域

の指定医療機関で視触診を受けた後にマンモグラフィを行う方法と、保健センターで視触診と

マンモグラフィを同日に行う方法の２つの検診方法により実施している。 

検診項目 事業実績 前年度 前年度比 

乳がん検診 

回 数 149回 149回 100.0％ 

ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ 81人 106人 76.4％ 

視触診・ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ 1,275人 1,251人 101.9％ 

  ④ がん検診等精度管理 

     区が対策型検診として実施した５つのがん検診（胃・大腸･肺・乳・子宮）及び胃がんリス

ク検査と精密検査の記録・集計等を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ⑤ がん相談 

     「がん情報コーナー」では、がんに関する書籍の閲覧や資料等の情報提供のほか、看護師に

よる一次相談（予約不要）を行った。がんの治療に伴う外見の変化（アピアランス）の支援と

して、１０月よりウィッグ等の見本を展示した。 

     「対面相談」では、がん患者や家族の方（区民対象）に対し、専門の看護師による相談を行

い、希望者にはオンラインでの相談にも対応した。（予約制／毎月第２・４土曜日）。令和５年

度は玉川地域の地域出張型相談を尾山台図書館で実施した。 

     「電話相談」では、専門の看護師による相談（毎月第１・３木曜日）及びがん体験者等によ

る「ピア相談」を行った（毎月第２・４木曜日）。 

     「就労相談」では、がん患者が仕事を続ける上で抱える不安等に対して看護師、社会保険労

務士による相談を実施した。 

     

 

事業項目 事業実績 前年度 前年度比 

胃がん検診 
（医師会・保健センター） 

（一次） 9,889件 9,974件 99.1％ 

（精密） 599件 688件 87.1％ 

乳がん検診 
（医師会・保健センター） 

（一次） 21,077件 21,803件 96.7％ 

（精密） 1,386件 1,554件 89.1％ 

大腸がん検診 
（医師会・保健センター） 

（一次） 46,244件 45,654件 101.3％ 

（精密） 2,443件 1,699件 143.7％ 

子宮がん検診 
(医師会実施) 

（一次） 38,643件 36,447件 106.0％ 

(精密) 569件 407件 139.8％ 

肺がん検診 
(医師会実施) 

（一次） 59,211件 55,038件 107.6％ 

（精密） 1,154件 769件 150.1％ 

胃がんリスク検査 
(医師会実施) 

（一次） 4,781件 5,633件 84.9％ 

（精密） 434件 473件 91.8％ 



事業項目 事業実績 前年度 前年度比 

一次相談（予約不要） 59件 52件 113.5％ 

対面相談 施設内 19回 22回 86.4％ 

34件 27件 125.9％ 

出張型 2回 1回 200.0％ 

4件   3件 133.3％ 

電話相談 46回 44回 104.5％ 

56件 31件 180.6％ 

就労相談 施設内（対面相談の

再掲） 

2回 2回 100.0％ 

3件   5件 60.0％ 

出張型 3回 3回 100.0％ 

6件 6件 100.0％ 

 

（３）健康増進事業 

① 健康度測定、運動負荷測定、健康増進指導等による多様な健康づくり 

健康の保持及び積極的増進を図るため、１８歳以上の区民を対象に各種検査と医師による指

導及び専門職による栄養･運動･休養の総合的な指導を含めた「健康度測定」を実施した。測定

項目のうち、呼吸機能検査は新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い令和２～４年度は中

止していたが、令和５年５月より再開した。「運動負荷測定」は、望ましい運動強度の目安を

示した運動処方による実践指導を行った。「健康増進指導」では、定員基準(一人当り４㎡)を

設け、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を徹底して６２講座・教室を延べ４４７回開

催した。実績は１０，４２０人となり、計画数の１０，０００人を上回った。 

事業項目 事業実績 前年度 前年度比 

健康度測定・再測定、運動負荷測定 766人 717人 106.8％ 

健康増進指導（集団指導） 延べ10,420人 延べ11,887人 87.7％ 

壮年期健康づくり教室 50回 50回 100.0％ 

障害者健康づくり講座 9回 9回 100.0％ 

健康増進指導（個別相談） 40人 34人 117.6％ 

② 専門職員の派遣による地域での健康づくり支援 

 「実地指導」では、地域の健康づくり活動を支援するため、運動指導員を自主活動団体へ派

遣した。「地域健康講座」では、奥沢・烏山・北沢の３地区で企業等の協力を得て、講座を開

催した。「職場のげんき力アッププログラム」は、健康経営支援の観点から、事業所単位で取

り組む健康づくり活動に対して、企業のニーズに合わせたプログラムを提供した。 

ア．実地指導・健康づくり支援 

 区の健康づくり事業や区民主体の活動団体等の依頼に基づき、健康教室や自主グループ活

動に運動指導員等を派遣した。また、地域での健康づくりに関する行事等に協力し、区民の

健康づくり活動を支援した。 

事業項目 事業実績 前年度 前年度比 

実地指導、健康づくり支援 1,227回 1,207回 101.7％ 



事業項目 事業実績 前年度 前年度比 

地域健康出前講座 10回 5回 200.0％ 

地域健康講座 12回 11回 109.1％ 

職場のげんき力アッププログラム 5社 3社 166.7％ 

イ．健康づくり支援リーダーの養成・活動支援 

 地域で健康づくり活動を主体的に行う区民団体に対し、体操指導を支援する区民ボランテ

ィアリーダーとして、「せたがや元気体操リーダー」の養成と、スキルアップのための研修

を実施した。このリーダー事業は、養成から派遣までをＮＰＯ法人「健康フォーラムけやき

２１」と協働で運営している。令和５年度は、第１１期初級リーダー養康成講座を開催し、

新たに９人が認定された。 

事業項目 事業実績 前年度 前年度比 

リーダー養成 9人 - ― 

上級リーダー養成 - 15人 ― 

研修会＆交流会 6回 6回 100.0％ 

実技講習会 4回 4回 100.0％ 

個別実習 30人 30人 100.0％ 

リーダーによる実地指導 322回 308回 104.5％ 

 ウ．生活習慣病の重症化予防を推進する取組み 

     生活習慣病のリスクがある区民を対象に、区（国保・年金課等）と連携し重症化予防対策

を展開した。令和５年度も「派遣型集団指導」に加え、電話支援や動画配信などコロナ禍に

おける生活様式の変化に合わせた支援を行った。 

  事業項目 事業実績 前年度 前年度比 

重症化予防対策（派遣型集団指導） 6回 6回 100.0％ 

重症化予防対策（個別指導） 3人 9人 33.3％ 

重症化予防対策（電話支援） 3人 10人 30.0％ 

重症化予防対策（動画配信） 886回 477回 185.7％ 

      エ．障害者の健康支援プログラム 

 障害者の健康づくりを支援するため、「視覚障害者福祉協会」ほか自主活動団体などへ運

動指導員を派遣し、活動支援を行った。 

事業項目 事業実績 前年度 前年度比 

障害者地域支援 20回 19回 105.3％ 

 

（４）障害者相談支援事業 

   ① 障害者専門相談 

    ア 電話・来所相談 

      障害に関する区民や関係機関からの様々な相談に応じ、適切な支援の検討や助言、障害

に関する情報の提供・制度の紹介・関係機関との連絡調整等を行った。 

事業項目 事業実績 前年度 前年度比 

相談延べ件数 1,576件        1,540件 102.3％ 



イ 専門相談・評価・検査 

     専門医による相談を始め、専門職による面接・評価等を行うとともに、集団への適応評

価や集団適応に向けた支援方法の検討を行った。また、脳血管障害等による中途障害者を

対象とする「プレステップサポート事業」や、理学療法士・言語聴覚士等による各種相談、

住宅改造に関する相談・評価・助言等を行った。 

事業項目 事業実績 前年度 前年度比 

専門医相談 172件 198件 86.9％ 

専門職により面接・評価等 439件 552件 79.5％ 

知的障害者支援グループ評価（りすた）  165回（6人） 85回（14人） 194.1％ 

プレステップサポート 59回（15人）  27回（17人） 218.5％ 

補装具相談 462件 430件 107.4％ 

シーティング相談 182件 221件 82.4％ 

福祉用具相談（日具） 210件 268件 78.4％ 

聴覚相談（聴力検査含む） 157件 123件 127.6％ 

住宅改造相談  68件  82件 82.9％ 

ウ 障害者施設等への技術支援 

 障害者施設等へ専門職を派遣し、施設職員等に対して支援技術の向上のための助言・指

導を行った。 

事業項目 事業実績 前年度 前年度比 

技術支援 417回 374回 111.5％ 

エ 研修・交流会・ネットワーク・支援者養成 

 障害のある当事者やその家族に向けた相談会や交流会を開催した。また、区内関係機関

との円滑な連携とネットワーク構築に向け、各種専門職等の連絡会を開催した。支援者養

成では、福祉人材育成研修に講師を派遣した。 

事業項目 事業実績 前年度 前年度比 

相談会 10回 10回 100.0％ 

情報交流会（視覚） 12回 12回 100.0％ 

関係機関との連絡会等 5回 5回 100.0％ 

講師派遣 8回 6回 133.3％ 

   ② 乳幼児育成相談 

    ア 発達・発育に関する評価、助言 

      乳幼児期の発達・発育に関する相談に対して、評価結果に基づき児童発達支援事業に関

する情報提供や適切な支援機関等への繋ぎを行った。集団評価（親子支援グループ）とし

ての子どもの集団活動と並行して、保護者教室を行った。また、評価終了後の保護者の不

安に対し、来所・電話による継続相談を実施した。 

 

事業項目 事業実績 前年度 前年度比 

相談業務 電話・来所相談 1,068件 969件 110.2％ 

インテーク 338件 294件 115.0％ 



事業項目 事業実績 前年度 前年度比 

専門評価 個別評価 494人(延べ1,178件)  496人（延べ

1,106件） 

99.6％ 

集団評価   45人（延べ279件）    61人（延べ

371件） 

73.8％ 

継続相談 電話・来所相談 454件 323件 140.6％ 

    イ アウトリーチによる地域支援及び関係機関との連携 

      保育所等への訪問・支援や「東京リハビリテーションセンター世田谷」内の児童発達支

援施設「ぷらみんぽーと」への技術支援等を行った。また、区内児童発達支援拠点施設、

関係機関等との連絡会に参加し、情報共有・意見交換を行った。 

事業項目 事業実績 前年度 前年度比 

関連機関との連絡会 46回 37回 124.3％ 

地域支援 54回 69回 78.3％ 

③ 高次脳機能障害相談支援 

ア 専門相談・評価 

 高次脳機能に何らかの障害がある、もしくはその疑いのある方を対象に、専門医、作業

療法士、言語聴覚士、公認心理師等の専門職が総合的な評価を行い、今後のリハビリテー

ションや生活改善についての助言や情報提供を行った。小グループ評価「コンパス」では、

就労に必要なことや補完手段を提案する職業評価プログラム（週３回、概ね４か月間）を

実施した。 

事業項目 事業実績 前年度 前年度比 

個別相談・評価    70人（延べ398件）    53人（延べ491件） 132.1％ 

小グループ評価（コンパス）     8人（延べ273件）     7人（延べ192件） 114.3％ 

イ 支援者養成 

  高次脳機能障害者の支援者を養成するため、ガイドヘルパー養成講座、失語症会話パー

トナー養成講座を実施した。また、支援者の支援力向上等を図るため、事例検討を中心と

した高次脳機能障害者支援者地域研修会を５地域で２回ずつ実施した。 

事業項目 事業実績 前年度 前年度比 

高次脳機能障害者ガイドヘルパー養成講座  13人（延べ78人） 21人（延べ126人） 61.9％ 

失語症会話パートナー養成講座  8人（延べ40人） 14人（延べ70人） 57.1％ 

高次脳機能障害者支援者地域研修会 10回（延べ255人） － － 

ウ 相談会・講演会 

 専門医による相談会を開催した。また、子どもの高次脳機能障害に関して専門医による

講演会を開催した。 

事業項目 事業実績 前年度 前年度比 

相談会・講演会 27人 40人 67.5％ 

エ ネットワーク・地域支援 

  区内関係機関の円滑な連携や高次脳機能障害に関する全区的な課題解決のため、高次脳

機能障害者関係施設連絡会を開催した。また、障害者施設等に専門職を派遣し、支援者に

対して障害特性の理解や環境調整などについて助言を行った。失語症サロンは、失語症会



話パートナーや失語症者向け意思疎通支援者の協力のもと、失語症のある方が支援を受け

ながら会話を楽しむ場を提供した。 

事業項目 事業実績 前年度 前年度比 

地域支援・講師派遣・関係機関連絡会 16回 16回 100.0％ 

失語症サロン（３か所） 23回 22回 104.5％ 

オ 失語症者向け意思疎通支援者派遣事業 

 失語症者の意思疎通を支援するため、失語症当事者と意思疎通支援者のマッチングを失

語症サロンで行い、支援者の派遣を行った。 

事業項目 事業実績 前年度 前年度比 

失語症者向け意思疎通支援者派遣事業 44回 20回 220.0％ 

意思疎通支援者研修 3回 － － 

 

（５）こころの健康支援事業 

①こころの相談機能 

    こころの健康について、気軽に相談できる窓口として、平日夜間と土曜日に電話による専門

相談とピア相談を実施した。平日（月曜日～木曜日）は17時～22時、土曜日は14時～20時。

相談内容により支援が必要な場合は、区の健康づくり課等への引継ぎを行った。 

事業項目 事業実績 前年度 前年度比 

夜間・休日等こころの電

話相談 

257回 

  （平日夜間205回、 

土曜日52回） 

234回 

 （平日夜間183回、 

土曜日51回） 

109.8％ 

5,177件 3,331件 155.4％ 

内訳 専門相談 3,902件 2,192件 178.0％ 

ピア相談 1,275件 1,139件 111.9％ 

ピア相談員養成講座 
２講座（全９回） ２講座（全４回） 100.0％ 

延べ50人（修了者4人） 延べ38人 － 

②こころの健康に関する普及啓発 

    こころの健康に関する理解促進と知識の普及啓発のため、講演会等を実施した。 

事業項目 事業実績 前年度 前年度比 

講演会・セミナー 
6講座（全8回） 6講座（全8回） 100.0％ 

延べ751人 延べ633人 118.6％ 

③人材育成 

    家庭や地域などで、身近な方の自殺リスクにつながる悩みに気づき、声をかけ、話を聞き、

必要な支援につなげるゲートキーパーを養成する講座をオンラインで実施した。 

 

  事業項目 事業実績 前年度 前年度比 

ゲートキーパー講座(全２回) 
1講座（全2回） 1講座（全2回） 100.0％ 

延べ79人 延べ117人 67.5％ 

 



（６）運動指導室の貸出 

    健康増進施設を活用した区民の健康づくり支援を目的に、健康増進指導で使用していな 

い時間帯に、健康づくりを目的とした区民団体に対し活動の場を提供し、健康増進の向上 

につなげる支援を行った。 

※令和5年度の貸出実績は14件 

 

（７）危機管理 

  保健医療福祉総合プラザの指定管理者が実施する施設内合同の自衛消防訓練（２回実施）に、

自衛消防隊による消火活動及び職員参加による避難誘導等の訓練に参画した。また、同施設の

災害対応マニュアルの検討や防火防災設備の確認等を協働で行った。 

  さらに、新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ事業ごとの感染予防対策等を徹底し事業継

続に努めるとともに、令和５年３月１３日以降の国の「マスク着用の考え方の見直し」に伴い、

保健センターの対応について、利用者等の安全と安心を配慮しつつ運用の一部を変更した。 

  加えて、災対医療衛生部の保健医療福祉総合プラザでの活動と保健センターとの連携につい

て、区担当所管（世田谷保健所）と検討を進めた。 

 

（８）職員研修等の実施 

採用時研修、昇任時研修（主任・係長）のほか、全職員参加のコンプライアンス研修や「改

正個人情報保護法」説明会を財団独自に実施し、組織の機能維持と職員の意識の醸成に取り組

んだ。 

また、コロナ禍においてもオンラインで開催される学会・研修会等に積極的に職員を参加さ

せ、専門性の維持・向上や医療技術等の最新情報の取得に努めた。 

（９）その他（苦情件数、事故件数） 

項目 件数 主な内容と対応 

苦情 0件 
 

 

事故 1件 

胃検診車による物損事故（１件） 

 教育会館で実施した胃がん検診の帰路において、検診車が交差点を左折

する際に、工事のため片側相互通行のため停止中の車両に接触し、一部が

破損した。（相手方修理費用については、財団が加入している保険を適用

した。） 

 

（10）新型コロナウイルス感染症の事業での対策について 

    新型コロナウイルス感染症が５類となったものの、利用者の安全を確保する観点から、感染

防止のため引き続き職員のマスク着用を徹底するとともに、利用者に対してもマスク着用の協

力を求めている。 

 

 

 

 



３ 指定管理に関する業務の収支                      （単位：円） 

項 目 金 額 備   考 

収 入 計 912,825,661  

受託事業収入 912,825,661 区指定管理料 

支 出 計 911,888,706  

人件費 601,857,618 管理運営、がん対策・健康増進、障害者相談支援事

業従事者 

事業費 284,896,595 

 

管理運営、がん対策・健康増進、障害者相談支援事

業経費 

積立金 25,134,493 退職積立 

収入－支出 936,955  

 

４ 事業計画書で提案した事業等の実施状況 

（１）胃がん検診 

令和5年度エックス線については、受診の利便性の観点から施設内での実施回数149回に対し

て、検診車での回数を177回実施するなど地域へ出向いての検診回数の方を多くし、全体で延べ

326回の検診を実施した。受診者数は計画数3800人、実積3,253人、達成率は85.6％となった。

内視鏡検診については、計画数220人、実績156人、達成率70.9％であった。 

（２）乳がん検診 

   視触診・マンモグラフィの同時受診は1,275人の実績となり、達成率は98.0％であった。 

   一方、地域の医療機関から依頼されるマンモグラフィのみの受診は、医療機関と当センターで

２回の受診となるため、利用者が近年減少傾向にあり、実績は81人で、達成率は23.1%となって

いる。 

（３）がん相談 

がん相談では、がんに関する書籍やリーフレット等を「がん情報コーナー」に置き、自由に情

報入手をしていただくほか、月曜日から金曜日（9:00～17:00）に予約なしの相談にも対応し 59

件の相談があった。さらに予約にて専門相談員（看護師）が相談にあたる対面相談は施設内実施

が34件、地域出張型が4件、電話相談は56件の実績であった。併せて「オンライン相談」も実

施するなど、相談機会の拡充を行った。就労相談では、施設内3件、地域出張型では6件の相談

を行った。また5年度下半期はアピアランスケア相談及びウィッグ等の見本の展示を開始した。 

（４）健康度測定、健康増進指導 

健康度測定では、1,500人の計画数に対して717人の実績であり、うち37人が障害者施設利用者

であった。健康増進指導では、計画数10,000人、実績10,420人、達成率104.2％であった。 

（５）地域での健康づくり支援 

    実地指導と健康づくり支援では、まちづくりセンターなどの地域で開催された健康教室や自主

グループ活動に運動指導員等の専門職員を1,149回派遣し、延べ13,170人が参加した。地域健康

講座では、奥沢、烏山、北沢の3地区で実施した。「職場のげんき力アッププログラム」では、

事業所単位で取り組む健康づくりとして継続実施しており、企業ニーズに合わせた事業プログラ

ムを提供した。 

（６）生活習慣病重症化予防 



令和 5年度は計画数 6回を 100.0％達成し、さらに令和 4年度に引き続き電話支援や動画配信

などコロナ禍における生活様式の変化に合わせた支援を行った。 

（７）情報発信ステーション機能の充実 

区民への情報発信ステーション機能の充実として、前年度に刷新したホームページや、保健セ

ンター情報紙「げんき人」（年４回、新聞折り込み）等を活用し、区民への情報発信を行った。

さらに、「うめとぴあ」全体の認知度アップを目的とした「うめとぴあフェスタ（令和5年6月）」

「うめとぴあツアーウォーク（令和6年2･3月）」のほか、「映画「オレンジ・ランプ（住み慣

れた地域で安心して暮らすヒントを描く若年性認知症の方の物語）」上映会（令和6年1月）」

を保健医療福祉総合プラザ内の各施設と協働で開催した。 

（８）こころの健康支援事業 

夜間・休日等こころの電話相談事業は、令和4年9月から火曜日を加え、週4日から週5日の

開催に拡充し、平日は月曜日から木曜日の17時～22時、土曜日は14時～20時となっている。 

また、こころの健康に関する理解促進と知識の普及啓発のため、講演会等の開催や、家庭や地

域などで、身近な方の自殺リスクにつながる悩みに気づき、声をかけ、話を聞き、必要な支援に

つなげるゲートキーパーを養成する講座をオンラインにより実施した。また、こころとからだの

保健室ポルタの「こころの健康情報コーナー」において、メンタルヘルスに関する書籍やリーフ

レット等を設置するほか、患者や家族団体、相談機関、講演会等の広報、紹介、啓発を行った。 

  【講演会・セミナーのテーマ】マインドフルネス（オンライン開催）、住み慣れた街で生き生き

暮らす～統合失調症編、こころを考える 認知行動療法、子育ちに活かすコーチング（オンラ

イン開催）、思春期のこころの成長（オンライン開催）、依存症セミナー 

  

５ 事業実績の評価と改善の取組み（指定管理者による評価） 

〇 がん検診精度管理では、プロセス指標の集計値を各検診医療機関にフィードバックし、検査精

度の向上に取り組んだ。 

〇 健康増進指導については、定員基準（1人あたり４㎡）を設け令和5年度も引き続き新型コロナ 

ウイルス感染症への対応を図りながら講座・教室を447回開催した。また、地域に出向き実施す 

る「地域健康講座」では、烏山・北沢の他に交通の便で保健センターに足を運びづらい玉川地域 

（奥沢）での実施も行った。 

 〇 障害者相談支援事業については、区の社会福祉施設等の対応方針に基づき、新型コロナウイルス

感染症防止対策を徹底したうえで事業を実施した。区民向け講演会や関係施設連絡会、支援者養

成講座等については、オンライン開催を取り入れるなど概ね計画どおり実施した。 

 〇 高次脳機能障害相談支援においては、令和3年度に行った高次脳機能障害者相談支援体制の調査

研究に基づく取組みを進めた。情報誌げんき人やリニューアルしたホームページによる区民への

相談窓口の分かりやすい案内、あんしんすこやかセンタースキルアップ会議での拠点施設の事業

案内、地域毎の事例検討による研修の充実などに取り組んだ。 

〇 こころの健康支援事業について、電話相談は令和４年９月より火曜日を加えたことにより、延

べ相談件数が大幅に増加した。また、こころの健康に関する講演会等は、区民ニーズを踏まえ、

６回のうち３回をオンラインによる開催とした。参加者からは移動時間を取られることなく、自

宅から参加できてよかったとの声をいただいた。 

  



〇 サービス向上の取組みとしては、窓口の会計時におけるキャッシュレス決済を導入したほか、リニ

ューアルを図ったホームページでは新たにこころの健康に関する講演会等の利用申込みもＷｅｂ

上から進めるよう運用を開始している。 

 ホームページを全面リニューアルし、スマートフォンでの閲覧ができるようにするなど利用者に

より見やすく情報が探しやすいものへ刷新を図った。 

また、ご意見箱を設置し、利用者の意見を所内掲示し、運営等に反映する取組みを行った。 

 保健センターで行った利用者アンケートの結果により、接遇やより分かりやすい制度周知への要

望があったため、改善に向けた取組みを検討・実施するとともに、個人情報保護への取組み強化に

努めている。 

 

６ 事業実績の評価（施設管理所管課による評価）   

① 令和４年度評価結果に対する現在までの取組み状況 

各事業の定員をコロナ禍前の水準に戻した結果、多くの事業で前年度実績を上回ることができた。

また、コロナ禍における経験を活かし、動画配信やオンライン講座の実施など新たな手法を現在

も取り入れ、利用者の利便性の向上に努めている。 

② 項目別評価結果 

評価点  
３：要求水準を上回っており、優れた点がある １：要求水準を満たしているが、一部課題がある 

２：要求水準を満たしている         ０：要求水準を下回っている（改善指導等が必要となる） 

評価分類及び評価 

１．施設の維持管理 12/13 

設備・機器等の保守管理 2/2 備品の管理 2/2 

施設の修繕 2/2 第三者委託 2/2 

清掃・衛生管理 2/2 環境配慮 2/3 

２．施設の運営 23/29 

設置目的等の理解 3/3 個人情報管理 2/3 

サービス提供 2/2 個人情報の漏洩防止 3/3 

自主事業の成果 2/3 障害者差別解消法 2/3 

職員配置 2/3 地域との関わり 3/3 

障害者等の雇用 2/3 区内事業者の活用等 2/3 

３．事故や緊急時等への対応 6/9 

事故防止等の対応 2/3 緊急時に備えた訓練 2/3 

緊急時の対応 2/3   

４．サービス向上の取組み 23/30 

職員研修 3/3 利用者の意向 2/3 

利用者への対応 2/3 利用者意向の反映 2/3 

利用しやすい環境整備 2/3 施設の利用促進 3/3 

利用者対応 2/3 苦情等への対応 2/3 

接遇 2/3 苦情等に対する改善 3/3 

５．収支状況 6/9 

適正な予算執行 2/3 金銭管理 2/3 

経理の効率化 2/3   

６．改善の取組み 2/3 

改善の取組み 2/3   

③ 項目別評価結果 



総合評価  

Ｓ：管理運営が良好で優れた取組み成果がある （配点の８０％以上） 

Ａ：管理運営が良好である （配点の７０％以上） 

Ｂ：管理運営は概ね良好だが一部に課題がある （配点の６０％以上）  

Ｃ：管理運営に課題があり改善が必要である （配点の６０％未満） 

評価分類 評価 評価結果説明 

１．施設の維持管理 12/13 業務が適切に行なわれており、区の要求水準を満

たしている。 

２．施設の運営 23/29 適切に業務運営が行なわれており、プラザ内外で

の連携事業を積極的に提案・展開している。 

３．事故や緊急時等への対応 6/9 事故防止・不祥事を防止する対応が適切に行なわ

れており、区の要求水準を満たしている。 

４．サービス向上の取組み 23/30 苦情や要望等に対する改善に取り組み、区の要求

水準を満たしている。 

５．収支状況 6/9 収支改善と経営の安定に向けた効率的かつ効果

的な事業運営の検討に取り組んでいる。 

６．改善の取組み 2/3 「第三次経営ビジョン」「財務改善計画」に基づ

き財団の使命達成に向けて取り組んでいる。 

合計 72/93  

総合評価 Ａ  

④ 年度評価所見 

 新型コロナウイルス感染症が5類となり、各種事業の定員をコロナ禍前の状況に戻すとともに、

うめとぴあフェスタを始めとする「うめとぴあ」内の各施設との連携やあんしんすこやかセンタ

ーとの地域連携を拡充するなど、保健医療福祉の拠点として各団体等との協働事業に積極的に取

り組んでいる。また、自主事業ではキャッシュレス決済を取り入れるなど、課題等を把握し、利

用者からの要望を事務改善に活かす姿勢は評価できる。 

一方、大規模災害時において、区の災対医療衛生部が取り組む災害医療対応の支援を行うなど

の新たな役割に対し、区と連携した実地訓練や災害対応マニュアル作成の取組みを開始するなど、

保健センターの専門性を活かした幅広い活動に期待している。 

⑤ 評価結果に対する今後の対応（指導・調整事項） 

当団体は、これまでの実績を踏まえ、指定管理事業を効率的・安定的に行う能力が備わってお

り、施設の設置目的を効果的に達成できると認められるため、令和６年４月から区立保健センタ

ーの次期指定管理者として選定された。 

保健医療福祉の拠点である区立保健センターの指定管理者として、がん患者や家族等を支える

中核的機能の充実や高次脳機能障害に係る拠点機能の強化など、区民の健康の保持増進並びに障

害のある方等を支援する総合施設として中核的役割を担うことが求められている。 

そのために区との役割分担のもとで連携しながら、多数の専門職を有する団体の強みを発揮し、

区民福祉の向上に取り組んでいけるよう、引き続き支援していく。 

 



令和５年度 指定管理施設の事業報告 

 

１．指定管理施設の概要 

（１）施設概要 

施設名称： 世田谷区立ほほえみ経堂 

施設住所： 世田谷区経堂３－６－２４ 

指定管理者：労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団 

指定期間： 令和３年４月１日～令和８年３月３１日 

 

（２）対象者 

   主に身体障害者 

 

２．業務実績、利用状況に関する事項（令和６年３月３１日現在） 

（１）事業内容 

①実施事業 

 生活介護：介護を必要とする方に、日中、入浴・排泄・食事の介護などを行

うとともに日常生活上の支援、創作活動の機会の提供、身体機能や

生活能力向上のための必要な援助を行う。 

定員２０人 登録人数１５人 

②概要 

障害特性に配慮し重度心身障害のある方の活動を行う。看護師を全日配置し

医療的ケアが必要な方の通所の継続を図っている。 

③施設内活動 

 身体機能維持：ラジオ体操、運動、ストレッチ、身体ほぐし、理学療法 

 創作活動：ビーズブレスレット、イニシャルストラップ、アート作品等          

      レクリエーション：ボッチャ、ボッチャリング、卓球、ゲーム等 

 五感活動：音楽療法、カラオケ、カフェ活動、シアター(動画鑑賞) 

自治会活動：利用者の意見反映 

④施設外活動 

 外気浴(近隣散策等)、花壇の植え付け、宿泊行事 

各種地域イベントへの参加等 

⑤年間行事 

月 内容 月 内容 

4月  10月 宿泊行事２班 

5月  11月 アート展・ふれあいフェスタ見学 

6月  12月 年末感謝祭(音楽祭に変更) 

 7月 避難訓練 1月 書初め 

 8月  2月 節分・バレンタインカフェ 

9月 宿泊行事１班 3月 ひなまつり、避難訓練 
 

 



（２）利用状況 

①障害支援区分 

区分６ 区分５ 区分４ 区分３ 区分２ 区分１ なし 計 

１１人 ３人 １人     １５人 

 

②障害の程度 

  
身体障害者手帳 

計 
 精神障害者保

健福祉手帳 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 なし  １級  

愛
の
手
帳 

１度                  ２級  

２度 ２人               ２人  なし １５人 

３度 1人              1人  計 １５人 

４度 １人                １人    

なし 11人              11人    

計 15人          15人    

 

（３）苦情件数、事故件数 

項目 件数 主な内容と対応 

苦情 0件 ― 

事故 2件 

・電動車イスから利用者が転倒し、額に裂傷あり救急対応した。所内

での車いす操作に関するルールを見直す等により再発防止を図った。 

・送迎車が利用者 2名を送迎中に電柱に接触した。1名は怪我等なか

ったが、もう 1名は青あざができ病院を受診した。この際施設の対応

に家族が不信感を持ち施設より謝罪した。送迎対応については、改め

て安全を最優先とした運行体制とするよう運行業者に伝えた。 

 

３．指定管理に関する業務の収支 

項 目 金 額（円） 備 考 

収入計 150,896,023  

  受託事業収入 150,813,510 指定管理料（処遇改善含む） 

  その他収入 82,513 雑収入 

支出計 150,896,023  

  人件費 65,052,104 
職員 13人（常勤 10人、非常勤 3人）、嘱託職員 3人 

法人本部労務管理事務費 

  事務費 76,605,154 
施設設備維持管理、給食業務委託、送迎業務委託、 

法人本部管理費等 

  事業費 2,537,035 利用者関係諸経費 

その他支出 6,701,730 法人税、繰越金等 

収支差額 0  

 



４．事業計画書で提案した事業等の実施状況 

（１）利用者支援 

＜利用者の高齢化・重度化への取組み＞ 

健康診断を保健センターに依頼し行った。参加出来なかった利用者には、か 

   かりつけ医の健康診断の結果を施設に持参して頂き、身体状況の把握や健康管 

   理に努めた。身体機能の維持については、継続している理学療法士考案の運動、 

身体ほぐしプログラムの内容を、高齢化・重度化による身体機能の変化に合わ 

せ適宜見直すことにより対応した。 

また、看護師の全開所日の配置についても継続しており、医療的ケアが必要な

利用者や発作等の対応が必要になった場合にも、施設で可能な限り対応し、継続

して通所できるように支援した。 

＜家族及び関係機関との連携＞ 

家族連絡会を５月、１１月開催した。併せて連絡会開催以外にも定期的なお

知らせの配布や、電話や連絡帳を活用し施設での利用者の様子を伝えることで、

日頃から家族と施設との関係づくりを積極的に行った。 

また、ケースワーカーや相談支援事業所との連携により、利用者の状態などを

情報共有し、よりご本人の現状に合ったサービス提供に努めた。 

＜給食提供について＞ 

栄養価計算された献立を、利用者の状態や献立に合わせた食形態（普通食、

刻み、ミキサー等）で提供した。また、ご本人への聞き取り等による嗜好調査

等をもとに、和・洋・中のある献立で七夕・秋の味覚・クリスマス・バレンタ

インなど行事食を取り入れた。また、給食現場の担当者と支援担当とで、より

食べてもらいやすくするための打ち合わせを随時行い、楽しくかつ安全安心な

給食となるよう配慮した。 

 

（２）地域との関わり 障害理解の促進 

＜地域との交流・連携＞ 

令和 4 年度より継続して経堂地区の推進会議や防災塾に参加し地域との交流

を深めている。継続して参加することで地域でほほえみ経堂を知っていただくこ

とに繋げられており、今後は更に関係を深めてゆく。 

経堂図書館に他の施設とともに自主製品を置かせて頂き販売を継続している。

また、経堂駅近くにある美容院に利用者の創作品の展示、販売のご協力をいた

だいた。定期的に伺っている作品の交換については、可能な限り利用者ととも

に伺い、継続した地域交流の取組みを深めた。 

コロナ禍前には参加していた「経堂まつり」が７月に開催された。本年度は

参加を見合わせたが、翌年度の参加に向けたシミュレーションを行うため、利

用者と見学を行った。 

＜ボランティア・実習生の受け入れ＞ 

進路実習生３名、教員実習生、福祉体験実習生合わせて４名の受入れを行った。 



（３）危機管理 

＜施設環境の整備と危機管理の強化＞ 

介護用品や非常食等の防災備品を備蓄するとともに、利用者の安全に配慮し、

使いやすいように配置を見直す等整備した。日々のヒヤリハット報告を職員で共

有し、事故に繋がらないよう対策等を確認した。 

日中は施設玄関のカギを閉め、来訪者を確認したうえで施設内に入ってもらえ

るようにすることで、危機管理意識の醸成と防犯対策に努めた 

＜防災訓練・防災研修＞ 

区主催の福祉避難所連絡会に参加して施設内で内容を共有することで、施設全

体での防災に対する意識を高めている。 

利用者と共に施設で避難訓練を２回実施した。２回目については、世田谷消防

署の職員をお招きし、利用者見学のもとで消火器の使い方を実践した。消火器の

使用を目の当たりにし、利用者自身にとっても防災について考える機会となった。 

＜利用者の健康管理・感染症対策＞ 

体温調整が難しい方の利用があることから、熱中症対策等健康管理のひとつ

として、加湿器、空気清浄機を活用して室内の温度調節や湿度の確実な管理を行

った。特に暑い時期や寒い時期は、定時での室温確認を行うことと併せ、職員間

で利用者の体感も確認しつつの調整を行った。また、コロナも含めた感染症全般

への予防のため、利用者の手指、車いす消毒や職員のマスク着用、健康チェック

等必要なものは継続して対策を行った。 

併せて、全開所日に配置している看護師により、医療的ケアの対象ではない

利用者も含めたバイタルチェックを行うとともに、医療的ケアが必要な利用者の

対応をした。 

＜送迎委託業者との連携＞ 

定期的な会議及び日々の連絡体制により、利用者の送迎体制の安全を確保した。

当施設の送迎については、曜日ごとに利用者が異なる状況であるが、委託業者と

十分連携をとり、安全かつ間違いのない確実な送迎に努めた。日々の送迎にあた

っては、遅れなど運行状況が通常と異なる場合のルールを定め、確実に連絡が入

るようにしておき、送迎に付き添っている家族等と確実に連絡を取れる体制を作

った。併せて定期的に送迎会議を行い送迎状況の共有を図った。 

 

（４）人材育成・活用 

＜研修内容＞ 

介護の具体的な技術や知識の研修は、勤務経験を基に受講を促した。個別支

援計画策定や虐待防止・権利擁護等、特に重要な課題については全員での受講

とした。研修終了後に研修報告書を職員間で共有することで、自分では気づけ

なかった点も含めて確認できるようにし、施設全体の質の向上に努めた。 

障害者虐待防止チェック(社会福祉法人 全国社会福祉協議会)、ストレスチエッ

ク(都の指導監査資料)等を行った。 



   内部研修：生活介護学習会、オープンダイアローグ。 

外部研修：虐待防止と権利擁護、個別支援計画と記録、車椅子の基礎、クレー 

ム対応、メンタルヘルス、強度行動障害支援者養成研修、障害福祉 

制度概論、サービス管理責任者研修、事業者集団指導実施等。 

 

５．事業実績の評価と改善の取組み（指定管理者による評価） 

  ＜施設環境の整備と危機管理の強化＞ 

災害対策研修やＰＣＢの策定を職員全員で行い、職員の防災意識を高めた。 

また、利用者と職員の身体状況の把握、施設内での消毒と除菌など感染防止策

に継続して取り組み、安全な施設運営に努めた。感染症等に配慮しながら、進路

実習生は出来る限り受入れ、施設体験等が出来るよう努めた。 

  ＜利用者支援＞ 

利用者が主体となる自治会という場を設け利用者が意見を出しやすい環境設

定に努め、1ヶ月ごとに施設全体で考えた活動を提供した。 

コロナ禍のため実施ができていなかった宿泊行事について、３年ぶりに開催す

ることが出来た。慣れている職員が少ない中ではあったが、事前のシミュレーシ

ョンを念入りに行う等により、２回の宿泊行事を無事終了することが出来た。 

引き続き、個々の利用者の主体性を尊重し、利用者一人ひとりが満足する充実

した運営となるよう。引き続き利用者に寄り添い支援の向上に努める。 

＜質を高める体制づくり＞ 

昨年度に引き続き、「人員配置体制加算 I (手厚い人員配置をしている事業所

を評価する加算)」と「福祉専門職員配置等加算 I (福祉専門職員の配置を評価

する加算)」を取得し、手厚い人員体制と専門性の高い職員の配置を行っている。 

 

６．事業実績の評価（施設管理所管課による評価） 
① 令和 4年度評価結果に対する現在までの取組み状況 

地域の防災会議や研修会への継続的な参加により、地域と当施設との関係深化を進めている。

また、消火器訓練の実施により、地域の消防署とも連携を図った。かつ、高齢化・重度化が進み

つつある中ではあるが、専門職や日々の支援から得られた情報を整理活用することにより、コロ

ナにより中止となっていた宿泊行事を再開するなどし、利用者の活動を拡げた。 

② 項目別評価結果 
評価点  

３：要求水準を上回っており、優れた点がある   １：要求水準を満たしているが、一部課題がある 

２：要求水準を満たしている           ０：要求水準を下回っている（改善指導等が必要となる） 

評価分類及び評価 

１．施設の維持管理 １２ 

設備・機器等の保守管理 2/2 備品の管理 2/2 

施設の修繕 2/2 第三者委託 2/2 

清掃・衛生管理 2/2 環境配慮 2/3 

２．施設の運営 ２０ 

設置目的等の理解 2/3 個人情報の漏洩防止 2/3 

サービス提供 2/2 障害者差別解消法 2/3 

職員配置 3/3 地域との関わり 3/3 

障害者等の雇用 2/3 区内事業者の活用等 2/3 



個人情報管理 

 

2/3   

３．事故や緊急時等への対応 ７ 

事故防止等の対応 2/3 緊急時に備えた訓練 3/3 

緊急時の対応 2/3   

４．サービス向上の取組み ２２ 

職員研修 2/3 利用者の意向 2/3 

利用者への案内 2/3 利用者意向の反映 3/3 

利用しやすい環境整備 3/3 施設利用の促進 2/3 

利用者対応 2/3 苦情等への対応 2/3 

接遇 2/3 苦情等に対する改善 2/3 

５．収支状況 ６ 

適正な予算執行 2/3 金銭管理 2/3 

経費の効率化 2/3   

６．改善の取組み ２ 

改善の取組み 2/3   

③ 項目別評価結果 

総合評価  
Ｓ：管理運営が良好で優れた取組み成果がある （配点の８０％以上） 

Ａ：管理運営が良好である （配点の７０％以上） 

Ｂ：管理運営は概ね良好だが一部に課題がある （配点の６０％以上） 

Ｃ：管理運営に課題があり改善が必要である （配点の６０％未満） 

評価分類 評価 評価結果説明 

１．施設の維持管理 １２／１３  

２．施設の運営 ２０／２６ 人員配置体制加算と福祉専門職員配置等加算につ

いて区分Ⅰの配置をした。 

３．事故や緊急時等への対応 ７／ ９ 引き続き、看護師を全日配置し、医療的ケアが必要

な利用者含め全利用者に安心な体制を維持した。 

４．サービス向上の取組み ２２／３０ 自治会組織等、利用者の意向を反映できる仕組みを

継続しており、宿泊行事も再開させた。 

５．収支状況 ６／ ９  

６．改善の取組み ２／ ３  

合計 ６９／９０  

総合評価 Ａ 管理運営が良好である。 

④ 年度評価所見 

全ての項目において要求水準を満たしており、かつ自治会組織の継続運営や手厚い人員配置・

専門性の高い職員の配置等により、利用者が意向を伝えやすく、また利用者の意向を確実に汲み

取れるような体制を維持させていることを評価し、総合評価をＡとする。 

⑤ 評価結果に対する今後の対応（指導・調整事項） 

 現在も要求水準は満たしているが、今後も、重度化・高齢化により変化している各利用者の状

況に即した支援となるよう、運動・身体ほぐしプログラムや利用者自治会運営方法の継続した内

容見直しを働きかける。 

 また、引き続き、地域における施設との相互理解や障害理解を深められるよう、地域の推進会

議や行事への参加、地域での作品販売経路開拓等、幅広い関わりへの参画を促す。 

 



令和５年度 指定管理施設の事業報告 

 

１．指定管理施設の概要  

（１）施設概要 

施設名称：世田谷区立すまいる梅丘 

施設住所：世田谷区梅丘１－３６－２－１０１ 

   指定管理者：労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団 

指定期間：令和３年４月１日～令和８年３月３１日 

  

（２）対象者 

   主に身体障害者 

 

２．業務実績、利用状況に関する事項（令和６年３月３１日現在） 

（１）事業内容  

①実施事業 

 生活介護事業：常時介護を必要とする方に、通所することにより主として昼間に排

泄及び食事の介護、生活等に関する相談・助言、創作的活動または生産活動の機会

を提供する。 

定員 ２５人 登録人数 ２１（年度内退所者４人） 

②概要 

基本的に２グループに分かれ創作活動やスポーツ等の活動支援、日常生活支援、 

自立支援を通じ社会参加、自立の促進、機能の維持向上を行う。 

③施設内活動 

 自己選択：利用者役員会、利用者会、将来の生活プロジェクト 

創作活動：和紙、アート展作品作り、行事準備、習字      

レクリエーション：ボッチャ、ボーリング、スラローム 

身体機能維持：運動、理学療法、作業療法 

五感活動：香り、音楽療法、シアター（DVD鑑賞） 

④外出活動 

 外気浴（近隣の散策) 

⑤年間行事      

※家族懇談会、すまいるまつり、宿泊行事、年末交流会は新型コロナウイルス感染 

症拡大防止のため中止した。 

月 内容 月 内容 

4月  10月 宿泊行事代替え行事 

5月  11月 秋の味覚祭 

6月 すまいるまつり代替え行事 12月 年末交流会代替え（忘年会） 

7月  1月 新年会 

8月  2月  

9月 夏の特別プログラム(３日間) 3月 お花見  

 



 

（２）利用状況 

①障害支援区分（事業ごと） 

区分６ 区分５ 区分４ 区分３ 区分２ 区分１ なし 計 

11人 9人 1人     21人 

 

②障害の程度 

  
身体障害者手帳 

計 
  

精神障害者保

健福祉手帳 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 なし   １級  

愛
の
手
帳 

１度 1人              1人   ２級  

２度 4人 1人             5人   なし 21人 

３度 1人 1人             2人   計 21人 

４度 1人              1人       

なし 11人 1人             12人       

計 18人 3人       21人       

 

（３）苦情件数、事故件数 

項目 件数 主な内容と対応 

苦情 0件 － 

事故 4件 

・帰宅時送迎車に乗っていただく利用者を乗せないまま発車させた。

職員がすぐに気づいたが予定より遅れての帰宅となった。帰宅用の送

迎確認表や職員の点呼等の仕組みを導入し、再発防止を図った。 

・1名利用者が乗車中に、私道のコンクリート棒に車体をぶつけた。

利用者については変わりなく家族確認のうえ経過観察となった。車両

については、方向転換がないよう送迎ルートを見直したことと併せ、

緊急時の方向転換ルールを定めた。 

・施設内の金庫から金銭が紛失した。防犯カメラ等での確認により、

施設職員によるものだと判明した。改めて金銭管理のルールを徹底し

た。また、鍵の管理等、運用ルールを新たに加えた。 

・個別支援計画の未作成があることが判明した。未作成分は早急に作

成し、ご本人・家族の同意を得た。制度等に対する研修の実施や計画

策定にかかる年間スケジュール管理の徹底により再発防止を図った。 

 

 

 

 

 

 

 

 



３．指定管理に関する業務の収支 

項 目 金 額（円） 備 考 

収入計 133,770,646  

  受託事業収入 133,749,298 指定管理料（処遇改善含む） 

  その他収入 21,348 雑収入 

支出計 133,770,646    

  人件費 57,399,607 

職員 8人(常勤 6人、非常勤 2人。新規入職者・退

職者含むのべ人数)、嘱託職員 5人、有償ボランテ

ィア 1人、法人本部労務管理事務費 

  事務費 64,352,910 
施設設備維持管理、給食業務委託、送迎業務委託、 

法人本部管理費等 

  事業費 2,295,491 利用者関係諸経費 

その他支出 9,722,638 法人税、繰越金等 

収支差額 0  

 

４．事業計画書で提案した事業等の実施状況 

（１）利用者支援 

＜支援の視点＞ 

・毎朝受け入れ後に、利用者の身体状況を把握して、職員間で情報共有した。通所 

時の支援状況や特記事項、介助方法の変更等ついては、終礼にて、職員全体で状 

況を確認した。また、日々の身体状況の変化や介助方法の把握を行なうため、定 

期的に支援会議を開催した。 

・送迎会社へ事前に利用者状況や 1ヵ月の送迎予定表を配布したうえで、毎朝、運 

行前に職員と送迎会社で当日の運行予定や特記事項の確認し、利用者状況に合わ 

せた運営体制を維持している。 

 ・介護福祉士等専門職を厚く配置し、福祉専門職員配置等加算Ⅰを取得した。 

＜専門職の導入＞ 

・理学療法士は、利用者の高齢化に伴う身体状況や、車椅子での座位保持状況、基 

本動作等を把握し、把握した情報をもとに運動プログラムの見直しやリクライニ 

ング式車椅子への移乗の立案等、職員と情報を共有しながら支援を行った。 

・作業療法士は、利用者の作業動作や日常生活動作を把握、確認し、職員と把握し

た課題や改善案を共有し、食事の姿勢や食具の使い方等、身体機能維持のための

助言を行った。 

・音楽療法は、令和 5 年度は全日程実施することができた。長く施設に関わってい

ただいている音楽療法士が実施していることもあり、利用者の状況を把握し、個々

にあった参加の仕方の提案により、利用者にとって充実した時間となった。 

＜家族との連携＞ 

・日々、連絡帳や電話連絡等により、家族や入所している施設など利用者の身体状 

況や日中活動の様子について情報共有し、施設での支援が利用者の生活全般を 



意識したものとなるように配慮している。 

・「家族の会」は、4 月と 7 月の２回実施した。7 月は、昨年度から引き続き、障害

者の成年後見人制度に詳しく、自ら障害のあるお子様を亡くされた経験のある、

行政書士を講師として招き「成年後見制度」についての説明や、「遺言書」（本人・

親族の意向、調査について、遺言がある、ない場合について）のお話をいただい

た。また、「住まい・死後の家財整理・生命保険の管理」などについて「今のうち

に準備できること」を、事例を交えてご講演頂いた。参加の家族からは、今後の

参考にしたいので、講演を継続して開催して欲しいというご意見が多数寄せられ

た。次年度も利用者や家族のニーズを基にテーマ設定していく。 

 

（２）地域との関わり 障害理解の促進 

   新型コロナウイルスにより中止となっていた「第８回ふくふくスタンプラリー」 

（地域の施設等の連携イベント）の再開に向け、参加施設で打ち合わせを行った。 

当施設ではアート作品展示と各施設の自主生産品の販売の準備を進めた。 

 

（３）危機管理 

＜防災訓練・防犯対策＞ 

・福祉避難所の連絡会、講演会に参加した。 

・地震発生後の出火を想定した自衛消防訓練を年２回実施した。 

・安全対策の推進として施設に４か所、防犯カメラを設置した。 

・「福祉避難所マニュアル」の改訂に合わせた「利用者の避難マニュアル」を前年 

度から引き続き活用し、災害時の避難手順の確認や避難訓練を実施した。 

 

＜衛生管理及び感染症対策＞ 

 ・検温とアルコールを使用した手指消毒を実施した。併せて感染防止マニュアル 

などに基づき施設内の手すり、手が触れる部分の消毒や手洗いを徹底した。 

・食事介助への対応のため、毎月職員の検便検査を実施した。 

 

＜緊急時における対策＞ 

・令和２年６月よりＡＥＤを設置している。設置した機器が緊急時に確実に使え 

 るよう、緊急時に備え消耗品の確認や日常点検を継続して行った。今後は、Ａ 

 ＥＤの業者による操作研修受講等により、より安定的な体制づくりを進めるよ 

 う計画している。 

 

（４）人材育成・活用 

＜研修＞ 

・個別支援計画の未作成について、2度と発生させない様、緊急で個別支援計 

 画書の流れや生活介護の法改定内容に関する研修を実施した。これにより施設 

全体における個別支援計画策定についての意識を高め、再発防止を図った。 



 ・介護技術、危機管理、虐待防止等例年行っている研修を継続した。利用者の身

体状況を把握し、支援技術向上等を図るため研修については、必要性が高く、

今年度も継続した。 

＜働きやすい職場づくり＞ 

・入職者には１ヶ月～３ヶ月の研修を行い、食事・排泄・移動・移乗介助等の介 

護技術や、支援に関わる書類などの説明を行っている。 

 

５．事業実績の評価と改善の取組み（指定管理者による評価）  

  ・利用者の高齢化、重度化に伴い、車椅子から適宜施設のリクライニング式の車

椅子に移乗して利用者が休憩できる体制を継続しており、利用者は身体を動か

す活動と身体を休める休養を自ら選択していた。 

自らの選択で活動内容を決定することで、利用者の参加意欲をより引き出すこ

とができているため、今後も継続していく。 

・利用者の身体状況に合わせ、より握りやすくする等、道具を操作しやすくする

工夫により、活動への参加意欲が高まった。 

利用者の高齢化が進む中、こうした取組みの必要性はより高まっており、今後も

工夫を重ねながら継続していく。 

・ボランティアの方の受入れも積極的に行った。ボランティアの方のギター演奏

に合わせて利用者が歌うなど、ボランティアの得意分野と利用者のやり取りが

積み重ねられる場面を設定する等により、施設の活性化や障害理解の推進につ

なげた。今後も感染症の状況は鑑みつつも受け入れは継続的に進めていく。 

・当施設で個別支援計画書の未作成事故を発生させてしまった。直ちに未作成分

の個別支援計画書及び中間評価を作成し、ご家族（成年後見人を含む。）に提示

して、サインと押印を頂き取り交わしを行ったところではあるが、未策定期間

を作ってしまったことは事実であり、直ちに、法人と共に、今後の再発防止に

向けた取組みを開始した。今後、個別支援計画書に関わる記録の流れをスケジ

ュール表にして職員間で共有を図る。また、個別支援計画書に関わる記録の流

れの研修を行う等により、再発防止を図る。 

 令和６年度については、令和 6 年 3 月末日までに利用者全員分を作成し、ご家

族（成年後見人含む。）に提示してサインと押印を頂き、取り交わしを行ったと

ころであるが今後も引き続きモニタリングを踏まえた計画の見直しや再策定の

スケジュールを確実に継続させる。 

 

６．事業実績の評価（施設管理所管課による評価） 

（１）項目別評価結果  
① 令和 4年度評価結果に対する現在までの取組み状況 

施設で策定した利用者の避難マニュアルに基づき避難手順の確認や避難訓練を実施するなど、

職員、利用者共に防災意識を高める取組みを継続していたところではあるが、利用者支援の基本

である、個別支援計画未作成期間があることが判明した。法人、施設として、判明直後より、状



況把握や再発防止に向け取組みを進めている。 

② 項目別評価結果 
評 

３：要求水準を上回っており、優れた点がある   １：要求水準を満たしているが、一部課題がある 

２：要求水準を満たしている           ０：要求水準を下回っている（改善指導等が必要となる） 

評価分類及び評価 

１．施設の維持管理 １２ 

設備・機器等の保守管理 2/2 備品の管理 2/2 

施設の修繕 2/2 第三者委託 2/2 

清掃・衛生管理 2/2 環境配慮 2/3 

２．施設の運営 １６ 

設置目的等の理解 1/3 個人情報の漏洩防止 2/3 

サービス提供 1/2 障害者差別解消法 2/3 

職員配置 2/3 地域との関わり 2/3 

障害者等の雇用 2/3 区内事業者の活用等 2/3 

個人情報管理 2/3   

３．事故や緊急時等への対応 ５ 

事故防止等の対応 1/3 緊急時に備えた訓練 2/3 

緊急時の対応 2/3   

４．サービス向上の取組み １７ 

職員研修 1/3 利用者の意向 1/3 

利用者への案内 2/3 利用者意向の反映 1/3 

利用しやすい環境整備 2/3 施設利用の促進 2/3 

利用者対応 2/3 苦情等への対応 2/3 

接遇 2/3 苦情等に対する改善 2/3 

５．収支状況 ６ 

適正な予算執行 2/3 金銭管理 2/3 

経費の効率化 2/3   

６．改善の取組み ２ 

改善の取組み 2/3   

③ 項目別評価結果 

総合評価  
Ｓ：管理運営が良好で優れた取組み成果がある （配点の８０％以上） 

Ａ：管理運営が良好である （配点の７０％以上） 

Ｂ：管理運営は概ね良好だが一部に課題がある （配点の６０％以上）  

Ｃ：管理運営に課題があり改善が必要である （配点の６０％未満） 

評価分類 評価 評価結果説明 

１．施設の維持管理 １２／１３  

２．施設の運営 １６／２６ 法で規定されている個別支援計画の未作成が明ら

かとなった。 

３．事故や緊急時等への対応 ５／ ９ 約２年間に渡り、個別支援計画を作成できていない

期間があった。 

４．サービス向上の取組み １７／３０ 日常的に利用者の自己選択場面の設定はなされて

いたが、個別支援計画による明文化はなされていな

かった。 

５．収支状況 ６／ ９  

６．改善の取組み ２／ ３  

合計 ５８／９０  

総合評価 Ｂ 管理運営は概ね良好だが一部に課題がある 

④ 年度評価所見 

概ねの項目で要求水準を満たしている。個別支援計画未策定期間があったことは大きく改善が



必要な点ではあるが、研修体制の構築等改善に向けた取組みを進めている点を踏まえ、総合評価

をＢとする。 

⑤ 評価結果に対する今後の対応（指導・調整事項） 

現在は一部水準を満たしているとは言えない点を踏まえ、現在施設として取り組んでいる、改

善に向けた研修等による施設内での意識の向上や、計画策定にあたっての年間スケジュールの確

認の取組み等が、確実な計画策定やモニタリングにつながるよう指導していく。 

また、計画に基づいた支援内容についても、専門職の活用や多数の資格所持者のいる職員配置

等を活かした支援内容の見直しにより、更に質を高められるよう促していく。 

 



令和５年度 指定管理施設の事業報告 

 
１． 指定管理施設の概要 

 
（１）施設概要 

施設名称：世田谷区立三宿つくしんぼホーム 

施設住所：世田谷区三宿２－３０－７ 

   指定管理者：社会福祉法人全国重症心身障害児（者）を守る会 

指定期間：令和３年４月１日～令和８年３月３１日 
 

（２）対象者 

肢体不自由と知的障害とが重複し、その障害の程度が重い方(重度重複障害者) 
 

２．業務実績、利用状況に関する事項（令和６年３月３１日現在） 

（１）事業内容 

①実施事業 

生活介護事業：介護を必要とする方に、昼間、入浴・排せつ・食事の介護などを行う

とともに創作的活動または生産活動の機会を提供する。 

定員 ２５人 登録人数 ２９人 

※令和５年４月より定員５人増 / 令和６年２月１人通所利用開始 

②概 要 

登録者の７５％が超重症児・準超重症児をしめ、気管切開や呼吸器・酸素療法等の

医療的ケアが必要な利用者が増加傾向である。体調の維持が脆弱な利用者への感染予

防を含めた健康管理や機能訓練を中心に一人ひとりの特性や興味、関心に応じた様々

な支援を行う。 

③施設内活動 

趣向及び創作系活動    各種製作活動、カレンダー作り、絵画など         

運動系活動        ボーリング、粗大遊具を利用した活動（エアトランポリ

ン、リニアグライダー、ハンモック）など 

リラクゼーション系活動  視聴覚的活動（音楽・映像観賞等）、マッサージなど 

④施設外活動        個別及び小グループ外出、買い物等含む近隣散策 

             （近隣散策以外は、感染予防の観点から今年度も見送り） 

⑤医療・専門職による指導  内科、整形外科、歯科、ＰＴ、音楽療法等 

⑥年間行事 

月 内      容 月 内      容 

4月 お花見 10月 つくしんぼフェスタ・ハロウィン企画 

5月 こどもの日・母の日企画 11月 お楽しみ会（手品） 

6月 観劇鑑賞会・父の日企画 12月 クリスマス企画 

7月 七夕・防災訓練 1月 お正月企画  

8月 夏の風物創作・お楽しみ会 2月 節分・バレンタイン企画 

9月 お月見企画 3月 ひな祭・ホワイトデー企画・１年の追憶 
 



（２）利用状況 

①障害支援区分 

区分６ 区分５ 区分４ 区分３ 区分２ 区分１ なし 計 

２９人       ２９人 
 
②障害の程度 

  
身体障害者手帳 

計 
  

精神障害者保

健福祉手帳 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 なし   １級   

愛
の
手
帳 

１度 6人 1人             7人   ２級   

２度 4人 2人             6人   なし 29人 

３度                    計 29人 

４度   1人             1人       

なし 14人 1人              15人       

計 24人 5人       29人       
 

（３）苦情件数、事故件数 

項目 件数 主な内容と対応 

苦情 0件 － 

事故 0件 － 
 
 
３．指定管理に関する業務の収支 

項 目 金 額 備 考 

収入計 183,317,854   

受託事業収入 182,366,345 指定管理料 

その他収入 951,509 雑収入等 

支出計 183,317,854   

人件費 98,825,020 常勤 14人、非常勤 6人 

事務費 51,862,658 施設維持管理・保守料、送迎委託料等 

事業費 5,374,322 利用者活動諸経費等 

その他支出 27,255,854 繰入金等 

収入－支出 0   

 
４．事業計画書で提案した事業等の実施状況 

（１）利用者支援 

＜事業の実施状況＞ 

年度初め登録者２８人でスタートとなり、年度末２月に利用者が１人増えて 

２９人となる。新型コロナウイルス感染症が５月に「５類感染症」になりながらも

感染予防対策を徹底し、通常通所として開所し、開所日数は２４２日（昨年度２３



３日）であった。２月に降雪による通所時間の短縮と１日休館があった。 

＜一人一人の個性に合わせた支援＞ 

ホームに通所される利用者は、医療的ケアの必要な方々で、日常生活の基礎とな

る健康な身体の維持や機能訓練のほか、趣味趣向や自己表現に繋がるような活動

など利用者一人ひとりの個性、特性に合わせ、個別支援計画を作成し、それに基づ

き支援を行っている。また、体調の維持が困難で長期にわたり通所できていない数

名の利用者に対しては、家族のご希望に応じて、安定した通常通所へ繋げるために

家庭訪問する在宅支援を実施している。支援内容は、①利用者の状態の確認、②家

族との情報共有、③活動の様子を録画やインターネットでの映像を素材として活

用した制作活動を実施し、日中活動の支援を行っている。また、感染予防に配慮し

て通所を自粛している利用者や通所するには健康状態が不安定でご家庭で過ごさ

れている利用者については、電話等による情報交換や家庭訪問等により支援を行

っている。 

＜健康管理体制の強化＞ 

加齢に伴い、体調変化の節目にある利用者に呼吸器使用や胃瘻、腸瘻等を造設さ

れる方々等、医療的ケアの質・量ともに増加傾向にある。利用者の健康管理は、看

護職員４人体制を維持し、ホーム内で利用者の健康や安全管理体制の強化に努め

ている。年度中途に通所開始になる方々は、重症度が高く、状態把握に時間を要す

るようになってきており、担当職員や看護師によるきめ細かな観察や家庭との情

報共有など、丁寧な対応に心掛け、実施した。利用者の特性や体調に合わせ、看護

職員がバスに添乗する等、職員体制を工夫し、より安全・安心な支援を行っている。 

呼吸状態が不安定で、喀痰が困難な利用者に対し急を要する時には、看護職員 

以外の指導員・保育士でも対応し状態改善を施すことで、日常の安全や活動への参

加が中断されることなく出来ている。指導員・保育士には、専門知識と技術の習得

のため、東京都のたんの吸引研修を受講するとともに所内勉強会でも看護師の指

導の下、全員が利用者の安全、安楽な吸引を実施できるような体制となっている。 

＜権利擁護＞ 

職員による虐待防止チェックリストは、定期的にセルフ・他者チェックを行い、

集計結果を共有することで利用者の人権や権利への認識を職員相互で確認し、職

員それぞれが支援の見直しを行う機会となっている。また、本部あけぼの学園と合

同で「人権擁護委員会」を定期開催し、権利擁護への取組みの情報交換やチェック

リストの見直しなど自施設での対応にとどまらず両施設で情報共有と連携をとり

ながら虐待防止や人権擁護の意識の向上に継続して努めている。 

    また、東京都主催の虐待防止・権利擁護研修を職員全員がＷｅｂ視聴している。 
 
（２）地域との関わり 障害理解の促進 

＜地域との関わり＞ 

例年、つくしんぼフェスタや音楽会など地域交流を兼ねた施設行事を実施して

きたが、新型コロナウイルス感染症が５類に位置付けられたとはいえ、もともと感



染を受けやすい医療的ケアの必要な利用者の通所であるため、令和５年度も家族

の参加までとして外部の方々には参加をご遠慮していただき内部での行事に留め

ている。 

＜障害理解の促進＞ 

災害時の対応としては、地域の方々との連携、応援が必要であり、顔の見える関

係性が必要であることから、中止していたまちづくりセンターや近隣小学校の合

同防災訓練のほか、近隣地域の防犯集会等、関係者が集まっての会合を再開してい

る。近隣との地域交流として積極的に参加し、地域共助の課題や住民との共通理解

に努めている。また、次世代の育成と障害者理解啓発の機会として実習生（1校３

人の保育実習生）を受け入れている。 

 

（３）危機管理 

＜防火・防災訓練＞ 

消防計画に基づき防災避難訓練を年２回実施し、防火管理者の指導の下、初期消

火や通報の模擬訓練及び避難手順の確認を行っている。 

福祉避難所障害者施設連絡会や講演会に参加し、大規模災害発生時の心構えや

役割分担、問題点など確認することができている。 

＜衛生管理＞ 

従来から、体調の維持困難な医療的ケアの必要な利用者が多いことから年間を

通じて感染症リスクの注意喚起を全職員、利用者・家族へ促してきている。あらゆ

る感染症に対応できるよう感染予防マニュアルを更新し、職員の健康管理や施設

内の消毒や清掃等の衛生管理を徹底し、感染予防及び蔓延防止を継続して行って

いる。 

また、感染予防対策委員、看護師を中心に日々更新される感染対応の情報を精査

し、随時、利用者・家族へ周知することで、感染及び重症化リスクが高い利用者に

対する予防への意識の共有化を図り、施設と家族の協力のもと集団感染の発生を

防ぐことができている。 

＜緊急時対応＞ 

体調維持が脆弱な利用者の増加に伴い、通所中に体調不良となる利用者の救急

対応を含めた緊急時の手順を見直し及び確認をした。通所中の対応及び通所可否

のガイドラインを家族へ周知し、家族との共通理解をさらに深めている。 

緊急連絡体制の整備として、職員は、Line、利用者は、電話・メール・Lineによ

り、連絡体制を更新し、常に最新の情報を共有できるようになっている。 
 

（４）人材育成・活用 

＜職員研修＞ 

当施設の利用者特性から、療育支援にあたってはより高い専門性と最新の知識

や技術が必要となるため、知識や技術向上のための講習会等を所内委員会である

教育委員会を中心に年間計画をたて計画的に実施している。 



① 派遣及びＷｅｂ研修（３７件延 ４２人） 

対人援助技術研修、接遇・マナー向上研修、虐待防止・権利擁護研修、 

リスクマネジメント研修、サービス管理責任者研修、障害者福祉の理解、 

都通研３０周年記念特別研修会、障がい者福祉システム絆研修会、 

感染症対策セミナー、東京都ＢＣＰ策定支援講座、障害児保育支援訪問、 

多聞小学校避難所運営訓練、障害児等保育実施会議、池尻・三宿地域防災塾 

福祉避難所連絡会、利用者担当者会議、障害者施設職員支援力向上研修、 

環境関連法令研修 

② 所内研修（５件延５７人） 

チェスト人工呼吸器勉強会、トリロジー人工呼吸器勉強会、 

虐待防止・人権擁護研修、緊急時の対応について、 

登録講師派遣事業研修 

③ 研修後の報告 

研修後は、所感を含めた報告書を作成し、サーバーに保存された報告内容を

職員全員が閲覧することで成果や今後現場で生かせる事項等を共有している。 
    

５．事業実績の評価と改善の取組み（指定管理者による評価） 

感染予防で極力、外部の方の入館を控えてきたが、新型コロナウイルス感染症の

５類変更に伴い、通常の体制に戻り、親の会や家族面談が再開され、療育活動に関

することは、利用者・家族よりのアンケート等を通じてニーズや満足度の把握に努

め、療育体制や環境整備など、それらの意見や要望を整理した施設の運営管理の改

善等に取り組んだ。 
 
（１）利用者の安全、安心や健康管理考えた体制作り 

年々利用者の加齢による健康面、医療面の重症化リスクが顕著に見られるように

なったことから、看護師５人体制を試みたが、重度重複障害者の療育は難しく、定

着には至らず、現在は４人体制維持で経過した。より多くの利用者が安全安心に通

所できるように令和５年７月より、送迎車添乗に看護師が付き添うことをはじめ、

医療機関との連携を図りながら、より安全なケアに努めるとともに、体調の変化が

顕著な利用者については、状況の把握や支援内容の変更等、家族との共通理解を図

るとともにその都度、個別面談を実施することで、迅速かつ適切な対応ができる体

制を整えた。指導員・保育士については「介護職員等によるたんの吸引等の実施の

ための研修」の受講を順次進め、医療的ケアの基礎知識と技術等の習得を図り、全

職員が重症化に対応できる体制作りに励んできた。さらに当施設は都への申請で提

出する加算として、「人員配置体制加算Ⅰ（手厚い人員配置をしている事業者を評価

する加算）」について一番高い加算を取得しており、手厚い人員体制の配置を行って

きた。 

（２）通所が難しい利用者の支援 

重症度が高く、健康面からなかなか通所できない利用者に対しては、今年度も職

員が家庭を訪問し、家庭での過ごし方や健康面のご相談を含めた支援を行った。昨



年度実績の延べ４２件より上回り、６人の利用者に対し延べ６９件の訪問を行った。 

（３）総 括 

新型コロナウイルス感染症が５類に移行されたとはいえ、感染及び重症化リスク

の高い利用者への感染症対策は、当施設が常に課題としている「安全安心なより質

の高いサービスの提供及び重症高齢化する利用者への対応」として、今までの感染

症対策と変わらぬ対応をしてきた。 令和５年度は、事業計画、行事等の正常化に向

けて、徐々に地域との交流も考えた取組みを検討する一年となった。 また、Ｗｅｂ

により、同じ法人内の施設ではあるが、「あしかがの森」との交流を兼ねた合同の療

育活動を引き続き行い、行事参加についても家族をはじめ外部の方々の来所も緩和

して事業を行った。 

一方で、重症度の高い医療的ケアが必要な方でなかなか通所が難しい方やご家庭

の事情で通うのが難しい方で実績の少ない利用者については、家族のご希望による

訪問療育に対して社会情勢を見ながら、昨年度よりも大幅に実施することが出来て

いた。 

また、医療的ケアの必要な在宅障害者が増加している世田谷区にあって、当ホー

ムの役割を職員間で再認識するとともに、安定した受け入れ体制を整備する必要が

あることから、看護職の送迎も７月より開始することで、今まで、単独通所が難し

い方も安心して通所できるようになった。 

 

６．事業実績の評価（施設管理所管課による評価） 

① 令和４年度評価結果に対する現在までの取組み状況 

職員や看護師によるきめ細やかな観察および家庭との情報共有等、丁寧な対応を行うことで、

利用者の体調に合わせた支援を行った。また、趣味趣向や自己表現に繋がる活動をひとり一人の

個性、特性に合わせて充実した施設生活に努めている。 

② 項目別評価結果 

評価点  

３：要求水準を上回っており、優れた点がある   １：要求水準を満たしているが、一部課題がある 

２：要求水準を満たしている           ０：要求水準を下回っている（改善指導等が必要となる） 

評価分類及び評価 

１．施設の維持管理 １２ 

設備・機器等の保守管理 2/2 備品の管理 2/2 

施設の修繕 2/2 第三者委託 2/2 

清掃・衛生管理 2/2 環境配慮 2/3 

２．施設の運営 ２０ 

設置目的等の理解 2/3 個人情報の漏洩防止 2/3 

サービス提供 2/2 障害者差別解消法 2/3 

職員配置 3/3 地域との関わり 3/3 

障害者等の雇用 2/3 区内事業者の活用等 2/3 



個人情報管理 2/3   

３．事故や緊急時等への対応 ６ 

事故防止等の対応 2/3 緊急時に備えた訓練 2/3 

緊急時の対応 2/3   

４．サービス向上の取組み ２２ 

職員研修 3/3 利用者の意向 2/3 

利用者への案内 2/3 利用者意向の反映 2/3 

利用しやすい環境整備 2/3 施設利用の促進 2/3 

利用者対応 3/3 苦情等への対応 2/3 

接遇 2/3 苦情等に対する改善 2/3 

５．収支状況 ６ 

適正な予算執行 2/3 金銭管理 2/3 

経費の効率化 2/3   

６．改善の取組み  ２ 

改善の取組み 2/3   

③ 項目別評価結果 

総合評価  

Ｓ：管理運営が良好で優れた取組み成果がある （配点の８０％以上） 

Ａ：管理運営が良好である （配点の７０％以上） 

Ｂ：管理運営は概ね良好だが一部に課題がある （配点の６０％以上）  

Ｃ：管理運営に課題があり改善が必要である （配点の６０％未満） 

評価分類 評価 評価結果説明 

１．施設の維持管理 １２／１３  

２．施設の運営 ２０／２６ まちづくりセンターや近隣小学校と合同防災訓練

を通じて、地域交流を行っている。看護師 4名体制

を維持して利用者の安全管理体制を強化している。 

３．事故や緊急時等への対

応 

６／ ９ 
 

４．サービス向上の取組み ２２／３０ 送迎車の看護師添乗、医療機関との連携、体調変化

な時には迅速かつ適切な対応をとる等、支援体制を

整え安全な支援に努めている。 

５．収支状況 ６／ ９  

６．改善の取組み ２／ ３  

合計 ６８／９０  

総合評価 Ａ 管理運営が良好である。 

④ 年度評価所見 

全ての項目において要求水準を満たしており、かつ手厚い看護師体制の維持により安全管理体

制を強化し、たん吸引研修の受講や事業所内研修を行っていることを評価し、総合評価をＡと判



断する。 

⑤ 評価結果に対する今後の対応（指導・調整事項） 

現在も要求水準は満たしているが、引き続き、支援や研修を通して職員の専門性の向上に努め

るよう指導し、重度重複障害者が地域で安定した日常生活が送れるよう促していく。また、利用

者の高齢化に合わせた質の高いサービスに繋がるよう働きかける。 

 



令和５年度 指定管理施設の事業報告 

 

１．指定管理施設の概要 

（１）施設概要 

施設名称：世田谷区立駒沢生活実習所 

施設住所：世田谷区弦巻２－１－５ 

指定管理者：社会福祉法人武蔵野会 

指定期間：令和２年４月１日～令和７年３月３１日 

 

（２）対象者 

主に知的障害者 

 

２．業務実績、利用状況に関する事項（令和６年３月３１日現在） 

（１）事業内容 

①実施事業 

生活介護事業：日常生活に於いて常時介護を必要とする成人の方に、日中

に、入浴・排泄・食事等の介護を行うとともに創作的活動ま

たは生産活動の機会を提供する。 

  定員 ４０人  登録人数 ３５人 

②概要 

常時車椅子等を使用する重度の心身障害の利用者と、自傷他害や認知・行

動面で課題を持つ知的発達障害の利用者が混在する中で、２階に重度心身障

害を主とする２グループ、1階に知的発達障害を主とする２グループの活動拠

点を置き、利用者の個別課題やニーズ、行動特性を生かした活動プログラム

を提供した。 

③施設内活動 

創作活動   絵画、貼り絵、造形等 

専門講師活動 リトミック（音楽療法） 

生産活動   手工芸品製作、リサイクル（アルミ缶・ペットボトル）活動等 

その他    ウォーキング、トータルリラクゼーション、園芸、音楽、機能

維持運動（ＰＴ/ＯＴ/ＳＴによる個別プログラム）等 

④施設外活動  駒沢公園･近隣散策等（バスハイク） 

⑤外出・買物  キッチンカーを呼び利用者に昼食購入の機会を提供した 

⑥年間行事    

月 内容 月 内容 

4月 入所式 10月 どんどこ祭 サツマイモ掘り 

5月  11月 美術館アート展出展 

6月 災害準備宿泊①  12月 クリスマス会 餅つき会 

7月 災害準備宿泊② 1月 20歳を祝う会 

8月  2月 豆まき 

9月   3月 区民美術展出展 キッチンカー 
 



（２）利用状況 

①障害支援区分 

区分６ 区分５ 区分４ 区分３ 区分２ 区分１ なし 計 

２４人 ７人 ４人     ３５人 

②障害の程度 

 
身体障害者手帳 

計 

 精神障害者保

健福祉手帳 

１

級 

２

級 

３

級 

４

級 

５

級 

６

級 

７

級 
なし  １級  

愛
の
手
帳 

１度 2人 1人      １人 4人  ２級  

２度 3人 2人 1人 1人 2人   22人 31人  なし 35人 

３度           計 35人 

４度             

なし              

計 5人 3人 1人 1人 2人   23人     

 

（３）苦情件数、事故件数 

項目 件数 主な内容と対応 

苦情 0件 － 

事故 1件 

予防接種を実施した際、希望していなかった利用者へ接種してし

まった。バイタルのチェックの結果、意識や呼吸に変化はなく、

家族へ説明と謝罪を行った。接種者のチェック体制を２人体制と

し再発防止に努めた。 

 
３．指定管理に関する業務の収支 

項目 金額（円） 備考 

収入計 238,193,220  

 受託事業収入 236,691,918 指定管理料（処遇改善加算含む） 
 その他収入 1,501,302 雑収入等 

支出計 238,193,220  

 人件費 149,974,834 常勤 20人 非常勤 7人 
 事務費 68,055,881 施設設備維持管理・給食業務・送迎委託等 
 事業費 13,680,157 利用者関係諸経費 
 その他 6,482,348 繰入金等 

収入－支出 0  

  

35人 



４．事業計画書で提案した事業等の実施状況 

（１）利用者支援 

＜支援方針＞ 

法人理念「自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ」に基づき利用者支援を行っ

た。利用者一人ひとりの立場に立ち、寄り添い型の支援を心がけた。利用者個々の人

権を守り、強みや個性を十分に発揮できるよう、社会参加を進めることで自己実現を

図り、家族と利用者に安心・安全・満足を提供できるよう努めた。 

＜支援のアピールポイント＞ 

 １階フロアーに２グループ、２階フロアーに２グループの支援態勢（フロアー制）

を組み４年目となった。個別支援の基本であるグループ体制を残しつつフロアー体制

を継続することで統一的な支援の提供と支援レベルの全体的向上を意図した。また、

個別に必要な介護や運動、創作的活動、生産的活動等の機会を提供し一人ひとりが精

神的、身体的な健康を維持増進し、自己実現が実感できるような支援を心掛けた。 

 日常生活活動においては、コロナ感染症類型緩和を受け縮小、中止としていた活動

の幅を少しずつ拡大し、施設内での人的交流の機会を増やすと共に個々の障害や行動

心理面等を考慮して職員配置も状況に合わせて柔軟に配置した。具体的には、身体機

能の維持向上の為の機能維持運動や駒沢公園等でのウォーキング、絵画やビーズ工芸

等の手工芸、専門講師によるリトミック活動を展開した。特に創作的活動では、各種

のアート展に積極的に出展し、地域の方々の障害理解と事業所理解に努めた。 

 生産活動は、アルミ缶リサイクルやペットボトル回収を継続して行い、エコロジー

の推進を図ったほか、油脂処理パックは近隣の方にまとまった数を購入いただく等、

大変好評を得た。 

感染症類型緩和に伴いご家族からは「コロナ以前の活動に早く戻してほしい」との

要望を頂いたが、宿泊行事については災害時を想定した施設内での災害準備宿泊を企

画し、希望する利用者に実施した。 

地域交流を目的とした行事（どんどこ祭等）は、模擬店やアトラクション等の再開

を今年度は控え、移動動物園を呼び近隣の保育園に声をかけることで、動物を介在し

た利用者との交流機会を提供した。 

＜利用者の重度化・高齢化への取組み＞ 

今年度中は５人の利用者が退所したが、次の生活の場は全員が共同生活援助や施設

入所支援への移行であった。本人の高齢重度化は無論だが、親の高齢化による家庭支

援困難事例が顕著になっている。利用者が住み慣れた地域で生活を継続するために必

要な福祉ネットワークや関連事業所との継続的な協議は関係者会議等で行ってきたが、

親自身に「最後まで私が見る」という意識を持っている方もおり、「安心して任せられ

る」環境作りが今後も必要である。 

利用者の重度化については、呼吸機能に課題があり、医療的な配慮を必要とする方

がコロナ終息後も自宅からの通所にリスクを感じており、家族と連絡を取りあっては

いるものの通所の再開には至らなかった。送迎車両中での酸素吸入や施設内での医療

的ケアの実施が課題である。 



強度行動障害利用者の受入れについては、引き続き職員が養成研修に参加し準備を

整えている。うち 1人は都の養成研修講師として他事業所の職員育成に協力を行った。 

 

（２）地域連携の促進 

＜ボランティア等の募集・活用＞ 

ボランティアは、年間延べ人数１５１人の受け入れを行った。感染症拡大防止対策

のため、日頃から協力関係にあったボランティアを主に受入れたほか、夏休みを活用

した高校生ボランティア 1 人を受け入れた。また、理学療法士、作業療法士、言語聴

覚士等の専門職や理美容ボランティアの受け入れを再開した。 

上馬まちづくりセンター主催の地区社会福祉協議会やボランティアセンター、地域

のボランティア団体等が参加する話し合いに出席し、顔の見える関係の維持に努めた。 

＜地域交流＞ 

地域連携では、自立支援協議会世田谷エリア部会実行委員会活動への参加を継続し

た。共通するテーマを「地域コミュニティーの活性化」におき、居場所作りや活躍の場

作りについて、関連団体と協議の上準備を進めてきた。地域公益事業の推進は社会福

祉法人の責務であり、地域町会や民生委員とも協力しながら地域に必要とされる事業

所作りを継続する。連携の一つとして小泉公園ふれあいフェスタ実行委員会に所属し

たが、本年度は再開したフェスタに職員のみが参加し模擬店の運営に当たった。当日

は子供向けの綿あめを出店したが、子供が楽しめる様々なフレーバを用意し終日にぎ

わった。コロナが収束し生き生きとした子供たちの笑顔と地域の方々の開放感を感じ

ることができ、われわれ職員も地域の一員であることを実感できた日となった。上町

まちづくりセンター車座集会や世田谷地域タウンミーティングにも参加し、積極的に

地域課題の収集に努めたが、事業所としてアクションを提起することはできなかった。 

＜作品物等の展示＞ 

法人が世田谷区内で運営する４施設合同のクローバーアート展は、新型コロナウイ

ルス感染症拡大防止対策の観点から、Web開催（４月～１０月）とした。日頃の活動で

制作した絵画や工芸作品などを Web 上にあげて多くの方に見ていただけるようになっ

た。利用者のモチベーションの向上や障害福祉の啓発活動にも繋がるため、次年度も

継続して実施していく。その他、アートオムニバス展、パラリンアート展、世田谷区民

美術展、上町アート展に、利用者作品を積極的に出展し、障害福祉の理解と啓発に努

めた。所内の壁面も季節に応じた風景装飾を行い、見学者の皆さんに大変喜ばれた。 

 

（３）防災訓練・危機管理 

＜マニュアル整備・周知＞ 

法人総合防災訓練では、法人内２６施設（大島地区、御殿場地区、世田谷地区、千代

田・文京地区、葛飾地区、練馬・小平地区、八王子地区）合同の一斉通報訓練を１月に

実施した。法人内ではすでに衛星電話の導入によって、東京都の東西で一方が被災地

となった場合に他方が対策本部となるよう取り決めを行っており、各事業所の被災状

況をいち早く掌握し、相互に連携協力ができる体制を組んでいる。本年度も民間警備



会社が提供する安否確認システムを活用し、さくら学園（静岡県）が対策本部役とな

って訓練を実施した。事業継続計画（ＢＣＰ）は既に策定済みだが、今後は計画の精緻

化と訓練の実施が課題となる。 

＜防災訓練＞ 

施設単独では、災害伝言ダイヤル(１７１)を活用した家族と職員の情報伝達訓練を

行った。有事の際は複数日にわたった利用者への宿泊対応も想定できるため、コロナ

感染症類型の緩和に伴い、災害時を想定した施設内での利用者宿泊訓練を２回に分け

て実施した。夕食は非常食を作り入浴を行わない、簡易的な寝具を使用するなど、利

用者や職員にとっても普段体験できない良い経験となった。 

また職員には、毎月携帯電話や PC等のＳＮＳで安否確認訓練を実施し、災害時の身

辺状況や参集方法の確認を行った。 

＜感染症対策＞ 

感染症の類型緩和に伴い所内の感染対策も緩和の方向としたが、利用者が自らの健

康を保持することが難しい為、事業継続にあたっては、利用者とご家族の安心安全を

最優先に取り組んだ。職員出勤時の体温計測と体調の自己申告、手洗いと消毒の励行、

週２回の抗原検査を年度末まで継続し、利用者への感染対策を徹底した。類型緩和に

伴い集合型の家族会も再開したが、情報端末等を活用したリモートの活用を継続する

希望もあり、ＩＣＴを活用した情報共有や意見交換も一部継続した。 

施設内では、職員のマスク着用を継続し、食事や排泄などの直接支援時はゴーグル

やディスポーザル手袋の使用を必要に応じて継続した。利用者や職員が使用する、触

れる箇所の消毒を継続し、室内換気も随時実施した。食事提供時は、場所を分散する

とともに簡易パーテーションを設置して食事介助を継続した。 

行事・外出・集会等は小規模化を進め、引き続き実施を見送る等、慎重に対応した。 

外部講師、ボランティア、実習生等の受入れは、福祉施設の社会的責務として極力

受け入れを行った。 

 

（４）人材育成・研修 

＜研修内容＞ 

感染症類型の緩和に伴い、職員には自身が作成したキャリアデザインに応じた積極

的な外部研修受講を促した。また、コロナ禍から始まった東京都社会福祉協議会等の

オンライン研修も積極的に活用し職員の育成に心がけた。主な研修内容は、強度行動

障害・メンタルヘルス・苦情解決・アンガーマネジメント・採用力広報力強化・摂食嚥

下・処遇改善・給付費請求事務等であった。 

法人内研修は新任、中堅、役職、専門職別等の階層別研修を行い、経験年数や役割に

応じた研修を行った。主な研修は、虐待防止・組織サーベイ・行動制限廃止・サービス

マナー・コンプライアンス・ハラスメント等を継続実施した。このほか、法人で会員と

なっている様々な研修コンテンツが盛り込まれているｅラーニングシステムを活用し

て、職員が勤務時間内外を有効活用しながら自身のキャリアデザインに応じた研修を

受講した。 



また、例年参加している世田谷区民学会には全職員が参加し、様々な研究発表を職

員が自由に聴講できるようにするとともに、実習所からも日頃の実践研究報告をさせ

ていただく機会を得、３人の職員が登壇させていただいた。 

＜実習生の受け入れ＞ 

外部からの実習生受け入れは、特別支援学校３校から計９人（延べ日数２１日間）、

日本体育大学、学研アカデミーから保育士養成で計３人（延べ日数３９日）、福祉体験

実習として慈恵医科大学から４人（延べ日数１０日）、施設間異動を目的とした体験実

習 2 人を受け入れた。福祉人材の育成支援に向け、引き続き積極的な実習生の受け入

れを継続する。教員養成のための介護等体験や社会福祉士養成研修の問い合わせもい

ただいており次年度の受け入れに向けて準備を進める。 

 

５．事業実績の評価と改善の取組み（指定管理者による評価） 

数年にわたるコロナ禍の影響は非常に大きく、職員の退職や経験の停滞を招いたた

め、コロナ禍で縮小した宿泊・外出・外食・地域交流等の利用者支援について量・質共

に充実させていくための職員指導と育成を継続した。また実施できる事業の再開に努

め、災害想定宿泊、集合型の家族会の再開や、外出がまだ出来ない代わりにキッチン

カーを施設へ招き、金銭のやり取りを利用者へ実施するなど、通常外出ができない場

合でも代替案に趣向を凝らし支援の充実をおこなった。当施設としては、感染予防の

ために必要なスタンダードプリコーションを継続しながら福祉サービスの量の拡大と

質の向上を図っていく。 

職員体制は、東京都への申請で「人員配置体制加算Ⅰ（手厚い人員配置をしている

事業者を評価する加算）」について一番高い加算を取得している。ただし、令和５年度

は１０人の新採用者の受入を行っており、引き続き、職員の定着とサービス提供の質

の確保に努める必要があると認識している。法人で実施している新任研修及びメンタ

ルヘルス対策や福利厚生制度・研修制度の充実等によって、こうした課題の解決を図

っていく。 

 

６．事業実績の評価（施設管理所管課による評価）      
① 令和４年度評価結果に対する現在までの取組み状況 

職員のメンタルヘルスへのサポートや強度行動障害支援者育成事業研修を全職員へ実施する

等、職員定着を図り、サービスの質の確保に努めている。また、コロナ禍で縮小・停滞した事業

について、集合型の家族会やボランティアの受入れを再開するなど利用者支援の充実に向け取組

みを行った。 

② 項目別評価結果 
評価点 

 

評価分類及び評価 

１．施設の維持管理 １２ 

設備・機器等の保守管理 2/2 備品の管理 2/2 

施設の修繕 2/2 第三者委託 2/2 

清掃・衛生管理 2/2 環境配慮 2/3 

２．施設の運営 ２０ 

設置目的等の理解 2/3 個人情報の漏洩防止 2/3 



サービス提供 2/2 障害者差別解消法 2/3 

職員配置 3/3 地域との関わり 3/3 

障害者等の雇用 2/3 区内事業者の活用等 2/3 

個人情報管理 2/3   

３．事故や緊急時等への対応 ７ 

事故防止等の対応 3/3 緊急時に備えた訓練 2/3 

緊急時の対応 2/3   

４．サービス向上の取組み ２２ 

職員研修 3/3 利用者の意向 2/3 

利用者への案内 2/3 利用者意向の反映 3/3 

利用しやすい環境整備 2/3 施設利用の促進 2/3 

利用者対応 2/3 苦情等への対応 2/3 

接遇 2/3 苦情等に対する改善 2/3 

５．収支状況 ６ 

適正な予算執行 2/3 金銭管理 2/3 

経費の効率化 2/3   

６．改善の取組み ２ 

改善の取組み 2/3   

③ 項目別評価結果 

総合評価 
Ｓ：管理運営が良好で優れた取組み成果がある（配点の８０％以上） 

Ａ：管理運営が良好である（配点の７０％以上） 

Ｂ：管理運営は概ね良好だが一部に課題がある（配点の６０％以上） 

Ｃ：管理運営に課題があり改善が必要である（配点の６０％未満） 

評価分類 評価 評価結果説明 

１．施設の維持管理 １２／１３  

２．施設の運営 ２０／２６ 小泉公園ふれあいフェスタの再開に際し職員からま

ずは参加し、地域関係の継続に努めている。 

３．事故や緊急時等への対

応 

７／ ９ 利用者の安全性に配慮しながら感染症対策に留意し

ボランティアの受入、集合型の家族会等を再開してい

る。 

４．サービス向上の取組み ２２／３０ eラーニングシステムを活用し支援に支障がないよう

研修機会の拡充に努めた。 

５．収支状況 ６／ ９  

６．改善の取組み ２／ ３  

合計 ６９／９０  

総合評価 Ａ 管理運営が良好である。 

④ 年度評価所見 

全ての項目において要求水準を満たしており、かつ感染症対策を講じつつ関係機関との地域交

流を図り障害理解の促進に努め、ボランティアの受入、集合型の家族会を再開するなど利用者や

家族に寄り添った支援を行っている点等を評価し、総合評価をＡと判断する。 

⑤ 評価結果に対する今後の対応（指導・調整事項） 

現在も要求水準は満たしているが、コロナにより停滞した職員経験を促す等、利用者支援の充

実のため職員指導と育成を行いサービスの質の向上を指導する。また、人員配置体制を維持しつ

つ将来に向けた人材育成を積極的に行い、利用者支援の質の確保に向けた取組みを促す。 

 



令和５年度 指定管理施設の事業報告 

 

１．指定管理施設の概要 

（１）施設概要 

施設名称：世田谷区立桜上水福祉園 

施設住所：世田谷区桜上水２－１３－１６ 

   指定管理者：社会福祉法人東京都手をつなぐ育成会 

指定期間：令和２年４月１日～令和７年３月３１日 

 

（２）対象者 

主に知的障害者 

 

２．業務実績、利用状況に関する事項（令和６年３月３１日現在） 

（１）事業内容 

①実施事業 

 生活介護事業：介護を必要とする方に、昼間、入浴・排せつ・食事の介護

などを行うとともに創作的活動または生産活動の機会を提

供する。 

 定員 ３５人 登録人数３６人 

②概要 

  ３つのグループに分かれて日中活動を行い、様々な作業を通じて作品作

りを行った。また身体機能の維持・向上を目指し、健康維持を目的とした

活動に日常的に取り組み、利用者の社会参加の支援では、社会資源の活用

を通じた地域生活力の向上に取り組んだ。 

③施設内活動 

創作活動：紙すき、染色、ステンシル、陶芸講習、機織り、革工芸、 

アルミ缶、リサイクル等 

 健康維持：室内スポーツ、園内プール、ストレッチ、歩行訓練等 

 そ の 他：音楽セラピー、表現ダンス、茶道、フラワー、カラオケ等 

④施設外活動 

 近隣散歩、公園内ウォーキング、土と農の交流園清掃・除草作業等 

⑤外出活動 豊洲方面（５～６月）、お台場方面（９～１０月） 

⑥年間行事（新型コロナウイルス感染防止のため規模を縮小し実施） 

月 内      容 月 内      容 

4月 入園式 10月 芋掘り 

5月 
還暦のお祝い 

日中外出（豊洲） 
11月 

開設３０周年記念行事 

（永年表彰、イベント等） 

6月 日中外出（豊洲） 12月 
クリスマス会 

（レクリエーション、ランチ） 

7月 夏祭り（盆踊り、ゲーム） 1月 小松菜採り 

9月 日中外出（お台場） 2月  

10月 日中外出（お台場） 3月 自治会行事（ゲーム等） 
 

 



（２）利用状況 

①障害支援区分 

区分６ 区分５ 区分４ 区分３ 区分２ 区分１ なし 計 

１７人 １１人 ８人     ３６人 

 

②障害の程度 

  身体障害者手帳 
計 

  
精神障害者保

健福祉手帳 

 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 なし   １級   

愛
の
手
帳 

１度 1人              1人   ２級  

２度 4人 4人  3人       18人 29人   なし 36人 

３度 2人   2人  1人        1人  6人   計 36人 

４度                        

なし                        

計 7人 4人 2人 4人     19人 36人       

 

（３）苦情件数、事故件数 

項目 件数 主な内容と対応 

苦情 ０件 － 

事故 4件 

・利用者がてんかん発作を起こし、支えきれず転倒したため通院

した。擦過傷と腫れはあるが、CT・レントゲンに異常はなかっ

た。これまで以上に天候や体調に配慮することとした。 

・利用者が散歩中に突然興奮し駐車中の車を蹴った。相手方に謝

罪し、双方で傷等が無い事を確認した。再発防止対策として、週

予定作成により見通しを持ちやすくする等、改善した。 

・※①本来見守る方針の行動に対して、職員が腕を掴んで行動を

止めた。更に発見した別の職員に注意され、利用者を不適切な強

い言葉で呼んだ。虐待防止センターに通報した。 

・※②利用者に対して職員が不適切な強い言葉で呼び、腕を掴ん

で身体を抑えるという行為に対し、別の職員が制止する事があっ

た。虐待防止センターに通報した。 

※上記①②については、再発防止対策として、事業所の虐待防止、身体拘束等適正化

にかかる研修やケース検討等に関して、内容や実施方法及び頻度を見直し、これま

で以上に充実し虐待防止策を徹底する。また虐待防止委員会は外部委員として弁護

士に参画頂き、法律や人権といった側面から助言を頂くことで、職員の人権擁護意

識の向上につなげるなど、施設全体で計画的な改善に取り組む。 

 

 

 

 

 



３．指定管理に関する業務の収支 

項 目 金 額（円） 備 考 

収入計 216,582,397   

  受託事業収入 215,148,241 指定管理料（処遇改善加算含む） 

  その他収入 1,434,156 雑収入等 

支出計 216,582,397 
 

  人件費 105,794,749 常勤 16人、非常勤 6人 

  事務費 69,280,202 給食委託、送迎委託費 

  事業費 10,311,959 利用者諸経費 

  その他 31,195,487 繰入金支出等 

収入－支出 0   

 

４．事業計画書で提案した事業等の実施状況 

（１）利用者支援 

＜開設３０周年の取組み＞ 

   令和５年度は施設の開設から３０周年であり、取組みの１つとして、利用者の

写真を中心に掲載した記念誌を作成した。利用者が実際に手に取って楽しめるよ

う工夫して作成した。 

 １１月には施設内で記念行事を実施した。当日は利用者、家族、第三者委 

員、ボランティアに参加頂き、２０年以上通所している利用者への永年表彰を参 

加の家族と共に行った。利用者一人ひとりに表彰状を手渡すことで、日々の通所 

利用への感謝を示すことができた。また、これまで在籍していた職員からのビデ

オメッセージや音楽とダンスのイベントなど、利用者が楽しめる内容の行事を開

催できた。作成した記念誌は行事の当日に利用者全員に配付した。 

＜重度化・高齢化に向けた取組み＞  

   加齢等に伴う障害の重度化や家族の高齢化に伴い、短期入所や居宅介護の導入 

に向けて家族や相談支援専門員との面談等を通じて意見交換を行い、利用者の地

域生活の安定化に取り組んだ。新規で短期入所事業を利用する方については必要

に応じて事業所に同行し、先方の職員との引継ぎを行うことで、利用者が安心し

て短期入所を利用できるように支援した。また、家族の高齢化等に伴い、家庭で

の支援が困難になってきているケースについては、相談支援専門員と連携して家

族に居宅介護の導入を進めることで、家庭における利用者の生活の安定化に向け

て取組みを進めた。 

 

（２）地域との関わり 障害理解の促進 

＜障害理解の促進＞ 

福祉人材の育成と障害理解の啓発､風通し良く地域に開かれた施設にしてい

くため、福祉及び保育の実習、高校生からのボランティア体験依頼の受け入れ

を実施した。今年度は一般ボランティアの問い合わせも多く、２名の方が日常

ボランティアとして来て頂いた。利用者と一緒の活動以外にも活動準備等にも



尽力頂くなど、多岐に渡り協力を頂いた。 

＜地域交流＞ 

地域向けの園祭は、感染防止対策として集客を行わず施設内行事に変更した

が、近隣住民の協力によるアルミ缶・牛乳パックの回収は継続して実施した。

活動の一環として利用者・職員が歩いて回収を行い地域住民との交流を継続す

るとともに施設玄関前に資源回収ボックスを設置し、地域住民の資源を回収す

る拠点となった。 

また、近隣の「土と農の交流園」の除草・清掃作業を継続し、利用者の自立

支援の一助とすると共に、地域住民や交流園利用者と相互交流を行った。 

例年地域住民との交流の機会として行っている経堂駅での作品販売や、うめ

とぴあでの販売会にも参加した。 

 

（３）危機管理 

＜事故防止・防犯対策＞ 

事故防止の取組みでは、リスクマネジメントスケールを「ヒヤリハット・イ

ンシデント・事故」の３つに分類し、毎日の朝礼での全体共有と班ごとの毎月

の振り返りを継続的に行い、事故の再発防止につなげた。 

防犯対策では防犯カメラを法人のガイドラインに則して運用し、常時録画した

画像は必要時にはいつでも確認できるように準備した。また今年度は成城警察署

防犯課による不審者対応訓練を実施し、有事の際の職員の対応を見直すとととも

に、さすまた取り扱い訓練を行い、防犯対策の向上に取り組んだ。 

＜防災訓練＞ 

防火管理者、環境防災委員会を中心に自衛消防訓練を計画し、避難訓練・防災

訓練等を実施した。避難訓練の実施にあたっては、実際に即した形で行うことを

目的に、職員・利用者へ訓練開始時間を告知しない形での実施を継続した。また、

災害用伝言ダイヤルの模擬練習や煙中訓練・初期消火器訓練、D型ポンプ・発電

機訓練、炊き出し訓練を実施し、大規模災害時の対応について職員間で共有した。

また、２月に世田谷区主催の福祉避難所研修を受講した 

＜情報セキュリティにおける施設内環境整備＞ 

「世田谷区立の障害者施設における情報セキュリティ対策基準」を遵守し、法 

人の定める個人情報保護規程に則して厳重に対応した。施設内の全てのパソコ 

ンと共有サーバーについてパスワード管理を徹底し、個人情報に関する電子デ 

ータや書類の外部への持ち出しを禁止し、情報の漏えいを防止した。またデジ 

タルカメラについても管理職が鍵を保管する保管庫で厳重に管理し、カメラを 

使用する際は管理簿による申請を行い、撮影した画像は速やかに共有サーバー 

への移行を行った。 

また、外部講師による情報セキュリティ対策研修を実施し、情報セキュリテ

ィに関する職員の責務や情報端末の持つリスクについて学ぶ機会を通じて、職

員の意識向上に取り組んだ。 

 

 



（４）人材育成・活用 

＜研修内容・全体周知＞ 

【施設内職員研修実績】 

令和５年度は全職員が同じ研修動画を見てレポートを提出する事で、支援の共

通理解を図る取組みを２回にわたって実施した。重点テーマとして、利用者の権

利擁護・虐待防止と支援力の向上を中心に取組みを進めた。 

6/28 虐待防止研修 
法人の虐待防止クレドの認識を深めて、

桜上水のクレドにつなげる 
１９名 

9/5 
虐待防止研修（外部

講師研修） 

「アンガーマネージメント～短気は損気

を自覚しよう～」 

東社協派遣講師：仙北屋雅人氏 

１７名 

11/1

～

12/31 

利用者支援基礎研修 

（動画研修） 

・障害者の権利と職場環境 

・障害者に向き合う姿勢と対応 
２０名 

11/17 
情報セキュリティ研

修 

「情報セキュリティに関する職員の責務

と実務」 

講師：杉並区障害者地域相談支援センタ

ー 藤巻鉄士センター長 

１７名 

1/1～

2/29 

虐待防止研修（動画

研修） 

教えて中山さん！行動障がいの事例集と

改善テクニック（ＳＬ５０） １９名 

 

【ＷＥＢ研修・職場外研修参加実績】 

施設運営の中長期的視点に立った人材育成と利用者支援向上のため、新人等育

成期、中堅等能力開発・発展期、管理監督期など各職層で求められる能力や技術

を学ぶ研修を法人全体で実施した。また、事業所の円滑な運営と利用者支援向上

のために、利用者支援・人材育成・運営管理・会計実務等の職種・職層に合わせ

た研修参加を行った。 

また、導入しているＷＥＢ研修については、利点を活用し常勤職員だけではな

く職員の誰もがいつでも学べる環境を継続した。 

集合型とＷＥＢ研修を併せて、年間約３５回・延べ４０人の職員が外部研修へ

参加した。 

＜フォローアップ＞ 

法人内の各職層研修に参加した後は必ずレポートの作成と上司による職員へ

のフォローアップ面談を行い、研修で学んだ知識を自らの業務に置き換えて、

その知識を定着化できるように、体系的な業務の理解促進と育成に取り組んだ。

また、人事考課制度を活用した上司や一次考課者との定期的な面談を通じて、

職員の成長に応じた指導やアドバイスを行うことで、計画的な職員育成に取り

組んだ。 

＜働きやすい職場づくり＞ 

職場として仕事と家庭生活との調和のとれた職業生活を推進し、職員は常勤・

非常勤という立場や各々の置かれた家庭状況等に関わらず、お互いが支え合っ



て職務を行い、計画的な休暇の取得と時間外労働の削減に取り組んだ。この結

果、高齢の支援員の継続的雇用にもつなげている。 

今年度はタイムレコーダーによる勤怠管理システムを導入し、適正な労務管

理に取り組んだ。また、積極的な有給休暇の取得を推奨し、前年度に比べて１

２０％の取得率となった。 

 

５．事業実績の評価と改善の取組み（指定管理者による評価） 

（１）利用者の権利擁護 

年間を通じて虐待防止の取組みを継続していたが、令和６年３月に職員による

利用者への不適切な支援が発生した。その背景には個々の利用者への理解度に職

員間で差異が生じていたことや、支援上の取組みを統一しきれていなかった面が

あったと捉えている。再発防止に向け、これまで継続していた事業所の虐待防止、

身体拘束等適正化についての研修の回数増及び内容の見直しを図り、職員一人ひ

とりの理解を深めていく。虐待防止委員会については、外部委員として弁護士に

参画いただき、法律や人権といった側面から助言を得て、職員の人権擁護意識の

向上を図る。 

併せて支援を見直す取組みとして、今後は職員全体で利用者の事例検討の機会

を増やし、これまで以上に職員が利用者の思いを受け止めて、共感的理解を深め

ることで、利用者が皆安心して自分らしく活動できる環境の再構築に取り組む。 

また、以前から継続している虐待防止セルフチェックリストの定着と振り返 

り、法人の虐待防止クレドの定着のための職員グループワーク、職員向けのア 

ンガーマネージメント研修等も引き続き取り組む。身体拘束の適正化について 

も、引き続き同意の再検討を行い、代替方法の提示等により、身体拘束の対象 

となる利用者を減らせるように取組みを進める。 

（２）苦情解決第三者委員の活用について 

第三者委員については、利用者の権利擁護や、支援の客観性を保つために大

切な外部の目であると捉えている。コロナ禍前は家族会への参加や利用者の活

動場面への巡回、職員研修への参加等、様々な場面で関与して頂いていたが、

コロナ禍以降、近年は入所式等の式典参列にとどまっていた。来年度以降は改

めてこれまで以上に多くの場面で、利用者や職員と直接やり取りができる場を

設定してゆく。 

（３）福祉サービス第三者評価について 

福祉サービス第三者評価受診での課題に取り組むため、利用者支援の基本 

に立ち返り、支援マニュアルの作成や活用方法について、グループ会議、全体 

会議等を活性化させた。また、宿泊行事の再開に向け、職員体制や感染症予防 

対策等様々な面で安全な実施に向けて職員間で検討を始め、ご家族からの期待 

に応えられるよう、宿泊行事を再開する。更に、自然災害時の事業継続計画（Ｂ

ＣＰ）の実効性の向上と、より施設の状況に合わせた内容の見直しに向け、訓練

内容の検討と実施を行う。 

 



６．事業実績の評価（施設管理所管課による評価） 
① 令和４年度評価結果に対する現在までの取組み状況 

重点テーマとして、利用者の権利擁護・虐待防止と支援力の向上を中心とした法人研修や、施設

独自での研修等の取組みを進めているところであったが、施設内で不適切な支援を発生させた。

法人及び施設として、ただちに施設職員に向けた聞き取りによる状況把握を行い、法人との連携

の下での再発防止に向けた取組みを徹底している。 

② 項目別評価結果 
評価点  

３：要求水準を上回っており、優れた点がある   １：要求水準を満たしているが、一部課題がある 

２：要求水準を満たしている           ０：要求水準を下回っている（改善指導等が必要となる） 

評価分類及び評価 

１．施設の維持管理 １２ 

設備・機器等の保守管理 2/2 備品の管理 2/2 

施設の修繕 2/2 第三者委託 2/2 

清掃・衛生管理 2/2 環境配慮 2/3 

２．施設の運営 １９ 

設置目的等の理解 2/3 個人情報の漏洩防止 2/3 

サービス提供 2/2 障害者差別解消法 2/3 

職員配置 2/3 地域との関わり 2/3 

障害者等の雇用 3/3 区内事業者の活用等 2/3 

個人情報管理 2/3   

３．事故や緊急時等への対応 ５ 

事故防止等の対応 1/3 緊急時に備えた訓練 2/3 

緊急時の対応 2/3   

４．サービス向上の取組み １７ 

職員研修 2/3 利用者の意向 2/3 

利用者への案内 2/3 利用者意向の反映 1/3 

利用しやすい環境整備 2/3 施設利用の促進 2/3 

利用者対応 1/3 苦情等への対応 2/3 

接遇 1/3 苦情等に対する改善 2/3 

５．収支状況 ６ 

適正な予算執行 2/3 金銭管理 2/3 

経費の効率化 2/3   

６．改善の取組み ２ 

改善の取組み 2/3   

③ 項目別評価結果 

総合評価  
Ｓ：管理運営が良好で優れた取組み成果がある （配点の８０％以上） 

Ａ：管理運営が良好である （配点の７０％以上） 

Ｂ：管理運営は概ね良好だが一部に課題がある （配点の６０％以上）  

Ｃ：管理運営に課題があり改善が必要である （配点の６０％未満） 

評価分類 評価 評価結果説明 

１．施設の維持管理 １２／１３  

２．施設の運営 １９／２６ 高齢者の雇用を継続している。 

３．事故や緊急時等への対応 ５／ ９ 事故を未然に防げず、一部課題解決に向けた改善

の必要性がある。 

４．サービス向上の取組み １７／３０ 利用者支援について虐待に繋がる行為があり、今

後に向けた取組みと再発防止を望む。 

５．収支状況 ６／ ９  

６．改善の取組み ２／ ３  



合計 ６１／９０  

総合評価 Ｂ 管理運営は概ね良好だが一部に課題がある。 

④ 年度評価所見 

概ねの項目で要求水準を満たしている。施設内で不適切な支援が行われた点は課題であるが、

研修体制が虐待防止委員会のあり方の見直しなど、迅速に再発防止に向けて取り組んでいる点を

踏まえ、総合評価をＢとする。 

⑤ 評価結果に対する今後の対応（指導・調整事項） 

一部水準を満たしているとは言えない点について、施設が見直している利用者に対する権利擁

護や虐待防止に向けた職員育成の取組みが、適切な支援、施設運営につながるよう、継続的に指

導し再発防止を徹底する。併せて、引き続き、施設運営の中長期的視点の研修体制により、職員

の育成に努めていくよう働きかけていく。 

 



令和５年度 指定管理施設の事業報告 

 

１．指定管理施設の概要 

（１）施設概要 

施設名称：世田谷区立奥沢福祉園 

施設住所：世田谷区奥沢６－２９－２ 

   指定管理者：社会福祉法人東京都手をつなぐ育成会 

指定期間：令和２年４月１日～令和７年３月３１日 

 

（２）対象者 

主に知的障害者 

 

２．業務実績、利用状況に関する事項（令和６年３月３１日現在） 

（１）事業内容 

①事業概要 

 生活介護事業：介護を必要とする方に、昼間、入浴・排せつ・食事の介護

などを行うとともに創作的活動または生産活動の機会を提

供する。 

        定員４５人 登録人数３８人 

②概要 

  障害特性や相性により、大きくは２つのグループ分けをしているが、ニ

ーズに応じて細分化・再編成し、臨機応変に利用者・職員の配置を組みか

え、様々な活動を提供している。 

③施設内活動 

 作業(創作)活動 おりぞう（ストッキング雑巾）、缶潰し、ビーズ、染色等 

 その他の活動  音楽療法、クラブ活動、お楽しみ会等  

④施設外活動   ウォーキング（施設周辺、長距離）等 

⑤外出活動    バスハイク 

⑥年間行事    密室での不特定多数による行事は中止 

月 内容 月 内容 

4月 入園式 10月 
宿泊(園内)、おくフェス、 

芋掘り 

5月 宿泊（園内） 11月 
eパラスポーツ体験交流会 

ドッグセラピー 

6月 宿泊（園内） 12月 eパラスポーツ体験交流会 

7月 宿泊（園内） 1月 小松菜採り 

8月 宿泊（園内） 2月 バスハイク 

9月 
宿泊（園内） 

eパラスポーツ体験 
3月 送別会 

他、『月いちイベント（施設内での企画イベント）』や季節行事実施 

 



（２）利用状況 

①障害支援区分 

区分６ 区分５ 区分４ 区分３ 区分２ 区分１ 非該当 計 

１９人 １１人 ７人 １人    ３８人 

 

②障害の程度 

  

身体障害者手帳 

計 

  
精神障害者保

健福祉手帳 

１

級 

２

級 

３

級 

４

級 

５

級 

６

級 

７

級 
なし   １級  

愛
の
手
帳 

１度         2人 2人   ２級  

２度 2人 3人    1人     22人 28人   なし 38人 

３度              5人  5人   計 38人 

４度   1人            2人  3人       

なし                    

計 2人 4人    1人    31人 38人       

 

（３）苦情件数、事故件数 

項目 件数 主な内容と対応 

苦情 ０件 － 

事故 １件 

利用者が活動部屋に入室した後、床マット上で寝転んでいた他の

利用者の頭部を蹴る事象が発生。外傷は認められなかったが、職

員付添で内科を受診し経過観察となった。再発防止の為、職員の

動線や利用者対応を見直し、職員会議で周知した。 

 

３．指定管理に関する業務の収支 

項 目 金 額（円） 備 考 

収入計 201,653,762   

受託事業収入 200,201,485 指定管理料（処遇改善加算含む） 

その他収入 1,452,277 雑収入等 

支出計 201,653,762   

人件費 109,604,849 常勤 18人、非常勤 6人(嘱託医２人含む) 

事務費 70,754,180 維持管理、給食調理、送迎委託等 

事業費 13,767,229 利用者諸経費 

その他支出 7,527,504 退職共済掛金、繰入金支出等 

収入－支出 0   

 



４．事業計画書で提案した事業等の実施状況 

（１）利用者支援   

＜利用者定員拡充に応じた支援体制の整備＞ 

  今年度より利用者定員４５人となった事を受け、現行のバス送迎時の課題を 

 整理し、発着時刻やルート、座席等の見直しについて改善策をバス委託業者と 

 協議、原案を作成し、家族会役員との間でも協議を重ねた。原案をもとに令 

和６年度は更に準備を進めていく予定となる。 

  また、職員間の情報共有やより迅速な支援が行えるよう、インカムやグルー 

プウェアの導入、Wi-Fi機器の整備を行い、新たな支援体制の下地づくりを終 

えた。 

＜ｅパラスポーツ体験の実施＞ 

  日中活動の充実を目的として東京都文化スポーツ局協力のもと、eパラスポ 

ーツ器材の貸与を受け、９月に初回体験をし、その後、３ヶ月間を対象に事業 

所内でｅパラスポーツ体験を実施。１１月には鹿児島の高齢者施設とオンライ 

ン交流会を、１２月には江東区のショッピングモールを会場としたイベントと 

オンラインで繋がり、一般参加者や他施設との交流を図った。 

＜権利擁護並びに虐待防止の意識の醸成＞ 

  主として送迎バス車内での固定ベルト（安全配慮の為に身体を一部固定する

もの）の使用や健康診断時の安全対策について適切な支援が行えるよう、利用

者本人とそのご家族の意見を聞きながら心理職、精神科医（嘱託医）とも事例

検討の場を設け、実践に取り組んだ。固定ベルトは使用が必要な利用者５人の

うち、１人は乗車中に安定して過ごす事ができるようになり、ベルト着用が解

除となった。又、健康診断時では、採血が苦手な利用者について、事前に採血

の必要性を説明する機会を活動時間に設け、利用者が少しでも落ち着いて受診

できるよう支援した。こうした取組みを経て、日常的なグループ会議でも権利

擁護、虐待防止の話題がより積極的にあがるようになり、それはセルフチェッ

ク表や支援会議の見直しにも繋がった。 

＜感染症や災害に対して、想定出来る備えを実施する＞ 

  感染症対策は、新型コロナウイルスが５類に移行したことを受け、日中支援 

 時の感染対策を簡素化しつつ、従来の消毒液と活用方法を見直し、新たな消毒 

液を導入することで、安全性と業務効率化の向上を図る事ができた。 

  災害対策としては、各倉庫に点在する備蓄品の整理や管理方法を見直し、緊

急時に参集可能な職員を中心に避難所開設訓練（机上）と非常食の仕分けや試

食、備蓄品の見直しを含め、課題整理をした。 

 

（２）地域との関わり 障害理解の促進 

＜ボランティアの募集・活用＞ 

外部の第三者の目はモニタリングの意味もあり、接遇等、職員の資質向上に



繋がるため、受け入れは制限することなく行った。（概ね１人の方が毎週２回） 

＜地域のイベントへの参加＞ 

今年度も感染症対策として当施設の園祭は「おくフェス」と称し、形を変え

て利用者・職員のみでの実施とした。女神まつりや玉川福祉フェスティバルと

いった地域のイベントには自主生産品販売の機会として出店し、また、今年度

より「せせせプロジェクト」に参入し、インターネットや３月のせせせマルシ

ェでの出店を通じ、事業所紹介を兼ねた自主生産品販売を行った。その他、例

年同様、１１月には地域の福祉を考える楽多の会協力のもと、ドッグセラピー

を行うことができた。 

＜地域交流＞ 

地域に根差し貢献できる施設を目指すべく、定期的に開催された九品仏地区

社会福祉協議会や玉川エリア自立支援協議会、世田谷区自立支援協議会シンポ

ジウム実行委員会に参加し、地元自治会や他事業所等と関わりを持ち、地域の

抱える悩みや課題について共有した。 

    また、前年度同様、施設紹介と交流を目的に保育園や高齢者施設を対象に 

月に一度、日中活動時間内で各施設を訪問し、交流を図った。 

加えて６月に田園調布特別支援学校、７月に青鳥特別支援学校での進路説明

会に参加し、「生活介護事業」の説明を通じて、奥沢福祉園を理解していただき、

その後、８月には教員や家族を招いた施設見学会を実施する運びとなった。 

その他、例年通りに玉川支援ねっとに参加し、事業所間でアート作品の相互

に貸し出し、展示を行い、また、産業能率大学ゼミとの間では、自主生産品の

新たなコラボ製品（利用者の絵画をプリントしたエコバッグ）の作品開発及び

トレインチ自由が丘での販売（期間限定）を実施する等、従来の関係性の強化

を図った。 

 

（３）危機管理 

＜防災・避難訓練＞ 

消防計画に則り、火災、地震を想定した利用者参加の避難訓練の他、普通救

命講習受講の推進、普通救命講習修了職員による応急救護訓練を行った。また、

従来通り、大規模災害に備え、各家庭とは月１回のＮＴＴ災害伝言ダイヤルに

よる連絡訓練を実施した。 

  ＜防犯訓練＞ 

１月に職員主導による不審者対応の実践訓練と課題の洗い出しを行い、防犯 

意識の向上と防犯設備や物品の見直しを行った。 

＜マニュアル整備・周知＞ 

福祉避難所連絡会で策定されるマニュアルをもとに、職員による大規模震災

時の初動訓練や想定される事柄について、ディスカッションや机上訓練を実施

した。併せて内部研修及び防災・防犯マニュアル、BCP の修正を行った。 



また法人が整備しているエリア別構想では、事業所間の連携協力体制につい

て必要なマニュアルの作成に向けた検討を行っている。 

＜施設内環境整備＞ 

危険箇所等のハード面のチェックと是正及びゆとりを持った空間確保のため

に、活動室内物品の配置換えや整理を繰り返し行った。また、健康被害の軽減

対策として以前から利用者・家族から要望が挙がっていた２階トイレのエアコ

ン設置については区協力のもと、多目的トイレにエアコンを設置する工事を行

った。 

併せて経年劣化による冷暖房設備の修繕など、区と協議しながら適宜必要な

対応を行った。 

 

（４）人材育成・活用 

＜研修計画＞ 

法人主導のｅラーニングをはじめとするオンライン研修を活用するとともに

職員主催の内部研修を積極的に実施し、自己研鑽に励んだ。研修で得たものは、

職員相互の成長に還元できるよう、内部研修や学習会に繋げた。他施設との現

場交換研修については、１件のみ受け入れとなり、当施設から出向いての研修

実施は叶わなかった。 

＜働きやすい職場づくり＞ 

法人として、ワークライフバランスの推進や安全衛生推進体制、また各種の

ハラスメント防止に対しての対策及び体制を整え、メンタルヘルスケアを推進

した。これらにより、適切に労務管理を実施した。業務内容の見直しや個々の

職員が時間外労働計画を作成すること等により、効率的な時間運用を意識でき

るようにした。又、有休休暇得率は８０％を超える結果となった。 

＜実習生の受入＞ 

障害福祉への理解・啓発及び福祉人材育成のみならず、外部の第三者の目に 

よるモニタリングや接遇等、職員の資質向上のため、積極的に学生実習等の受 

入れを行った。事業所初となる知的に障害のある専門学生実習の受け入れに 

ついては、当人や学校を交えての実習プログラムを計画し、スムーズな受け入 

れに至った。 

 
５．事業実績の評価と改善の取組み（指定管理者による評価） 

５類となった新型コロナウイルス感染症については、他感染症の予防も兼ねて

規模縮小しながらも継続して感染予防対策を実施し、利用者支援では密室で過ご

すまたは密室で飲食する外出活動や所外宿泊は中止とし、地域の方々に多数来館

いただく園祭も関係者のみで行う形として実施せざるを得なかった。一方、日中活

動としてのウォーキングや公園等での所外活動、年間行事としての芋掘りや小松

菜採りは例年通りに行い、又、年明けにはコロナ禍以前の活動再開の足掛かりとし



てバスハイクを再開する等、心身ともに健康面に留意した事業所内外での活動を

実施した。また、指定管理期間の計画に掲げている「地域との連携」は切らさぬよ

うに、近隣大学（産業能率大学）との間で、自主生産品のコラボ製品（利用者の絵

画作品をプリントしたエコバッグ）の製作と販売を行いつつ、新たな取組みとして

家族会の一部の時間を使い、家族向けに基幹相談支援センター職員、ぽーとたまが

わ職員を招いての、相談支援に関する研修や意見交換の機会を設けた。これにより、

利用者・家族の相談支援事業の利用の見直しに繋げ、一部利用者についてはセルフ

プランから計画相談の利用に繋がった。 

他にも新たな取組みとして、自主生産品の周知と売り上げの向上を目的として

事業所内に自主生産品展示販売スペースを設けた。 

職員育成・研修については、職員個々に応じ専門性を高めるべく、意思決定支援

や自閉症支援に関連する外部研修の参加、社会福祉士実習指導者講習の受講を促

しつつ、内部研修として東京都社会福祉協議会登録派遣事業を活用し、外部講師を

招いてスーパービジョンを学ぶ研修を実施した。いずれも研修後には各々が報告

書を作成し、更にその内容を職員間で共有、意見交換する機会を設けるといった取

組みを引き続き行う事で、職員一人ひとりのスキルアップに繋げた。職場全体の支

援の質を引き上げることで、利用者対応の向上へ繋がる結果となった。 

当施設は昨年度同様、都への申請で提出する加算として、「福祉専門職員配置等

加算Ⅰ（福祉専門職員の配置を評価する加算）」について一番高い加算を取得して

おり、継続的に専門性の高い職員を配置している。 

 

６．事業実績の評価（施設管理所管課による評価） 

① 令和４年度評価結果に対する現在までの取組み状況 

利用者定員に応じた支援体制整備、利用者とその家族からの意見の検討などから権利擁護、

虐待防止の繋がりに広がった。せせせプロジェクトに今年度から参入し、インターネットやせ

せせマルシェでの出店を通じて、事業所紹介を兼ねた自主生産品販売を行い、障害理解の促進

に繋がるよう取り組んだ。 

② 項目別評価結果 
評価点  

３：要求水準を上回っており、優れた点がある  １：要求水準を満たしているが、一部課題がある 

２：要求水準を満たしている          ０：要求水準を下回っている（改善指導等が必要となる） 

評価分類及び評価 

１．施設の維持管理 １２ 

設備・機器等の保守管理  2/2 備品の管理  2/2 

施設の修繕  2/2 第三者委託  2/2 

清掃・衛生管理  2/2 環境配慮  2/3 

２．施設の運営 ２０ 

設置目的等の理解  2/3 個人情報の漏洩防止  2/3 

サービス提供  2/2 障害者差別解消法  2/3 

職員配置  3/3 地域との関わり  3/3 

障害者等の雇用  2/3 区内事業者の活用等  2/3 

個人情報管理  2/3   

３．事故や緊急時等への対応 ７ 

事故防止等の対応  2/3 緊急時に備えた訓練  3/3 



緊急時の対応  2/3   

４．サービス向上の取組み ２１ 

職員研修  3/3 利用者の意向  2/3 

利用者への案内  2/3 利用者意向の反映  2/3 

利用しやすい環境整備  2/3 施設利用の促進  2/3 

利用者対応  2/3 苦情等への対応  2/3 

接遇  2/3 苦情等に対する改善  2/3 

５．収支状況 6 

適正な予算執行  2/3 金銭管理  2/3 

経費の効率化  2/3   

６．改善の取組み 2 

改善の取組み  2/3   

③ 項目別評価結果 

総合評価  
Ｓ：管理運営が良好で優れた取組み成果がある （配点の８０％以上） 

Ａ：管理運営が良好である （配点の７０％以上） 

Ｂ：管理運営は概ね良好だが一部に課題がある （配点の６０％以上）  

Ｃ：管理運営に課題があり改善が必要である （配点の６０％未満） 

評価分類 評価 評価結果説明 

１．施設の維持管理 １２／１３  

２．施設の運営 ２０／２６ ｅパラスポーツで様々な地域と交流した。 

３．事故や緊急時等への対応 ７／ ９ 救命講習やＮＴＴ災害伝言ダイヤルによる連絡訓

練を実施した。 

４．サービス向上の取組み ２１／３０ 職員研修では外部研修の参加や外部講師を招くな

ど積極的に行った。 

５．収支状況 ６／ ９  

６．改善の取組み ２／ ３  

合計 ６８／９０  

総合評価 Ａ 管理運営が良好である。 

④ 年度評価所見 

全ての項目において要求水準を満たしており、かつ新たなｅパラスポーツ体験では様々な地

域で他施設や一般参加者と交流を図るなどの活動の工夫や、また職員研修後、職員間での共有

や意見交換を実施することで、職員ひとり一人のスキルアップに繋げていることを評価し、総

合評価をＡとする。 

⑤ 評価結果に対する今後の対応（指導・調整事項） 

現在も要求水準は満たしているが、今後とも地域へ積極的に交流、発信していくことで障害

理解が促進されるよう働きかけていく。 

また、職員研修を積極的に行う中で、引き続き、職場全体の支援の質を上げることを目指し

サービスの質の向上に繋げるよう促す。 

 



令和５年度 指定管理施設の事業報告 

 

１．指定管理施設の概要 

（１）施設概要 

施設名称：世田谷区立九品仏生活実習所 同中町分場 

施設住所：（本園）世田谷区奥沢７－３９－１３ 

（分場）世田谷区中町２－２５－１７ 

   指定管理者：社会福祉法人武蔵野会 

指定期間：令和２年４月１日～令和７年３月３１日 

 

（２）対象者 

主に知的障害者  

 

２．業務実績、利用状況に関する事項（令和６年３月３１日現在） 

（１）事業内容 

①実施事業 

生活介護事業：介護を必要とする方に、昼間に、入浴・排せつ・食事の介

護などを行うとともに創作的活動または生産活動の機会を

提供する。 

 本園 定員４２人 登録人数４５人 

分場 定員１５人 登録人数１３人 

②概要 

 共通：新規利用者の受け入れは本園２名、分場１名となる。法人理念を基

本とし、利用者一人一人に寄り添い、思いや要求を汲み取るよう支

援を実践した。 

本園：利用者編成は３グループ制にて実施し、利用者の行動が年々変化す

ることに対応し、個々にあった作業活動を提供した。 

分場：通常の支援と共に、近隣娯楽施設を利用してカラオケやボウリング

外出を実施し、利用者が幅広く楽しめる活動内容を提供した。 

③施設内活動  

作業活動  古紙回収、缶つぶし、農地園芸、陶芸、手工芸、公園清掃等 

運動    運動広場（グループでの運動活動）、ストレッチ等 

講師活動  リトミック、アート活動、運動広場、陶芸活動等 

クラブ活動 音楽、散策、喫茶、癒し等 

④施設外活動 公園散策、図書館利用、おやつ作り等 

⑤外出活動  １０月以降に、一人１回の予定で実施。 

⑥年間行事  施設のお祭り以外は、概ね通常通りに実施。 

月 内      容 月 内      容 

4月  10月  

5月  11月 施設お祭り 

6月  12月 クリスマス会 

7月 盆踊り会 1月 新年会 

8月  2月  

9月  3月 桜の集い・茶話会 
 



 

（２）利用状況 

①障害支援区分 

＜本園＞ 

区分６ 区分５ 区分４ 区分３ 区分２ 区分１ なし 計 

２５人 １３人 ６人     ４４人 

 

＜分場＞ 

区分６ 区分５ 区分４ 区分３ 区分２ 区分１ なし 計 

７人 ３人 ３人     １３人 

 

②障害の程度 

＜本園＞ 

  
身体障害者手帳 

計 
  

精神障害者保

健福祉手帳 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 なし   １級   

愛
の
手
帳 

１度 1人             １人 2人   ２級  

２度 7人 3人   1人       24人 35人   なし 44人 

３度 2人             1人 3人   計 44人 

４度               １人  １人       

なし 2人 1人             3人       

計 12人 4人  1人    27人 44人       

 

＜分場＞ 

  
身体障害者手帳 

計 
  

精神障害者 

保健福祉手帳 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 なし   １級   

愛
の
手
帳 

１度        1人      2人 3人   ２級  

２度      1人      9人 10人   なし 13人 

３度                  計 13人 

４度                        

なし                      

計     2人   11人 13人       

 

（３）苦情件数、事故件数 

項目 件数 主な内容と対応 

苦情 0件 - 

事故 1件 

男性職員が女性利用者の衣服を直す際、不適切な支援があり、調

査の結果虐待認定された。関係機関と連携を取りながら再発防止

策を徹底した。 

 



３．指定管理に関する業務の収支 

項 目 金 額（円） 備 考 

収入計 303,131,390   

  受託事業収入 300,402,265 区指定管理料（処遇改善加算含む） 

  その他収入 2,729,125 利用者食事代など 

支出計 303,131,390   

  人件費 173,497,623 常勤２１人 非常勤１１人 

  事務費 103,608,830 維持管理、給食調理、送迎委託等 

  事業費 16,730,737 利用者諸経費 

  その他 9,294,200 繰入金支出 

収入－支出 0   

 

４．事業計画書で提案した事業等の実施状況 

（１）利用者支援 

＜虐待防止の取組み＞ 

（共通） 

  令和５年８月に発生した虐待事案に対し、まず法人本部・世田谷区に報告を

行い、状況を把握した上で家族に謝罪を行った。施設内では、現状把握および

課題の抽出を行い、漏れのない情報共有を徹底するため、会議やミーティング

は全職員が出席できるよう、非常勤職員の契約時間変更や、会議で発言したい

内容を記入する書式の作成等、仕組みづくりを行った。また、虐待のない施設

運営とするため、第三者委員による聞き取り調査の実施等、外部の目による客

観的な指摘を取り入れる仕組みを整えた。また、現場職員からの発信による課

題の抽出をおよび検討を踏まえた、研修・支援技術・職員教育等についての標

準化や具体的な改善計画立案を行い、再発防止策を徹底した。 

＜支援状況＞ 

（本園） 

日中活動は、利用者の行動特性や生活ペースを考慮して分けられた３グル

ープ体制を基盤として令和４年度同様に実施した。作業活動やクラブ活動も

引き続き利用者が希望の活動を選択して参加した。職員は基盤グループと活

動ごとに担当を決め、活動内容や利用者状況によって柔軟に職員配置を行い、

より利用者個々に応じた支援ができるよう配慮した。 

クラブ活動では、音楽クラブや癒しクラブでボランティアの受け入れを再

開した。また、絵本の読み聞かせや、学生の方による音楽演奏も施設に来所し

てもらい、利用者の日常支援の充実に努めた。 

（分場） 

利用者の活動においては、令和４年度同様、健康状態を確認し、運動の確保

と気分転換を目的に１日１回は散策活動を取り入れた。リトミック・陶芸・ア

ートの外部講師活動や作業活動も継続的に行った。月１回の書道活動も行い、

作品を施設内に掲示した。 

新型コロナウイルス感染予防策として、今年度はアロマ活動のボランティ



アの受け入れは中止したが、活動部屋にてアロマオイルを焚き、癒しの空間

を提供した。また、フラワーアレンジメントは感染状況を見ながら、ボランテ

ィアの受け入れを行った。 

（共通） 

令和５年度は、５月・１１月・３月に家族会を開催した。新型コロナウイ

ルスが５類感染症となり、施設内での感染者数が減った事で安定して開催が

出来た。施設の運営や行事の進め方なども、家族にその都度主旨を説明し、

理解を得られるよう行った。個別面談は、電話か実習所に来所して行うかそ

の都度家族に確認して実施した。 

     日々の情報交換は、連絡ノート（サービス提供記録）や電話・FAXも活用

して個々の家族との意思疎通と信頼関係作りを継続して行った。 

（２）地域との関わり障害理解の促進 

＜ボランティアの募集・活用＞ 

（共通） 

ホームページや広報紙、社会福祉協議会、施設前の掲示板等で募っている。 

活動内容を細分化し、なるべくボランティアの方が得意な事で参加してもら 

えるよう体制は整えている。感染状況を見ながらではあったので、これまで 

来所してもらった方を中心にこちらから声をかけて行った。 

（本園） 

絵本の読み聞かせボランティアは、年４回受け入れを行った。学生の方に 

    よる音楽演奏は、年２回実施した。 

（分場） 

フラワーアレンジメントのボランティアを定期的に受け入れた。 

＜近隣の学校、町会、商店街との連携＞ 

（共通） 

等々力保育園の園児によるクリスマス会でのアトラクション披露は、保育

園の工事に伴う移転の為、依頼が出来なかった。八幡中学校の避難所開設訓

練は、新型コロナウイルス感染予防対策のため、令和５年度も中止となった。

近隣商店街とは、喫茶活動でデザートをテイクアウトして関係作りを継続し

た。 

（本園） 

商店街とは古紙回収作業での挨拶や、さくら草のプランターの設置などを

行っている。その繋がりから、施設行事のぼんぼんぼん祭りの模擬店販売に

数年前から複数の商店の参加があり、地域との結びつきを強めることに繋が

った。令和２年３月から行っている、玉川田園調布会の防犯パトロールへの

協力で、日中活動の散策の際に職員が防犯パトロール札を付けて出かけ、地

域の防犯活動の取組みに引き続き参加した。 

（分場） 

町内会主催のイベントに継続的に参加し、自主生産品を販売していること

や、フラワーアレンジメントで使用する花を毎月近隣の花屋で購入している

ことで、町会や商店街との連携を継続した。 



＜地域交流＞ 

（共通） 

例年実施していた、盆踊り会での九品仏社協の踊り手や、施設設備の貸し

出し等は中止とした。 

（本園） 

令和元年度から継続している地域の清掃活動に参加し、令和５年度は九品

仏６丁目広場の清掃を毎週火曜日の午後に利用者、職員で行った。 

（分場） 

「中町分場通信」を年１回発行し、中町２丁目の地域に回覧した。園芸活動

では、花壇の花や野菜に水やりを行いながら、近隣住民との関係作りにつな

げた。町内会主催の避難訓練への参加や、地域主催の行事で自主生産品の販

売等については、新型コロナウイルス感染予防のために見送った。アロマ活

動で使用する花の購入や日々の散策等で交流を深めた。 

 

（３）危機管理 

＜防災・防犯について＞ 

（共通） 

毎月１日（施設開所日）に家族を対象とした、１７１災害伝言ダイヤルを令

和５年度も実施した。防犯対策として催涙スプレーやさすまたを常備すると

ともに、不審者対応マニュアルに基づき、職員への研修、周知を徹底し、非常

時に対する安全意識を高め、利用者の安全・安心な施設生活の確保を図った。 

＜避難訓練について＞ 

（共通） 

本園・分場それぞれに、本園２回・分場１０回実施した。１月には法人の総

合防災訓練を実施。大地震時の初動対応についての机上訓練と、法人本部と

施設を結んだセコム安否確認訓練を行った。２月は職員対象の１７１訓練、

３月はセコム安否確認訓練を法人内の施設単位で実施した。 

＜衛生管理について＞ 

（共通） 

     新型コロナウイルス感染症は令和５年の５月から、５類感染症になったこ

とで、施設での感染対策も一部変更を行った。朝、昼、夕の消毒作業は朝の

みとし、パーテーション設置も減らした。ただ、食事場面は飛沫感染の可能

性が高いため、継続してパーテーション設置を行った。施設内でのコロナウ

イルス感染状況も多少はあったものの、拡大する様子は年間通して見られな

かった。 

また、インフルエンザやノロウイルス対策に有効である空気清浄器兼加湿

器を活用している。日々の清掃でもミニクローラ水を使用し、衛生管理に努

めた。 

 

（４）人材育成・活用 

＜職員研修について＞ 



（共通） 

外部研修と法人研修、施設内研修を実施した。外部研修は東社協主催のリ

ーダー研修、世田谷区主催の視覚障害の理解等に参加した。法人研修では、施

設長研修・組織サーベイ研修・コンプライアンス行動計画・事務員・栄養士研

修に参加した。施設内研修では、３つの委員会（リスクマネジメント・虐待防

止・支援向上）が主催し、職員会議日に年間それぞれ１～２回ずつ研修を行っ

た。リスクマネジメントでは、PDCA サイクルを取り入れた内容で、行事の準

備をテーマにグループワークを行った。準備の役割分担や連携を主に、担当

以外の職員も協力しやすいシステム、当日の動きなどの明確化を考え、次回

の行事から活かした。支援向上委員会では、食事介助をテーマに栄養士が嚥

下等の説明を行い、ロールプレイを用い職員同士で介助を行い、利用者支援

に活かせるよう行った。虐待防止委員会では、アンガーマネジメントをテー

マに、怒りの仕組みや、普段どのような時に怒りの感情が出るかなどをグル

ープワークで話し合った。併せて、虐待事案の再発防止に向け研修体制の見

直しを行った。虐待防止委員会による施設内研修として、アンガーマネジメ

ント、他施設での虐待事例をテーマにグループワーク等を実施した。 

＜実習生の受け入れについて＞ 

（共通） 

令和５年度は、教員免許取得のための介護等体験の実習を再開した。特別

支援学校については、例年通り見学や実習生の受け入れを予定通り実施でき

た。 

＜職員メンタルヘルスについて＞ 

（共通） 

法人全体で、年に一度職員を対象にストレスチェックを実施した。結果は

個人あてに配付され、本人のストレス度や今後気を付けることなどが記載さ

れている。メンタル面のセルフマネジメント研修をシリーズで実施し、職員

が自分に向き合える機会とした。また、自分の個人的な事情や業務上気にな

ることなどを上長と共有できるように、年間に２回の施設長との面談を設け、

抱え込まないで済む体制作りを心掛けるとともに、特定の職員に業務が集中

しないよう役割を分担する事や、残業時間が増えないよう日中に業務を行え

るよう工夫をした。 

 

５．事業実績の評価と改善の取組み（指定管理者による評価） 

（１）利用者支援に関しては虐待防止を重要課題として捉え、改善計画に基づき、職

員間の情報共有の強化や倫理観を高める取組みを行った。また、引き続き各委

員会開催の施設内研修・日中活動の見直し・不適切な支援の振り返り・虐待防

止セルフチェックの実施・職場風土改善（コミュニケーション力アップ）の取

組み等を計画的に行い、支援の向上に繋げた。また、サポーターズカレッジの

ウェブ研修を活用し、障害特性や支援の理解に繋げる機会とした。 

（２）災害対策については、施設内の備蓄物品のチェックと入れ替え、補充を令和５

年度も引き続き行った。また、法人防災委員会策定の防災チェックシートによ



る建物点検も防災委員が毎月実施した。リーダー職員が法人の防災委員として

総合防災訓練に取り組むことで、職員の防災意識を高める事に繋がった。 

（３）地域施設との連携や福祉ネットワークの構築に向けて、玉川エリア自立支援協

議会には、今年度より現地集合型で参加した。玉川支援ねっとについては、利

便性を考慮しズームで会議に参加した。年度末には、現地集合型で職員向けの

メンタルヘルス研修を行い、地域の施設の職員が集まって実施する事が出来

た。オンラインを活用しながら、一部集合型を再開することでコミュニケーシ

ョンが活性化し関係の構築が深まった。 

（４）職員配置では、本園・分場とも派遣職員を導入することで、予定通りの人員配

置で行えた。ただ、次年度に宿泊や外出等が予定されていた為、あと１～２名

の採用も考慮していたが、採用までには至らなかった。また、都への申請で提

出する加算として、「福祉専門職員配置等加算Ⅰ（福祉専門職員の配置を評価

する加算）」について一番高い加算を取得しており、継続的に専門性の高い職

員を配置できている。現在、常勤の看護師が令和３年度に退職し、その後募集

をしたが採用には至っていない。支援の非常勤職員で令和３年度に採用した職

員が看護師資格を持っているため、引き続き非常勤看護師として勤務に就いて

いる。一定の条件を満たした応募者の確保には、派遣事業の活用が有効であ

り、派遣職員から常勤職員への登用があった。 

 

６．事業実績の評価（施設管理所管課による評価） 
① 令和 4年度評価結果に対する現在までの取組み状況 

虐待の件を通じ、繰り返さないよう利用者支援の一層の向上に向けて、全職員で虐待につ

いて学び直し、各研修を受講とフィードバックを行う等、再発防止と職員の資質向上に繋が

る取組みを行った。 

② 項目別評価結果 
評価点 

３：要求水準を上回っており、優れた点がある   １：要求水準を満たしているが、一部課題がある 

２：要求水準を満たしている           ０：要求水準を下回っている（改善指導等が必要となる） 

評価分類及び評価 

１．施設の維持管理 １２ 

設備・機器等の保守管理 2/2 備品の管理 2/2 

施設の修繕 2/2 第三者委託 2/2 

清掃・衛生管理 2/2 環境配慮 2/3 

２．施設の運営 １８ 

設置目的等の理解 2/3 個人情報の漏洩防止 2/3 

サービス提供 2/2 障害者差別解消法 2/3 

職員配置 2/3 地域との関わり 2/3 

障害者等の雇用 2/3 区内事業者の活用等 2/3 

個人情報管理 2/3   

３．事故や緊急時等への対応 ５ 

事故防止等の対応 1/3 緊急時に備えた訓練 2/3 

緊急時の対応 2/3   

４．サービス向上の取組み １７ 

職員研修 2/3 利用者の意向 2/3 

利用者への案内 2/3 利用者意向の反映 1/3 

利用しやすい環境整備 2/3 施設利用の促進 2/3 

利用者対応 1/3 苦情等への対応 2/3 

接遇 1/3 苦情等に対する改善 2/3 



５．収支状況 ６ 

適正な予算執行 2/3 金銭管理 2/3 

経費の効率化 2/3   

６．改善の取組み ２ 

改善の取組み 2/3   

③ 項目別評価結果 

総合評価 
Ｓ：管理運営が良好で優れた取組み成果がある（配点の８０％以上） 

Ａ：管理運営が良好である（配点の７０％以上） 

Ｂ：管理運営は概ね良好だが一部に課題がある（配点の６０％以上） 

Ｃ：管理運営に課題があり改善が必要である（配点の６０％未満） 

評価分類 評価 評価結果説明 

１．施設の維持管理 １２／１３  

２．施設の運営 １８／２６  

３．事故や緊急時等への対

応 

５／９ 
事故への迅速な対応に一部課題がある。 

４．サービス向上の取組み １７／３０ 今回の事故をきっかけに、職員が共有する支援方法

が一部不十分であった。 

５．収支状況 ６／９  

６．改善の取組み ２／３  

合計 ６０／９０  

評価 Ｂ 管理運営は概ね良好だが一部に課題がある。 

④ 年度評価所見 

概ねの項目において一定の要求水準を満たしているが、管理運営の一部に課題もある。課

題解決に向け、研修を活用した権利擁護の意識の醸成や情報共有の徹底等による風通しの良

い職場風土づくりに努める等、利用者が安心して過ごせるよう職場全体で支援の充実に取り

組んでいることを踏まえ、総合評価をＢと判断する。 

⑤ 評価結果に対する今後の対応（指導・調整事項） 

一部水準を満たしていない点があったため、今後も虐待の未然防止や早期発見、迅速な対

応を心掛け、利用者の権利擁護に向けた職員の意識啓発を図る取組みを行うよう再発防止策

を徹底する。また人材を確保するだけでなく育成に力を入れ利用者支援の向上と職員の資質

向上に繋がる取組みを促していく。 

 



令和５年度 指定管理施設の事業報告 

 

１．指定管理施設の概要 

（１）施設概要 

施設名称：世田谷区立千歳台福祉園 

施設住所：世田谷区千歳台３－３１－９ 

   指定管理者：社会福祉法人せたがや樫の木会 

指定期間：令和２年４月１日～令和７年３月３１日 

 

（２）対象者 

主に知的障害者 

 

２．業務実績、利用状況に関する事項（令和６年３月３１日現在） 

（１）事業内容 

①実施事業 

生活介護事業：介護を必要とする方に、昼間、入浴・排せつ・食事の介護な

どを行うとともに創作的活動または生産活動の機会を提供す

る。 

定員 ４５人 登録人数 ４９人 

②概要 

新規利用者２人を受け入れ、５０人での事業開始となったが、９月に利用

者１名が群馬県内の共同生活援助施設へ異動し最終的には４９人となった。 

支援内容に関しては、ＡＤＬ（日常生活動作）及びＩＡＤＬ（日常生活関

連動作）の生活支援を基本に据え、意思決定に重きを置き、より本人らしい

充実した生活に向けた支援を行った。 

③施設内活動  

創作活動    機織り、刺繍、ビーズ通し、フェルト手芸、絵画、スプレ

ーアート、ステンシル等 

生活学習    理学療法士による機能訓練、音楽、調理、カラオケ等 

④施設外活動 

運動等     水泳、散策、軽運動等 

外部活動    販売活動、農作業体験等 

⑤外出活動    砧公園、芦花公園、地域の公園、グループ外出、 

個別外出、ひまわり荘宿泊、園内宿泊、宿泊旅行 

⑥年間行事 

月 内      容 月 内      容 

4月 入所式・家族会 10月 体験宿泊・家族会 

5月 体験宿泊 11月 家族会 

6月 体験宿泊・園内宿泊 12月 園内宿泊 

7月 体験宿泊・家族会 1月 

成人式・新年会 

家族会・個別外出・宿泊旅行

（千葉県） 

8月 体験宿泊 2月 宿泊旅行（千葉県） 

9月 第 19回秋桜祭・家族会 3月 家族会 
 

 



（２）利用状況 

①障害支援区分 

区分６ 区分５ 区分４ 区分３ 区分２ 区分１ なし 計 

２７人 １３人 ９人     ４９人 

 

②障害の程度 

  
身体障害者手帳 

計 
  
精神障害者保健

福祉手帳 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 なし   １級   

愛
の
手
帳 

１度 1人             2人 3人   ２級 1人 

２度 7人 7人 2人        28人 44人   ３級  

３度 1人              1人   なし 48人 

４度                     計 49人  

なし               1人  1人       

計 9人 7人 2人        31人 49人       

 

（３）苦情件数、事故件数 

項目 件数 主な内容と対応 

苦情 １件 

・帰りのバスの入庫をするため、待機していた送迎バスの車両に対

し、施設へ対し匿名で停車しないようにと電話が入った。謝罪する

とともに、バス会社と協議する旨を伝えた。協議のうえ別場所での

待機するようバス会社に伝え、その旨を警察署へも情報共有した。 

事故 ３件 

・朝の受け入れ時にバスが利用者を乗せたまま出発し、30ｍ動いた

ところで乗務員が気付き引き返し降車させた。施設とバス会社で降

車確認の改善を図り、再発防止に取り組んだ。 

・帰りの送迎中、突然路地から乗用車が出てきたため右に急ハンド

ルを切り車両後部の尻振が電柱に接触した。怪我等はなかった。バ

ス会社に対し、通常時の運行に問題がないか確認し再発防止に努め

るよう指導した。 

・利用者の不穏になった動きに恐れを感じた職員が過度な力で行動

を制止し乱暴な言葉かけがあった。法人と共に不適切な行為として

調査を行い、再発防止に向け全職員で虐待についての情報共有と意

見交換の場を設けた。虐待防止・権利擁護の研修を実施し、倫理綱

領と行動規範等、統一した意識と正しい認識を持って支援にあたる

よう再発防止を徹底していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３．指定管理に関する業務の収支  

項 目 金 額（円） 備 考 

収入計 258,465,663  

  受託事業収入 257,748,532 区指定管理料（処遇改善加算含む） 

  その他収入 717,131 雑収入等 

支出計 258,465,663  

  人件費 146,506,790 常勤 19人、非常勤 6人、派遣 3名等 

  事務費 91,227,377 業務委託費（送迎・給食）、研修研究費等 

  事業費 8,853,782 保健衛生費、教育指導費、教養娯楽費等 

  その他 11,877,714 退職給付引当資産、法人事務費 

収入－支出 0  

 

４．事業計画書で提案した事業等の実施状況 

（１）利用者支援 

＜支援の視点＞ 

各利用者のライフステージとニーズに合わせた個別支援計画のもと、利用者の 

個別目標の達成に向け支援を行うとともに、利用者が活動内容を選択できる機会 

を多く設定し、自ら選択する力を養うよう取り組んだ。利用者の希望を実現する 

ため利用者と相談しながらイベントの企画や作品制作などを行い、より自己実現 

の充実が図れるよう支援した。 

週間予定として「作業・創作活動」、「余暇活動」、「散策」、「音楽」、「機能訓練」 

等の基本プログラムを行った。「水泳」は 4年ぶりに再開し、利用者の満足度向上

に繋げた。 

月間予定として「クラブ活動」、「ヘアカット」、「内科、精神科の嘱託医による診 

察」、「理学療法士によるリハビリテーション」、「心理相談」を行った。 

 外出行事については、グループ外出と個別外出を実施した。グループでは新た 

な体験内容を多く取り入れ、個別では行先やプログラムを本人意思確認の上で実 

施したことで、利用者、家族からも好評を得た。クラブ活動では数種類の体験す 

る場を設け、利用者が選択した活動を 1年間実施するなど多様な経験に繋げた。 

 行事では、季節に合わせたイベントを開催するとともに、入所式、成人式・新

年会、クリスマスフェス、体験宿泊、宿泊旅行を実施した。特に新たに開催した

クリスマスフェスでは、利用者の出演者を募り、職員と一緒に相談しながらニー

ズの充足を図るとともに、全体で楽しめる内容を提供し好評を得た。 

＜権利擁護への取組み＞ 

健全な組織体制・風土の構築に関しては、全職員を対象にしたセルフチェック

リストを活用した業務に対する姿勢の見直しや、権利擁護研修、身体的拘束適正 

化研修などを行うとともに、身体拘束適正化委員会及び新たに権利擁護・虐待防 

止委員会を立ち上げ、接遇の向上、利用者支援、身体拘束の適正などについて議 

論し職員会議で共有し意識の向上を図った。 

9月に利用者への不適切な支援に係る通報を契機に、法人が独自の調査を進め 

事実関係を把握した。直ちに法人として臨時の家族会を開き、再発防止に取り組 

むことを報告した。また、一連の調査から対応の難しい利用者の支援についての 

課題が明らかになったことから、職員を対象に権利擁護・虐待防止、身体拘束適 

正化、アンガーマネジメント等の研修を実施して意識を高めた。さらにリーダー 



会議、虐待防止・権利擁護委員会及び職員全体での話し合いを重ね、利用者支援 

の共有、接遇の強化、セルフチェックリストの見直し、虐待に関する掲示等の改 

善策を講じ、再発防止を徹底していく。 

＜給食提供＞ 

食事に関しての嗜好調査と試食会を実施した。食事提供業者と毎月 1回行って 

いる食事提供会議では、前月の食事提供に関して協議のうえ改善点を洗い出し、 

今後の献立作成に活かすことでより良い食事提供につなげた。また、世田谷で育 

てた野菜「せたがやそだち」を使用し、地産地消に寄与した。さらに、季節メニュ 

ーや毎月「誕生日メニュー」、「ご当地グルメ」の日を設定し提供するとともに、レ 

シピを「食と健康の便り」に掲載した。インスタグラムにも投稿し、取組みを知っ 

てもらう機会とした。 

＜家族支援＞ 

家族会は集合とオンラインどちらでも参加できるよう配慮した。感染予防を図 

るとともに、事業所に来られない家族も参加できるため好評を得た。 

また、連絡網サービス（フェアキャスト）を導入した。感染症状況や、悪天候の 

対応情報などを伝える際の利便性が高まり、家族負担を軽減することが出来た。 

家族より要望があった際には、個別面談の開催や相談支援事業所とのモニタリ 

ング同席、サービス担当者会議時に参加するとともに、必要に応じてサービス担 

当者会議開催の提案や相談支援事業所との情報共有を積極的に行い、包括的な支 

援を行った。家族会の負担軽減のため、秋桜祭の応援内容を大幅に変更した。家 

族の負担が減ったことで、家族も秋桜祭を楽しむことができたと好評であった。 

 

（２）地域との関わり 障害理解の促進 

  ＜地域団体との連携＞ 

第 19回秋桜祭を家族会、地域の女性会及び地域の各団体代表と企画し共同で開 

催した。運営委員会を設置し準備を進め、当日は 70余名のボランティアの協力を 

得て盛大に開催され好評を得た。また農業体験や、フェリーチェへの納品活動、 

法人美術展の受付係、ふれあいフェスタの販売などを行うとともに、今年度新た 

に祖師谷駅前販売を毎月最終水曜日に行った。常連のお客様もおり社会参加とと 

もに地域の方々との交流及び障害理解の促進に努めた。 

同じ地域の㈱トップアートと委託販売契約を結び作品を置いてもらい販売に繋 

げた。その他二子玉川の図書館カウンター、三軒茶屋の高齢者相談センターにも 

作品を置いてもらった。また世田谷区の ECサイト「せせせ」に参加し、発信の場 

とした。 

＜ボランティアの活用＞ 

新型コロナウイルス感染症が 5類に移行したためボランティア協会を通じてボ 

ランティア募集を行った。また、近隣の大学やシルバー人材センターなど地域資 

源を活用し新規ボランティアを受け入れた。また昨年度に引き続き夏ボラの受け 

入れを行った。利用者との関わりの中で障害理解の促進に努めた。またヘアカッ 

トボランティアの協力も得た。 

令和 5年度のボランティア受入れ実績は以下の通りだった。 

・園登録者数 ：571名(令和 5年度の新規登録者数は 43名) 

・活動延べ日数：84日 

・活動延べ人数：163名(支援ボランティア 76名、行事ボランティア 87名) 

・ヘアカット ：全 12回（延べ利用者数 166名） 

＜地域交流＞ 



第 19回秋桜祭を 1階地区会館利用者と合同で開催した。千歳台小学校、塚戸

小学校へ利用者がチラシを持っていき全校生徒へ配布をしてもらうとともに、近

隣へポスティングを行った結果多くの地域からの参加があった。また、地域の飲

食店へ模擬店の出店をお願いし、5店舗の出店に繋げた。当日の様子については

福祉新聞に掲載された。 

農業体験や、フェリーチェへの納品活動、法人美術展の受付係、ふれあいフェ 

スタ、キャロットタワーでの販売、祖師ヶ谷大蔵駅構内での作品販売などを行う

ことで社会参加に結びつけ、地域との交流を深めた。 

   地域交流の一環として近隣で活動している NPO法人 ONESTEP音楽スタジオのワ 

ークショップを 3回開催した。また、事業所内で「太朗バンド」のコンサートを 

開催した 。 

長年交流のある音楽デュオ「かのんぷ♪」よりツアーグッズの作成依頼や日本 

大学のボランティアサークル「ブバルディア」より学園祭での綿菓子の容器のイ 

ラスト作成の依頼があり、利用者が描いた絵をもとに作成し、地域との交流や社 

会参加へ繋げた。また SNSを頻繁に更新し、活動や作品、イベント等の発信を続 

けたことで、一年間でフォロワーが 150人以上増え、見学や販売の際に SNSを見 

ている旨を伝えられることが増え、広報として活用した。 

 

（３）危機管理 

＜防災避難訓練・防犯＞ 

年間計画に沿って、「エレベーターを使用しない避難訓練」、「螺旋階段を使用し 

た避難訓練」等、計 10回の避難訓練を実施した。災害時に利用者家族と職員の連 

絡手段となる災害時伝言ダイヤル 171や災害伝言板 Web171を使い連絡訓練を行っ 

た。また、震災想定の園内宿泊と引き渡し訓練及び一時避難場所への避難訓練を 

実施した。 

防犯に関しては呼び笛の貸与やさすまたの保管場所、防犯スイッチの確認等、

図上訓練にて実施した。 

＜衛生管理＞ 

事業所内研修において吐しゃ物処理の演習や、感染症・熱中症研修を行い、衛 

生管理・安全対策を徹底した。新型コロナウイルス感染症に関しては利用者 12名、 

職員 11名、インフルエンザに関しては、利用者 3名、職員 1名の感染を確認した 

が、事業所内での感染はなかった。また新型コロナウイルス感染症ワクチン及び 

インフルエンザ予防接種を実施した。 

＜安全対策＞ 

サービス向上委員会では、職員間で気付きを得るため、積極的な「ヒヤリハッ 

ト」の提出を周知した。職員内会議でも報告の時間を設け、結果として 156件の 

報告があった。ヒヤリハット報告書を作成するとともにサービス向上委員会で集 

約して、傾向と対策を検討し、職員会議で報告を行った。また法人内のリスクマ 

ネジメント委員会と連携し、事故報告をもとにＳＨＥＬ分析を行うとともに、防 

災訓練、防犯訓練、感染症対策のためのリスクマネジメント研修を行い、職員間 

で意識を高め、事業継続計画（BCP）を実施し安全対策を行った。 

 

（４）人材育成・活用 

＜研修計画＞ 

人材育成に関しては、法人の研修計画及び個人別研修計画に沿って計画的に実 

施するとともに、外部研修（福祉職員キャリアパス対応生涯研修（東京都社会福 



祉協議会主催））や支援力向上、職場環境（世田谷区福祉人材育成・研修センター

主催）等を積極的に受講した。また、職場全体で学ぶという意識を持ち、研修に参

加しやすい体制を作ることでより多くの研修受講につなげた。また、回覧などによ

る情報共有やケース検討、法人実践報告会、園内実践発表会等を行うことにより、

職員の意識向上など研修成果も高くなった。研修の受講回数は 51回、延べ 295名

が参加した。 

＜働きやすい職場づくり＞ 

計画的な業務の実施や勤務時間内の会議の設定、有給休暇の取得の推進を行っ 

た。働き方関連法に基づき、有給休暇を取得しやすい職場づくりに職員全員で取り

組んだ。また、全職員に対し、法人の衛生委員会によるストレスチェックを実施す

るとともに、フォローアップ面談・個別面談の希望を基に施設長との面談、個人カ

ウンセリングの案内の配布を行った。事業所内においても、メンタルヘルス研修を

開催し、メンタルヘルス対策を行った。 

 

（５）実習生の受け入れ 

 ＜施設実習＞ 

特別支援学校等からの実習生は、東京都立青鳥特別支援学校 14名（3年生 7名、 

2 年生 3 名、1 年生 4 名）、八王子盲学校 1 名・都立光明学園１名・文京盲学校１ 

名、東久留米特別支援学校１名・横浜訓盲学院１名・都立武蔵台学園１名、合計 20

名の生徒を校外実習として、また他施設利用者の実習を７名受け入れた。 

＜福祉実習等＞ 

福祉人材育成の実習生では、介護等体験学生(東京都社会福祉協議会斡旋)として

二松学舎大学から学生 13名を 8月～10月にかけて受け入れた。 

社会福祉士相談援助実習では駒澤大学から 10 月に学生 6 名、日本大学から 2 月

～3月に 9名、専門学校高崎福祉医療カレッジから 6月～7月に学生 1名の計 16名

を受け入れた。 

中高生のボランティア体験では、普連土学園高等学校から 8名を受け入れた。 

 

５．事業実績の評価と改善の取組み（指定管理者による評価） 

＜利用者支援＞ 

施設全体で不適切な支援を根絶するため、職員全体で正しい知識の習得や意識改 

革を行い、法人サブミッション、ゴールを軸に、利用者のニーズを基に個別支援計画

を作成し、計画及び事業所ゴールで掲げる社会参加に沿って利用者と相談しながら

活動や行事を設定し、ニーズの充足に努めるとともに、新たな経験につながる内容を

模索し提供した。医療的ケアの必要な利用者の宿泊旅行にもリスク管理を行いつつ、

家族と連携し安全に実施することができた。また相談支援事業所や家族からの依頼

を受けサービス担当者会議や、モニタリング、区分認定調査等への参加や、事業所か

らサービス担当者会議を要請するなど多職種との連携を密に図り、包括的な支援を

行った。 

＜地域との関わり＞ 

第 19回秋桜祭を地域団体と合同で 4年ぶりに全面開催した。地域団体や関係者、 

近隣住民、70 名を超えるボランティアとの交流の場として大きな役割を果たした。 

地域のニーズを充足しつつ、高齢に伴う参加者の減少が課題となりつつあったため、 

今年度は近隣の児童が気軽に参加でき、また地元のお祭りとして定着につながる工

夫をして開催した。チラシを配った千歳台小学校や塚戸小学校からも来場者が多く、

老若男女が楽しめた秋桜祭となった。 



今年度、初めて日本大学の障害者支援団体「ブバルディア」との交流の機会を持っ

た。秋桜祭のボランティアや学園祭での利用者の絵の活用などを行うとともに次年

度に向けてお互いに意見交換を行った。 

  創作品やタ染色作品、革細工等の作品を販売するとともに、千歳台ブランドと 

してトートバックや陶芸作品、Ｔシャツの販売を行った。作品作りを通じて自己表 

現に繋がるよう支援するとともに、社会参加への繋がりとなった。また、利用者が 

制作した作品を自ら販売することで達成感を得られるよう、インターネットショッ 

プ「かしのきネットショップ」の運営や、わくわく祖師谷や、ふれあいフェスタでの 

販売、世田谷区の ECサイト「せせせ」への参加に加え、新たに小田急線の祖師ヶ谷 

大蔵駅での販売も開始した。こうした活動をインスタグラムで発信した。販路の拡 

大に繋がり今年度の売り上げは約 694,000円と過去最高を記録した。 

 ＜人材育成・業務改善＞ 

施設全体で不適切な支援を根絶させるため、法人内のリスクマネジメント委員会、

施設内のサービス向上委員会と連携しヒヤリハットや事故報告をもとにＳＨＥＬ分

析を行うとともに、再発防止の取組みを行った。また、リスクマネジメント研修を行

い職員間で虐待に対する意識を高めた。 

業務改善に関しては、計画的な業務の実施や勤務時間内の会議の設定、働きかた

改革による有給休暇の取得推進を行ったことで、有給休暇の取得率を昨年度以上に 

向上させることが出来た（75.9％）。また、ノー残業デイの設定、職員不足の際の 

派遣職員の利用、様々な家庭の事情に考慮した対応、職員の不調などがあった際の 

業務の見直しなど職員間で連携しながら働きやすさに繋げた。 

 ＜実習受入れ＞ 

新規通所希望者については、グループホームめぐりの開所と相まって、特別支援 

学校から 20名、他事業所から 7名の計 27名と、多くの実習を受け入れた。面接時 

や実習期間に丁寧にご家族の話を伺うことや、実習生に対し丁寧に対応していくこ 

とで、今年度も多くの実習生が当施設を第一希望とし、実習内容についても評価を 

得たものと認識している。 

 ＜福祉避難所＞ 

大規模災害発生時の福祉避難所として、福祉避難所連絡会に参加するとともに、 

世田谷区ＭＣＡ無線の操作訓練の参加など災害発生時の福祉避難所開設、運営に備 

えた。また、備蓄品のチェック等を行うとともに、事業所内で災害時宿泊訓練を行 

い、有事に備えた。 

＜第三者評価受審とその対応＞ 

第三者評価を受審し、利用者は 50名中 13名（26％）、家族は 50名中 24名（48％） 

の回収率であった。評価が高い回答は『計画やサービス内容』について 96％、『利用 

者が困った時、職員が助けてくれるか』について 92％、『職員の言葉使いや態度、服 

装等』・『活動を楽しんでいるか』について 92％であった。一方、評価が低い回答を

としては、『生活スペースは清潔で整理されているか』が 33％と最も高く、ついで『設

備は安心して使えているか』が 21％、『利用者同士の交流など、仲間との関わりは楽

しいか』が 12％のとの結果であった。その他に関しては、概ね良い結果となった。   

課題として、『権利擁護と虐待防止』についてあげられた。職員研修やサービス向

上委員会の実施、ヒヤリハット報告書を職員から募集し職員全体で共有すること 

で、利用者一人ひとりに丁寧・適切な支援を行う意識の醸成を図っている。 

 

 

 



６．事業実績の評価（施設管理所管課による評価） 
① 令和４年度評価結果に対する現在までの取組み状況 

インターネットを活用し販路拡大に繋げ過去最高の売上げを達成し、働きやすい職場づくりの

ため、計画的な業務の実施や勤務時間内の会議の設定、有給休暇の取得推進を行い有給休暇の取

得率を昨年以上に向上させている。一方で施設内にて不適切な支援を発生させたことから、法人

及び施設全体として再発防止の対応を行い、課題の抽出と改善にむけて職員に対する意識啓発と

研修等の取組みを行った。 

② 項目別評価結果 
評価点  

３：要求水準を上回っており、優れた点がある   １：要求水準を満たしているが、一部課題がある 

２：要求水準を満たしている           ０：要求水準を下回っている（改善指導等が必要となる） 

評価分類及び評価 

１．施設の維持管理 １２ 

設備・機器等の保守管理 2/2 備品の管理 2/2 

施設の修繕 2/2 第三者委託 2/2 

清掃・衛生管理 2/2 環境配慮 2/3 

２．施設の運営 １８ 

設置目的等の理解 2/3 個人情報の漏洩防止 2/3 

サービス提供 2/2 障害者差別解消法 2/3 

職員配置 2/3 地域との関わり 2/3 

障害者等の雇用 2/3 区内事業者の活用等 2/3 

個人情報管理 2/3   

３．事故や緊急時等への対応 ４ 

事故防止等の対応 1/3 緊急時に備えた訓練 2/3 

緊急時の対応 1/3   

４．サービス向上の取組み １９ 

職員研修  2/3 利用者の意向 3/3 

利用者への案内 2/3 利用者意向の反映 2/3 

利用しやすい環境整備 2/3 施設利用の促進 2/3 

利用者対応 1/3 苦情等への対応 2/3 

接遇 1/3 苦情等に対する改善 2/3 

５．収支状況 ６ 

適正な予算執行 2/3 金銭管理 2/3 

経費の効率化 2/3   

６．改善の取組み ２ 

改善の取組み 2/3   

③ 項目別評価結果 

総合評価  
Ｓ：管理運営が良好で優れた取組み成果がある （配点の８０％以上） 

Ａ：管理運営が良好である （配点の７０％以上） 

Ｂ：管理運営は概ね良好だが一部に課題がある （配点の６０％以上）  

Ｃ：管理運営に課題があり改善が必要である （配点の６０％未満） 

評価分類 評価 評価結果説明 

１．施設の維持管理 １２／１３  

２．施設の運営 １８／２６  

３．事故や緊急時等への対

応 

４／ ９ 不適切な支援が発生し、今後に向け更なる再発防

止に向けた対策が必要である。 

４．サービス向上の取組み １９／３０ 利用者の支援について一部課題があり、継続的な

虐待の予防と対応が必要である。 

５．収支状況 ６／ ９  

６．改善の取組み ２／ ３  



合計 ６１／９０  

総合評価 Ｂ 管理運営は概ね良好だが一部に課題がある。 

④ 年度評価所見 

概ねの項目において一定の要求水準を満たしている。施設内で不適切な支援が行われたことは

大きな課題であるが、その後、職員体制の見直しや職員全体での意識改革、利用者の自己実現に

繋がる支援の啓発など、再発防止に取り組んでいるため、総合評価をＢとする。 

⑤ 評価結果に対する今後の対応（指導・調整事項） 

一部要求水準を満たしていない点があったため、再発防止策として権利擁護や虐待防止につい

て、研修や意見交換などの機会を設けることで職場全体での意識向上を促すとともに、事故防止

への取組みやリスクマネジメントについても、より一層強化することを徹底し、利用者が快適な

支援が受けられる働きやすい職場づくりを行うよう指導する。 

 



令和５年度 指定管理施設の事業報告 

 

１．指定管理施設の概要 

（１）施設概要 

施設名称：世田谷区立給田福祉園 

施設住所：世田谷区給田５－２－７ 

   指定管理者：社会福祉法人東京都手をつなぐ育成会 

指定期間：令和２年４月１日～令和７年３月３１日 

 

（２）対象者 

主に知的障害者        

 

２．業務実績、利用状況に関する事項 

（１）事業内容 

①実施事業 

生活介護事業：常時介護を必要とする方に、通所することにより主として昼間に排泄

及び食事の介護、生活等に関する相談・助言、創作的活動または生産活動の機会を提

供する。 

    定員 ５０人 登録人数 ５５人 

②概要  

障害特性や活動能力などにより４グループに分けて日中活動を行った。主に自主生産

品の制作や創作活動、健康維持を目的とした活動を実施。また利用者の健康状況の把

握、衛生管理にも重点をおき、ご本人ご家族が毎日安心して利用できる施設運営をめ

ざした。 

③施設内活動 

創作活動： 刺しゅう、ビーズ、ステンシル、グリセリン石鹸、牛乳パックはがき 

その他：  リサイクル作業（アルミ缶つぶし、ペットボトルラベルはがし）、 

ストレッチ、階段昇降、行事準備、創作品展示会用作品作り、園内喫 

茶、クラブ活動（バスハイク、書道、フラワー、スポーツ、おもしろア

ート、太鼓、ゲーム）、ミュージックタイム、表現ダンス、リラクゼーシ

ョン 

④施設外活動 近隣・公園ウォーキング、農園・園芸活動（種まき、収穫、水まき 

花摘み、芋ほり等）、スポーツ（地域体育館）、ドライブ、プール活動 

⑤外出活動  グループ外出  

⑥年間行事（新型コロナウイルス感染症拡大防止のため縮小し実施） 

 

 
月 内容 月 内容 

4月 入園式 10月 電電パーティー 

5月 日帰り外出（～6月） 11月  

6月 パブリックシアター鑑賞 

災害時訓練園内宿泊 
12月 クリスマス会 

7月  1月 二十歳を祝う会 

8月 夏祭り 2月  

9月  3月 年度末納会 

 



（２）利用状況 

①障害程度区分 

区分６ 区分５ 区分４ 区分３ 区分２ 区分１ なし 計 

３３人 １６人 ５人 １人    ５５人 

 

②障害の程度 

  
身体障害者手帳 

計 
  

精神障害者

保健福祉手

帳 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 なし   １級   

愛
の
手
帳 

１度 2人             1人 3人   ２級  

２度 10人 1人 3人 1人 2人     31人 48人   なし 55人 

３度   1人           2人 3人   計 55人 

４度               1人 1人       

なし                        

計 12人 2人 3人 1人 2人   35人 55人       

 

（３）苦情件数、事故件数 

項目 件数 主な内容と対応 

苦情 0件 － 

事故 2件 

・バスに乗る際に連絡帳を含む荷物の受け渡しを行ったが

施設到着後、連絡帳が入っていないことがわかった。遺失

物届も提出したが見つかっていない。日報に荷物等の項目

を設け確認する等の再発防止に努めた。 

・利用者が座っていた椅子の左側から床に落ちた際に、左

手中指が腫れて出血した。病院で脱臼と、皮膚の断裂と診

断され、傷の縫合とギブス固定を行った。見守り・介助を

強化し、再発防止に努めた。 

  

３．指定管理に関する業務の収支 

項 目 金 額（円） 備 考 

収入計 311,586,366   

  受託事業収入 308,905,273 区指定管理料（処遇改善加算含む） 

  その他収入 2,681,093 作品売上、実習謝礼 

支出計 311,586,366   

  人件費 163,090,650 常勤 24人、非常勤 9人 

  事務費 106,809,987 維持管理、給食調理、送迎委託等 

  事業費 26,154,665 利用者諸経費 

  その他 15,531,064 繰入金支出等 

収入－支出 0   

 

 



４.事業計画で提案した事業等の実施状況 

（１）利用者支援 

 ＜災害時、感染症拡大時等における緊急時体制の強化＞ 

    事業継続計画に基づき、アクションカードを使用した、福祉避難所開設時の訓練

を実施した。建物点検のポイントや備蓄品を運び出し必要物品の確認や、簡易トイ

レの使用方法の確認を行った。毎月の利用者避難訓練では、施設前だけではなく、

施設裏の公園まで全員が避難する訓練も実施した。初回は、全員の移動に時間を要

したが、如何に安全に素早く避難できるかを実施後に検討し、次月以降の避難訓練

時に繰り返すことで、徐々に改善され、３回目にはスムーズに避難をすることがで

きた。緊急時体制の強化の一環として、あんしんメールを試用した。大震災を想定

して、職員の安否や施設参集の可否についてのメールを施設長が一斉に送ること

で、全職員の状況を即座に把握できるツールとしての有効性の確認ができた。新型

コロナウイルス感染症流行以来、短期入所もほとんど利用しなくなった利用者と宿

泊経験のない職員も増えている中、４年ぶりに災害時想定宿泊訓練をグループ毎に

１泊２日で実施し、夜間避難訓練も行った。 

＜虐待防止、身体拘束防止等の体制の強化＞ 

 虐待防止委員会では、セルフチェックシートに基づきグレーゾーンの疑いがある事

例についてのグループワークを２回実施した。グループワークで出た意見を各班に持

ち帰り、再検討することで、事例についての改善や職員個人によるグレーゾーンに関

する意識の差を縮めることができた。経験の浅いあるいは未経験職員が多かったた

め、園内虐待防止研修では、障害特性・自閉症を知ることを主とした「自閉症の理解

と虐待防止」というテーマで講師を招き研修を実施した。 

 身体拘束適性化委員会では、急遽、審議が必要となったケースにおいて、即審議会

を開き、その後も数回にわたり審議を重ね、家族・バス乗務員とも協力をしながら、

身体拘束の解除につなげた。 

＜家族との信頼関係構築＞ 

年５回の家族会のうち、１月には、コロナ禍以降初めての給食試食会も兼ねて班別

家族会を実施した。給食についての意見交換の他、職員が家族からの質問に答え、家

族からご家庭内での様子を聞く等、個別支援計画作成時の面談だけではとれないコミ

ュニケーション機会を作ることができた。 

    また、１０月の園祭（電電パーティー）では、家族にゲームコーナーや飲食コー

ナーの手伝いを依頼し、４年ぶりに家族参加のイベントとなった。当日は３２人の

家族が参加し、イベント後には、多くの家族から「利用者の笑顔が見られてよかっ

た」「職員の利用者に対する愛情を見ることができた。」「来年も是非参加したい」

等、高評価をいただくことができた。 

         

（２）地域との関わり・障害理解の促進 

  ＜世田谷区、地域団体との連携＞ 

地元ロータリークラブの協力により、地域農園の芋ほり会に参加し、利用者と地域

の方々との交流をはかることができた。 

７月と 1月に「コミュニティカフェななつのこ」にて「給田福祉園作品展」を開催

し、利用者にとって作品を作る励みとなった。また店に来た方に施設や障害のことを

理解していただく機会となった。 

世田谷区手をつなぐ親の会とは、家族を通して親の会活動に協力したほか、親の会



主催「新年交流会」、「つながりラボ世田谷」の企画にも参画し、親の会活動にも積極

的に貢献した。 

特別支援学校等からの見学、実習生も多く受け入れ、地域資源としての役割を積極

的に果たした。 

広報誌を年４回発行し、直接にお会いすることが少なくなった地域の町会、民生委

員の方々に、施設の取組みを知ってもらう機会を継続して行った。 

世田谷区障害区分認定審査委員、世田谷区烏山地区自立支援協議会の委員、世田谷

区アート展幹事として、区の福祉行政にも積極的に貢献した。 

    今年度初めて、世田谷区立給田小学校 4 年生と交流を行い、施設紹介、総合学習

「知的障害者について」、施設体験「刺繍・紙すき」を通して障害理解促進に努めた。 

 

（３）危機管理  

＜防災・避難訓練＞ 

年間計画に沿って火災や地震を想定した防災訓練を実施して、万が一の際に利用者、

職員が安全に避難できるように訓練をおこなった。 

これまで防災訓練において避難行動等の訓練に参加できない利用者がいたが、訓練の

イメージや見通しを説明した結果、参加することができ、全利用者が訓練に参加できる

ようになった。 

施設の災害時事業継続計画（BCP）を作成し、その作成過程で平時における対策、災害

時の対応、備蓄用品の整理整頓、各連絡先や参集計画の更新等を実施するなど万が一の

対応に備えた。 

災害時や新型コロナウイルス感染症による感染者が発生した際の緊急連絡として、一

斉メールシステムを導入。職員の他、家族等にも導入をしてもらい、特に新型コロナウ

イルス感染の際には効果を発揮できた。 

＜事故防止・防犯対策＞ 
   事故防止対策として、ヒヤリハット事案が発生した際は、職員終礼・朝礼にて報告し、

原因と再発防止について検討し、「ヒヤリハット・事故報告書」を支援会議で全職員に

周知した。 

新型コロナウイルス感染症予防対策として、施設長と主任支援員が毎日施設内の消毒

を実施しているが、その際に施設内の破損箇所、危険箇所の有無についても同時に確認

し、該当箇所がある際は速やかに改善した。 

利用者の怪我を防止するために、部屋の壁にクッションを設置したことで、壁への衝

突や強く叩いた際の怪我を防止することができた。 

防犯対策としては、業務終了時に各職員が施設建物外周のチェックおよび施錠をチェ

ックリストに記載しながら確認している。 

 

（４）人材育成・活用 

＜研修内容＞ 

今年度入職した職員には法人研修を必修とし、施設内でもサブリーダーを中心とした

OJTを実施して、基本的な業務内容の周知を図った。 

虐待防止、意思決定支援の所内研修を全職員の必修とし、虐待防止については給食事

業者、送迎バス事業者にも施設内で実施をして不適切な利用者対応を防止することがで

きた。 

   法人が契約する eラーニングの視聴を推奨し、隙間時間を活用した研修機会を確保で



き、支援の質の向上につながった。 

   施設内における利用者支援の課題に対して、法人主催の自閉症研修、外部主催の強度

行動障害における研修の受講機会を増やし、スケジュールの提示方法、自立課題の見直

し、パーテーション等の仕切りを活用した個別スペースの確保等、個々の障害特性に応

じた環境設定ができるようになった。 

＜働きやすい職場づくり＞ 

   職員のメンタルヘルスの取組みとして、年に 1 度ストレスチェックを実施し、職員

個々の希望に応じて対応できる相談窓口を周知した。 

   毎月、職員の年次有給休暇等を含めた予定を確認し、計画的に取得できるように配慮

した。 

 

５．事業実績の評価と改善の取組み（指定管理者による評価） 

 ・運営状況に対しては、ここ３年間において特に職員の入れ替わりが多いことから、今年

度も日常支援の実践についてはオリエンテーションを基に、OJT機能を活用し育成を行

った。また、既存の職員に対しては、利用者個々の障害特性による課題への支援のため、

強度行動障害等への研修の機会を増やし、複数職員を派遣し支援の底上げができた。 

・利用者状況に対しては、令和５年度の現員数も５０人定員で５５人、平均利用率は９１．

４％（最大９７％）となり活動スペースと個別のニーズへの対応が課題となった。定員

超過による活動スペースと個別ニーズへの課題への対応については、研修等へ参加の機

会を増やし、参加した職員を中心に他職員へフィードバックを行い、個別活動内容の見

直しやパーテーション配置等による個別スペースを確保することで、利用者の方が安心

して過ごせるよう支援を行った。しかしスペースの工夫については利用者間の距離等、

いまだ改善が必要であり、翌年以降も引き続きの課題となった。 

 ・新型コロナウイルス感染症の状況については、利用者・職員やその家族、委託業者（バ

ス、給食等）、グループホームやショートステイ事業所等からの感染が多く、特に年度

後半に新型コロナウイルス感染者が増えた。対策に関しては、世田谷区と情報共有しな

がら事業継続計画に沿って施設内運営を継続し、日常活動等へ支障がでないよう体制等

工夫しながら実施できた。ご家族の方には、園内の抗原検査や PCR検査、ワクチン接種

への参加、陽性時の療養や濃厚接触者の自宅待機など多大なご協力をいただき、感染拡

大防止につなげることができた。その他にも、家族会の分散化での実施、日中活動も各

グループでの活動を基本として実施とするなど可能な限り接触を最小限とする対策を

講じた。また、「安心メール」を導入し、家族、関係機関、職員にいち早く情報を周知

することで、影響を最小限にすることができた。 

 ・災害時訓練の一環として、コロナ禍前に実施していた、宿泊訓練を実施した。災害時に

おける緊急時の宿泊体験と共に、夜間時に想定される避難等の訓練も併せて実施した。

利用者の方にとって久しぶりの体験ができた。一方で、宿泊への支援が未経験の職員も

多くいた中で、細かなことでも手順を再確認しながら進めることができた。 

 ・地域共生活動の一環として、近隣の給田小学校との交流及び啓発活動を実施した。施設

を知ってもらうと共に、そこで日常活動している知的障害者の方への理解促進のため、

世田谷区手をつなぐ親の会にも協力してもらい、総合学習の中で「知的障害者について」

の出前授業を行った。実際の見え方や聞こえ方なども体験を通して知ってもらう機会を

つくることができた。また、施設内での活動にも参加してもらい、紙すきや刺繍を通し

て交流を行った。 

 



６．事業実績の評価（施設管理所管課による評価） 
① 令和４年度評価結果に対する現在までの取組み状況 

コロナ禍前に実施していた活動を再開するにあたり、細かなことでも確認しながら行うこと

で、経験職員が少ない状況でも問題なく運営している。 

また、新たに給田小学校との交流活動を実施し、出前授業や体験を通して知的障害者の理解促

進に繋げている。 

② 項目別評価結果 
評価点  

３：要求水準を上回っており、優れた点がある  １：要求水準を満たしているが、一部課題がある 

２：要求水準を満たしている          ０：要求水準を下回っている（改善指導等が必要となる） 

評価分類及び評価 

１．施設の維持管理 １２ 

設備・機器等の保守管理 2/2 備品の管理 2/2 

施設の修繕 2/2 第三者委託 2/2 

清掃・衛生管理 2/2 環境配慮 2/3 

２．施設の運営 １９ 

設置目的等の理解 2/3 個人情報の漏洩防止 2/3 

サービス提供 2/2 障害者差別解消法 2/3 

職員配置 2/3 地域との関わり 3/3 

障害者等の雇用 2/3 区内事業者の活用等 2/3 

個人情報管理 2/3   

３．事故や緊急時等への対応 ８ 

事故防止等の対応 3/3 緊急時に備えた訓練 3/3 

緊急時の対応 2/3   

４．サービス向上の取組み ２２ 

職員研修 2/3 利用者の意向 2/3 

利用者への案内 2/3 利用者意向の反映 2/3 

利用しやすい環境整備 3/3 施設利用の促進 2/3 

利用者対応 3/3 苦情等への対応 2/3 

接遇 2/3 苦情等に対する改善 2/3 

５．収支状況 ６ 

適正な予算執行 2/3 金銭管理 2/3 

経費の効率化 2/3   

６．改善の取組み ２ 

改善の取組み 2/3   

③ 項目別評価結果 

総合評価  
Ｓ：管理運営が良好で優れた取組み成果がある （配点の８０％以上） 

Ａ：管理運営が良好である （配点の７０％以上） 

Ｂ：管理運営は概ね良好だが一部に課題がある （配点の６０％以上）  

Ｃ：管理運営に課題があり改善が必要である （配点の６０％未満） 

評価分類 評価 評価結果説明 

１．施設の維持管理 １２／１３  

２．施設の運営 １９／２６ 新たに小学生との交流機会をつくり、障害者理解を促

進した。 

３．事故や緊急時等への対応 ８／ ９ 虐待防止委員会や研修を実施し、職員内の虐待防止の

意識を高めた。 

４．サービス向上の取組み ２２／３０ コロナ禍前に実施していた活動について、確認を徹底

することで運営できるよう工夫して取り組んだ。 

５．収支状況 ６／ ９  

６．改善の取組み ２／ ３  



合計 ６９／９０  

総合評価 Ａ 管理運営が良好である。 

④ 年度評価所見 

全ての項目において要求水準を満たしており、かつコロナ禍前に実施していた活動を再開し利

用者の満足度向上に努めただけでなく、新たに小学生との交流機会を設け障害者理解を促進する

取組みを行ったことを評価し、総合評価をＡと判断する。 

⑤ 評価結果に対する今後の対応（指導・調整事項） 

現在も要求水準は満たしているが、定員超過の中でも利用者それぞれのニーズに応えることが

できるよう、活動スペースを確保するとともに利用者の特性に合わせた環境作りを促していく。 

また、支援力向上のため、引き続きＯＪＴによる職員育成や研修の機会設定に取り組むよう働

きかける。 

 



令和５年度 指定管理施設の事業報告 

 

１．指定管理施設の概要 

（１）施設概要 

施設名称：世田谷区立岡本福祉作業ホーム・同玉堤分場 

施設住所：（本園）世田谷区岡本２－３３－２４ 

     （分場）世田谷区玉堤２－３－１ボヌール玉堤地下１階 

   指定管理者：社会福祉法人 泉会 

指定期間：令和３年４月１日～令和８年３月３１日 

 

（２）対象者 

   主に身体障害者 

 

２．業務実績、利用状況に関する事項（令和６年３月３１日現在） 

（１）事業内容 

○実施事業 

 生活介護事業：介護を必要とする方に、入浴・排せつ・食事の介護などを行うと

ともに創作的活動または生産活動の機会を提供する。 

        本園：定員 ２４人 登録人数 ２５人 

 就労継続支援Ｂ型：一般企業等での就労が困難な方に、働く場を提供するととも

に、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う。 

          本園：定員 １０人 登録人数 １１人 

          分場：定員 １３人 登録人数 １５人 

 就労移行支援事業：一般企業等への就労を希望する方に、一定期間、就労に必要

な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う。 

          本園：定員  ６人 登録人数  ０人 

          分場：定員  ６人 登録人数  ０人 

 

【本園】 

＜生活介護＞ 

① 施設内活動 

創作活動    絵画、織り、紙すき、陶芸、パソコン、園芸等 

  余暇活動    クラブ活動、動画鑑賞、季節プログラム 

（七夕、ハロウィン、クリスマス、節分等） 

リラクゼーション 足浴、手浴、マットストレッチ、体操等 

② 施設外活動    近隣学校の勉強会、ボランティアセミナー、作品展 

③ 外出活動     近隣散歩、買い物 

＜就労継続支援Ｂ型＞ 

① 施設内活動 

作業活動    宅配寿司箸等梱包、ドッグフード袋詰め、ボールペン組立

切手仕分け、外装作業、封入作業、ポーチ・巾着作成、

広報紙発行、封筒作り等  

② 施設外活動     

作業活動     公園清掃、駐輪場清掃、交換便収受、販売会 

③ 外出活動      初詣、買い物 



④ 工賃について 

作業種目別収入 受注作業 624,070円 製品作業 975,360円 

合計    1,599,430円 

年間工賃支給額 1,053,710円 

全体月平均工賃   9,084円/1人（昨年度比 564円増） 

＜就労移行支援＞ 

① 施設内活動 利用者不在の為、未実施 

② その他   世田谷区就労ネットワーク定例会（事例検討・模擬面接・合同  

就労プログラム・合同研修会他） 

 

【分場】 

＜就労継続支援Ｂ型＞ 

① 施設内活動  

作業活動  クッキー製造・販売、紙すき 

余暇活動  クラブ活動（スポーツ・ゲーム・ダンス） 

② 施設外活動 施設テラス販売、製品納品、販売会 

③ 外出活動  日帰り旅行 グループ外出 

④ 工賃について 

作業種目別収入 製品作業 3,604,520円 

合計   3,604,520円 

年間工賃支給額 2,548,254円 

全体月平均工賃  14,316円/1人（昨年度比 705円増） 

＜就労移行支援＞ 

① 施設内活動 利用者不在の為、未実施 

② その他   世田谷区就労ネットワーク定例会（事例検討・模擬面接・合同 

就労プログラム・合同研修会他） 

 

 

○年間行事 

月 内      容 月 内      容 

4月 
家族懇談会 

調理実習 
10月 

家族懇談会 

日帰り旅行 

5月 
日帰り旅行 

チャレンジコース（栄養） 
11月 Enjoy 玉堤 Festival 

6月 グループ外出 12月 
健康診断 

クリスマス会 年納会 

7月 
OKATAMA 合同運動会 

七夕イベント 
1月 

チャレンジコース（健康） 

外出クラブ 

8月 夏の工作教室 2月 
合同作品展 

施設公開「地域とともに」 

9月 
施設公開「まるごとおかもと」 

チャレンジコース（フリー） 
3月 就労勉強会 

 

 



（２）利用状況 

①障害支援区分（事業ごと） 

＜本園＞ 

 区分６ 区分５ 区分４ 区分３ 区分２ 区分１ なし 計 

生活 １３人 ６人 ５人 １人    ２５人 

継続 １人 ３人 ２人 ４人   １人 １１人 

移行         

＜分場＞ 

 区分６ 区分５ 区分４ 区分３ 区分２ 区分１ なし 計 

継続  １人 ５人 ４人 ２人  ３人 １５人 

移行         

 

②障害の程度 

【
本
園
】 

    身体障害者手帳 計 
精神障害者保

健福祉手帳 

    １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 なし   1級  

愛
の
手
帳 

１度          2級  

２度 3人 1人  2人     6人 なし 36人 

３度 1人 1人       2人 計 36人 

４度 3人 1人 1人 1人     6人     

なし 17人 3人   1人 1人   22人    

計   24人 6人 1人 3人 1人 1人   36人     

【
分
場
】 

    身体障害者手帳 計 
精神障害者保

健福祉手帳 

    １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 なし   1級  

愛
の
手
帳 

１度          2級 2人 

２度          3級  

３度 1人 1人      2人 4人 なし 13人 

４度   1人 1人    1人 3人 計 15人 

なし 2人 4人  1人    1人 8人     

計   3人 5人 1人 2人    4人 15人    

 

（３）苦情件数、事故件数 

項目 件数 主な内容と対応 

苦情 ０件 － 

事故 ４件 

・利用者の内服薬飲み残しが翌日に判明した。自立度が高く今までは自己

管理が可能な方だったが、今後は朝の健康チェックの際に服薬確認担当者

が内容確認をする事とした。 

・利用者が路線バス内で下半身を露出し、警察官により連行された。ご家



族、ご本人と相談し、朝の通所は自力通所を継続し、児童と接触しやすい

帰宅経路を送迎バス利用とした。 

・利用者がトイレで転倒、頭部打撲の疑いがあり通院した。ご家族、ご本

人と再度相談し、移動時は職員が付き添う事で了承を得た。 

・外出した利用者に対しての服薬確認が漏れてしまった。服薬確認につい

て、外出時の対応が確立されていなかった。外出時の服薬確認の仕組みを

構築した。 

 

３．指定管理に関する業務の収支 

項 目 金 額 備 考 

収入計 268,909,212   

  受託事業収入 267,937,353 指定管理料（処遇改善加算含む） 

  その他収入 971,859 雑収入等 

支出計 268,909,212   

  人件費 129,764,544 常勤 15人、非常勤 19人、嘱託 13人 

  事業費 22,458,687 利用者活動費、諸経費 

  事務費 108,435,026 維持管理、給食調理、送迎委託等 

  その他支出 8,250,955 退職準備金、本部経費、その他 

収入－支出 0   

 

４．事業計画書で提案した事業等の実施状況 

（１）利用者支援 

＜支援＞ 

利用者の高齢化、重度化にともない、個々の対応や要望が増えていく中、支援の

多様化が進められるよう、職員一人ひとりがその内容を考え、集団活動とは異なる

個別対応にも取り組んできた。 

生活介護では、昨年度と同様、季節に合わせたイベントを計画し、年間８回実施

した。イベントの由来の説明や、関連する物作りを通して、季節感を感じられるよ

うに企画をした。クリスマス会では外部団体を招いたコンサートを実施、歌や演奏

を通じての楽しい交流ができた。クラブ活動は選択肢を増やし、スポーツ（ボッチ

ャ、モルック、ボーリング）、ゲーム、散歩、座談会、映画鑑賞に分かれて実施し

た。「座談会」は利用者、職員数人で集まり、様々なテーマを決めてお互いに好き

な意見や感想を述べあった。コロナ禍以降、マスク着用や食事中の会話制限等があ

った中、好きな話題をゆっくりと時間をかけて話すことができ、利用者からも好評

であった。 

就労事業では、作業会議において日頃の作業に取り組む姿勢や振り返りを個々

に発表する機会を設け、自身の成果と課題の確認につなげた。また、会議進行を

利用者が行い、売り上げ向上のために取り組めること等、自主的な意見交換がで

きる場とした。勉強会では「５Ｓ活動」について学んだ。動画視聴や職員による

説明、自己評価やフリートークを行い、活発的な意見交換をする事ができた。 



専門職の助言を受けながら、一人ひとりの体の負担の軽減や、集中して作業に

取り組めるよう作業環境改善を行った。 

本園での年３回の勉強会「チャレンジコース」では栄養・保健・フリーテーマ

で実施した。フリーテーマでは、障害者雇用で働く聴覚障害者職員が講師となり

「手話」について学んだ。コミュニケーションの取り方や挨拶について、クイズ

や実演を絡めて行った。 

＜権利擁護＞ 

法人理念研修においては、法人内職員がエリアに分かれて２か所に集まり、リモ

ートと集合とを合わせた形式で実施した。研修では理事が法人理念に関わる講話

をし、また、外部講師を招き「虐待防止」「身体拘束適正化」についての講義を行

った。様々な事例を用いた内容で、グループワークでは課題検討を行い、他事業所

の職員と日頃の支援に対する考えや悩みを共有する機会にもなった。 

例年に引き続き、年４回の「虐待セルフチェック」を行った。一定期間の支援や

言動を自らが振り返り、自身の状態を客観的に知る機会となっている。また、他の

職員の良かった支援や言動を記述する欄も設け、虐待防止だけでなく、より適切な

支援の具体的な事例を共有した 

＜給食提供＞ 

今年度も給食委託業者と協力し、安心安全な給食提供を行った。施設栄養士と委

託業者の栄養士、調理師が毎月話し合いの場を持ち、暦に合わせた季節メニューや

週１回の選択食を盛り込んだ献立を作成した。 

食形態の変更については、利用者やご家族からの希望を聞きながら、摂食の様子

を定期的に言語聴覚士に指導観察してもらい、一人ひとりに適した提案、提供がで

きるように進めた。 

給食会議では、年間通して利用者全員が参加できるように実施した。メニューの

リクエストや、味や内容の感想、要望や困りごと等、利用者が直接委託業者に意見

を伝えられる場を提供した。 

栄養教室は、外部講師を招き「３色食品群と朝食について」というテーマで実施

した。朝食摂取の重要性や、食品を期待される効能で分けるクイズなどを、わかり

やすい説明で楽しみながら参加できるように工夫しておこなった 

新型コロナウイルス感染予防の観点から、時間差による少人数の食事提供を継

続した。利用者の理解を得て黙食も継続し、リクエスト曲や季節感のある曲をＢＧ

Ｍとして流し、食事の場が和むようにした。 

＜授産作業＞ 

本園では新たな下請け作業を増やす事ができた。また、時期に応じた依頼を柔軟

に対応し作業量を確保した。また、外部での共同作業に参加し、他施設との交流や

協働体験を行った。 

分場では、クッキーの販売機会をより多く実施した。施設敷地内や駅構内での販

売は継続して行い、その他にも雑貨店の店先等でも販売した。自分たちが作ったも

のが直接お客様の手に渡る体験を数多く行う事で、達成感や作業意欲の向上につ



なげた。紙漉き作業では、お面作りの体験型のワークショップを施設内外のイベン

トで実施、また、紙漉き資材によるオリジナルクッキーラベルを作成し、利用者デ

ザインラベルと合わせて、季節イベントに合わせた製品作りを行った。 

（２）地域との関わり 障害理解の促進 

 ＜ボランティアの募集・活用等＞ 

新型コロナウイルス５類移行にともない、ボランティアの受け入れをより積極

的に行った。日常活動だけでなく、外出や日帰り旅行、施設公開行事時にも協力を

得る事ができた。区報等での募集を継続し、未経験の方や、社会復帰に向けて何か

役に立ちたい、といった地域の方などから問い合わせがあり、ボランティア体験を

提供する事ができた。 

地域の学校で行われるボランティアセミナーに、今年度も利用者、職員、ボラン

ティアで参加した。利用者と職員から施設の説明や活動、障害者の方とのかかわり

方についての話をし、参加したボランティアからは、参加動機や実際に体験した事、

また、現在当事業所で行っている活動等を説明した。学生が、興味や理解を深め、

ボランティア活動が身近なものになるような内容を考えて行った。 

＜作成物等の展示＞ 

合同開催としては２回目となる本園・分場作品展を世田谷美術館で実施した。今

年度のテーマは「オカモト喫茶～オカモトランチ～」と題し、会場の一部を洋食屋

に見立て、大きなメニュー表やランチプレートを共同制作し展示した。 

絵画・陶芸・織り・写真・詩集など、様々な個性あふれる作品を 1 週間展示し、

特に週末には多くの方に鑑賞していただけた。また、会場内は写真撮影スポットや

直接触れられる作品も展示し、来場した子供達を中心に、来て、見て、遊べる作品

展を実施した。 

 

＜地域交流＞ 

本園・分場それぞれ新型コロナウイルス感染対策の為に自粛していた施設公開

行事「まるごとおかもと」「地域とともに」を開催した。本園では、隣接する施設

（泉の家）と同日合同開催で行い、地域の方を中心に多くの方に来所していただけ

た。施設内には、活動紹介、体験コーナー、製品販売コーナーの他にも、障害者ス

ポーツ体験やレクリエーションブースも設け、楽しみながら障害者施設を知って

いただける機会とした。分場では、地域の学校から多くの学生がボランティアとし

て参加していただき、それぞれ、利用者が各体験ブースで接客を行った。親子連れ

の来場者を中心に、こちらも多くの方に楽しんでいただけた。 

また、地域の納涼祭にも参加した。地域の方との事前打ち合わせ、会場設営から

参加し、当日は、利用者が交代でお祭りを楽しみながら、接客や呼び込み等を担っ

た。地域の方と交流を楽しめる、通常とは違う午後から夜間にかけての活動を提供

する事ができた。 

近隣のこども食堂へクッキーを寄付した。今後も継続的に、地域で必要とされて

いる取組みに協力し、地域における事業所の存在意義や、利用者の作業意欲向上に



つなげていく。 

昨年同様、日頃より岡本福祉作業ホームの活動を支えてくれているボランティ

アを招き、年納め会（ボランティア感謝の会）を行った。就労事業によるワークシ

ョップ体験、生活介護による合同レクリエーションやプレゼント贈呈を行い、利用

者・職員でボランティアをもてなし、感謝の気持ちを表した。 

 

（３）危機管理 

＜防災＞ 

避難訓練、地震訓練、水害対応訓練を実施、また、消防署に訓練用消火器を借り

て消火訓練を行い、利用者、職員の防災意識を高めた。 

自然災害、感染症発生時における業務継続計画を整備し、施設内の備蓄品リスト

をもとに、非常食・保存水・感染予防用品等の使用期限に応じた入替えを行った。 

消防署による防災点検に立会い、通報マニュアルなど助言や指摘のあった箇所

について速やかに改善した。 

法人が契約している安否確認サービスを利用し、毎月１１日にメールによる大

規模震災を想定した安否確認訓練を継続して行った。 

＜防犯＞ 

不審者侵入対応マニュアルに沿った研修を行った。防犯カメラ・防犯ブザーの設

置により、施設入口部の状況確認と記録、緊急時の対策を継続しているが、実際に

不審者が侵入した際の対応を、侵入から警察が来るまでを想定し、マニュアルを確

認しながら実施した。 

施設外周の清掃を定期的に行い、不要物の投棄等に速やかに対応した。トイレ借

用等の短時間の来訪者に対しても記名、名札（来客者）付けを行い、目視確認でき

る環境づくりの徹底を継続した。 

（４）人材育成・活用 

＜研修＞ 

外部研修については、集合型研修も再開されてきたこともあり、リモート型研修

と合わせて、多くの研修を受講するようにした。サービス向上、専門的知識習得に

向け、各職員の等級や役割に必要な研修を選択、職員のスキルアップを図った。 

法人内研修は、法人研修部会が年間計画を基に、階層別（新任、リーダー、管理

職等）・全職員対象（理念研修、虐待防止・身体拘束適正化等）をそれぞれ企画し

実施した。これに加えて事業所では、感染症防止対策、不審者対応、利用者支援ガ

イドライン研修を実施した。 

＜働きやすい職場づくり＞ 

育児と仕事の両立を進める為、規定の整備や育児休暇を取れる環境を整えた。ま

た、新たな特別休暇（育児目的休暇）を整備し、対象となる職員は全員取得した。 

法人でグループウエアを導入し、職員一人ひとりへの情報伝達がよりスムーズ

になった。法人規程類や記録、申請書等も１か所で確認する事ができ、業務の効率

化にもつながった。 



導入済みのクラウド型健康管理サービスにより、２４時間スマートフォン等で

医師との相談が可能な環境整備を継続した。また、定期的なストレスチェックも実

施した。高ストレス者に対しては、本人希望で産業医との面談が可能で、管理者に

は集団分析結果が報告された。 

昨年度に引き続き有給休暇管理を行った。毎月の有給休暇希望確認と並行して、

消化義務日数に達するまでは、事務所内に有給消化状況を貼り出し、滞っている職

員に対しては、計画を立てて期限までの消化を促した。 

ＮＯ残業デイを週１回設け、朝の打ち合わせ時に周知した。年間予定において、

会議や研修等の実施日を調整し、週末を絡めた連休が取りやすい環境づくりを継

続した。 

＜実習生の受け入れ＞ 

昨年度までは受入れ制限をしていたが、今年度は介護等体験・社会福祉士実習・

医科大学実習・ガイドヘルパー実習・中学高等学校職業体験等の、多くの学生を受

け入れた。学生からは「将来に役立つ良い体験ができた」「障害者施設に対するイ

メージが変わった」「ボランティアで活動に参加したい」といった感想をいただい

た。 

 

５．事業実績の評価と改善の取組み（指定管理者による評価） 

（１）工賃アップの取組み 

本園では、既製品の改良による新たな自主生産品の販売を行った。青森ヒバ製

品、ポプリのラインアップを増やし販売増につなげた。また、利益率安定のため

原材料、資材調達を見直した。下請け作業では、新たな得意先と契約を結び、単

価は安いものの、多くの利用者が関われる仕事を受ける事ができた。また、単発

的な作業も積極的に請け、今年度から取引の無くなった大きな受注先のマイナス

分を埋められるよう取り組んだ。前年比売上１０１％、平均工賃額１０７％と微

増ながら前年を上回る事ができた。 

分場では、商品紹介、行事等の注文ラベルの宣伝を広報誌等で行い、新たな発

注につなげる事ができた。合同販売会参加だけでなく、施設敷地内や駅構内、雑

貨店入口などでの施設単独の販売機会も増やし、地域の方を中心にお得意様も増

え、売り上げが安定した。例年行っているクリスマスギフトの資材や内容、宣伝

方法を検討して見直し、単月では過去最高の売り上げを記録する事ができた。年

間では、前年比売上１０９％、平均工賃額１０５％であった。 

（２）利用者満足度調査 

   年度末に施設利用者満足度調査を実施した。主な設問に対しての回答は以下の

とおりであった。 

 ・「職員の対応は丁寧か」「不満や要望にきちんと対応しているか」等の職員対応の

設問については、はい：８０．６％ いいえ：１．８％ どちらとも言えない・

無回答：１７．７％という結果であった。コメントには「そうである時とそうで

ない時がある」「もっと厳しくしてもらいたい」「女性の方が話しやすい」「他事

業の職員と話したい」といった回答があった。接遇面では肯定的なコメントが多



かったものの、昨年度に比べると「どちらとも言えない」が増えている。引き続

き、法人利用者支援ガイドラインに沿った接遇を統一してできるよう、研修等を

行っていく。 

 ・個別支援計画について、「説明はわかりやすいか」「作成時に気持ちや希望をよく

聞いているか」という設問は、はい８５．３％ いいえ１．５％ どちらとも言

えない・無回答８．９％であった。新型コロナウイルス５類移行にともない、電

話ではなく、対面の面談を推奨し希望者も増えてきた。引き続き、利用者の希望

を伺いながら良い提案ができるよう丁寧な説明を行っていく。 

・「活動の内容は充実しているか」「作業量や内容は満足か」「自分のやりたい活動

に参加出来ているか」等の活動に関する設問は はい：８２．４％ いいえ：

３．７％ どちらともいえない・無回答：１３．９％という結果であった。施設

公開行事をはじめ、自粛していた外出や対外的な活動を少しずつ再開している

が、「一泊旅行」を希望している方や、就労継続支援Ｂ型でも「作業ではなくレ

クリエーション活動をもっと増やしてほしい」というコメントも見られた。 

給食の「味や量」「献立の内容」に満足しているかという問いは、はい：８

３．８％ いいえ：２．９％ どちらとも言えない：１１．８％の回答であっ

た。給食業者が変わり２年目を迎え、概ね満足している結果であったが「辛いも

のがあるとうれしい」「少し量が少ない」といったコメントもあった。健康的で

安全安心と同時に、楽しく美味しくという事を考えて、今後もメニューを検討し

ていく。 

・情報提供や専門職との関わり、オンブズパーソン等の取組みの周知や満足度につ

いては、はい８０．１％ いいえ６．６％ 無回答等１３．３％であった。専門

職からの指導や助言等に対しては、利用者・ご家族の意向と異なる事もあり、現

在も丁寧な話し合いを重ねて対応するようにしている。 

  

６．事業実績の評価（施設管理所管課による評価） 
① 令和４年度評価結果に対する現在までの取組み状況 

より良いサービスを提供するため、法人内研修に加え事業所内研修を実施し、職員が多くの研

修を受講できるよう調整を行った。また就労事業については、作業会議を行い、利用者が自主的

な意見交換ができる場を設けた。工賃については経費の見直しや販売機会を増やすといった取組

みを行い、本園・分場共に前年度を上回った。 

② 項目別評価結果 
評価点  

３：要求水準を上回っており、優れた点がある   １：要求水準を満たしているが、一部課題がある 

２：要求水準を満たしている           ０：要求水準を下回っている（改善指導等が必要となる） 

評価分類及び評価 

１．施設の維持管理 １２ 

設備・機器等の保守管理 2/2 備品の管理 2/2 

施設の修繕 2/2 第三者委託 2/2 

清掃・衛生管理 2/2 環境配慮 2/3 

２．施設の運営 ２０ 

設置目的等の理解 2/3 個人情報の漏洩防止 2/3 

サービス提供 2/2 障害者差別解消法 2/3 

職員配置 3/3 地域との関わり 2/3 

障害者等の雇用 3/3 区内事業者の活用等 2/3 

個人情報管理 2/3   

３．事故や緊急時等への対応 ７ 

事故防止等の対応 2/3 緊急時に備えた訓練 2/3 



緊急時の対応 3/3   

４．サービス向上の取組み ２２ 

職員研修 3/3 利用者の意向 2/3 

利用者への案内 2/3 利用者意向の反映 2/3 

利用しやすい環境整備 2/3 施設利用の促進 2/3 

利用者対応 3/3 苦情等への対応 2/3 

接遇 2/3 苦情等に対する改善 2/3 

５．収支状況 ６ 

適正な予算執行 2/3 金銭管理 2/3 

経費の効率化 2/3   

６．改善の取組み ２ 

改善の取組み 2/3   

③ 項目別評価結果 

総合評価  
Ｓ：管理運営が良好で優れた取組み成果がある （配点の８０％以上） 

Ａ：管理運営が良好である （配点の７０％以上） 

Ｂ：管理運営は概ね良好だが一部に課題がある （配点の６０％以上）  

Ｃ：管理運営に課題があり改善が必要である （配点の６０％未満） 

評価分類 評価 評価結果説明 

１．施設の維持管理 １２／１３  

２．施設の運営 ２０／２６ 作業会議を通して、利用者が日頃の成果と課題を振り

返ることができるようにしている。 

３．事故や緊急時等への対

応 

７／ ９ 消防署に訓練用の消火器を借りて訓練を行い、利用者

と職員の防災意識を高めている。 

４．サービス向上の取組み ２２／３０ 職員研修を積極的に行い、職員のスキルアップを図っ

ている。 

５．収支状況 ６／ ９  

６．改善の取組み ２／ ３  

合計 ６９／９０  

総合評価 Ａ 管理運営が良好である。 

④ 年度評価所見 

全ての項目において要求水準を満たしており、かつ支援力向上のために職員の研修を積極的に

行い、また工賃向上のために工夫した取組みを行っている点を評価し、総合評価をＡと判断す

る。 

⑤ 評価結果に対する今後の対応（指導・調整事項） 

現在も要求水準は満たしているが、今後も関係各所の協力を得ながら、災害時の訓練を行い、

利用者・職員の防災意識を高めるよう促す。 

地域との交流を継続し、障害者理解の促進と、利用者の作業意欲向上に向け積極的に取り組む

よう働きかける。 

 



令和５年度 指定管理施設の事業報告 

 

１．指定管理施設の概要 

（１）施設概要 

施設名称：世田谷区立障害者就労支援センターすきっぷ、同就労相談室 

施設住所：世田谷区船橋５－３３－１ 

   指定管理者：社会福祉法人東京都手をつなぐ育成会 

指定期間：令和２年４月１日～令和７年３月３１日 

 

（２）対象者 

主に知的障害者 

 

２．業務実績、利用状況に関する事項（令和６年３月３１日現在） 

（１）事業内容 

①実施事業 

 就労移行支援事業：一般企業等への就労を希望する方に、一定期間、就労

に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行

う。 

          定員 ４０人 登録人数 ３０人（延べ） 

 就労定着支援事業：就労移行支援、就労継続支援、生活介護、自立訓練の

利用を経て一般就労へ移行した障害者で、就労に伴う

環境変化により生活面の課題が生じている方に対し

て、一定期間、相談を通じて就労に伴う生活面の課題

を把握するとともに、企業や関係機関等との連絡やそ

れに伴う課題解決に向けて支援を行う。 

          登録人数 ４１人（延べ） 

 就 労 相 談：就労を希望している、または就労中の障害のある方の

相談支援を行っている。 

          登録人数 ５７４人 

②概要 

就労移行支援事業：２つの授産作業（印刷、クリーニング）を通して、基

本的な労働習慣の獲得、作業能力の向上、職域拡大に

取り組んでいる。 

就労定着支援事業：平成３０年度よりサービス提供を開始し、地域での継

続的な就労を目指す。 

就 労 相 談：就労を目指し、公開求人だけでなく、本人のニーズに

合わせた業種、勤務地などを検討し柔軟に職場開拓を

行っている。 

③施設内活動 

 ＜通所＞ 

生産活動 区事業所封筒印刷と名刺作成等、老人ホームのリネンサプライ

（月・火・木・金） 

 生活活動 小グループによる社会生活力プログラム（水曜日午前） 

 その他  全体活動(就職する為の学習会等) 



④外出活動 企業等見学、区役所、グループホーム、企業体験実習、雇用前

提実習 

⑤年間行事 

月 内      容 月 内      容 

4月 

入所式 

全体活動（個別支援計画） 

（工賃の仕組み） 

10月 
入所式 

グループ外出 

5月 

入所式 

全体活動（社会人としての 

身だしなみ） 

11月 入所式 

6月 
全体活動（会社で求められる 

人とは） 
12月 

入所式 

永年勤続表彰式 

於：日本大学文理学部 

7月 

入所式 

日帰りバスハイク 

（オギノパン、宮ケ瀬湖） 

1月 

全体活動（健康講座・地域

で生活している人の話を聞

こう） 

8月 入所式 2月  

9月 
全体活動（人との付き合い方 

・携帯電話のマナー） 
3月  

 

 

（２）利用状況 

①障害支援区分 

 区分６ 区分５ 区分４ 区分３ 区分２ 区分１ なし 計 

移行     ２人 ６人 ６人 １人 １０人 ２５人 

定着     ６人 １２人 ８人 １人 １４人 ４１人 

 

②障害の程度 

【
就
労
移
行
】 

  
身体障害者手帳 

計 

精神障害者

保健福祉手

帳 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 なし １級    

愛
の
手
帳 

１度                人  人 ２級 ２人 

２度                人  人 ３級 ２人  

３度             ４人 ４人 なし ２１人 

４度       ２人        １８人 ２０人 計 ２５人 

なし               １人 １人   

計       ２人       ２３人 ２５人   



【
就
労
定
着
】 

  
身体障害者手帳 

計 

精神障害者

保健福祉手

帳 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 なし １級  

愛
の
手
帳 

１度                    ２級 １人 

２度                 ３級  

３度             １４人 １４人 なし ４０人 

４度          ２６人 ２６人 計 ４１人 

なし           1人 1人   

計        

  

  ４１人 ４１人   

【
就
労
相
談
室
】 

  
身体障害者手帳 

計 

精神障害者

保健福祉手

帳 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 なし １級 人 

愛
の
手
帳 

１度                   ２級 13人 

２度               2人 2人 ３級 23人 

３度 2人   1人   1人      83人 87人 なし 538人 

４度 4人 8人 2人 4人   3人   414人 435人 計 574人 

なし 2人 8人 4人       36人 50人   

計 8人 16人 7人 4人 1人 3人  535人 574人  

 

（３）苦情件数、事故件数 

項目 件数 主な内容と対応 

苦情 0件 － 

事故 0件 － 

 

３．指定管理に関する業務の収支 

項 目 金 額（円） 備 考 

収入計 178,576,492  

  受託事業収入 177,346,147 区指定管理料（処遇改善加算含む） 

  その他収入 1,230,345 受入研修費収入、退職給付引当取崩収入等 

支出計 178,576,492  

  人件費 113,408,548 常勤 16人（就労相談室 3人含む）非常勤 8人 

  事務費 29,177,288 維持管理、給食調理委託等 

  事業費 24,155,901 利用者諸経費 

  その他 11,834,755 退職給付引当支出、繰入金支出等 

収入－支出 0  

 



４．事業計画書で提案した事業等の実施状況 

（１）利用者支援 

＜就労支援の取組み＞ 

世田谷区における就労移行支援事業所、就労定着支援事業所、障害者就労支援

センターとして積極的に就労支援に取り組んだ。 

令和５年度は、社会情勢がアフターコロナへと変化してきたことに伴い、企 

業の採用意欲も従前の水準に戻ってきた。職場見学、職場実習等を含む求職活動

は、概ねコロナ禍前と同等の頻度で行うことができた。 

就職後の就労定着支援、アフターケアにおいては、コロナ禍における影響が少

なくなってきたため、通常業務を行う上での不安感の聴き取りや企業とのやり取

りを行うべく、積極的に職場訪問を行った。 

このような取組みの結果、就労移行支援事業部門（以下、就労移行）からは８

人、就労支援センター部門（以下、相談室）からは１２人の新規就職者が生まれ

た。就職者の実習及び就職初期の支援にあたっては、職員が中心となって支援を

行うとともに、東京ジョブコーチなどの外部の資源を活用し、効率的かつ有効な

支援を行った。 

人材育成にあたっては、職員の入れ替わりが多い中で、就労支援の質を高める

ために外部研修の積極的な活用、内部研修の実施、職員間での定期的なグループ

ワーク、ＯＪＴ等に積極的に取り組んだ。 

＜通所利用者への支援＞ 

利用者の職業能力を的確に把握するアセスメントは、その後の支援方針を決

めたり本人の能力を自他共に把握したりするために重要である。これまでの取

組みとしてアセスメント内容の見直しを行ってきたが、令和５年度は、アセス

メントの提示方法の統一を目指し、マニュアル作成を行った。マニュアルを用

いて、どの職員も統一した対応方法をとることで、評価の客観性を担保するこ

とができた。 

相談室においては、職業適性を計るために導入した幕張ワークサンプルを活

用し、求職者の職業能力のより正しい把握に努めた。 

施設外実習で得られる効果が大きい点に着目し、体験実習を含む職場実習の

場面を積極的に設定した。実習支援は延べ１５１件（１５５人）行った。 

＜ＯＢＯＧへの支援について＞ 

就職者が安定した就労生活を継続して営めるように、今年度も定着支援を充

実させた。また、就労定着支援の対象とならないＯＢＯＧへのアフターケアを

継続して行った。コロナ禍もある程度落ち着くなかで積極的に職場訪問を行

い、企業側の意見の聴き取りや職場での本人の仕事の様子を確認した。 

個別の面談は継続してすきっぷ本所や分室そしがや・クローバーの面談室に

て実施し、また、第２土曜日に行うフレンドパークや分室でのイベントへの参

加を促し、場所や時間を限定することなく多様な支援を展開した。 

＜まつばらけやき相談支援センターとの連携＞ 



令和４年度より一体的に運営している法人内事業所「まつばらけやき相談支

援センター」を活用し、これまでセルフプランであった現役利用者や、福祉サ

ービスにつながっていないＯＢＯＧを相談支援につなぎ、地域の中で適切な福

祉サービスを享受できるよう支援した。その結果、すきっぷ通所者、相談室登

録者６件の新規相談支援契約につながった。 

 

（２）地域との関わり 障害理解の促進 

＜地域交流・町会との連携＞ 

砧地域との連携をより強化するため、砧地域自立支援協議会に実行委員として

参加した。また、医療・高齢・福祉の連携フォーラム「ご近所フォーラム」に、就

労相談室長が実行委員長として参加し、フォーラムの運営を統括した。 

 

（３）危機管理 

＜施設内環境整備＞ 

施設開設より２５年が経過し、施設内の様々な箇所で修繕等が必要な状態にあ

るが、適宜所管課と情報共有をしながら利用者の活動に支障がないように整備を

行った。 

＜衛生管理＞ 

施設内の衛生管理を徹底するために、職員が共有部分の消毒を行うと共に、利

用者への提供作業の一環としてドアノブ等日常的に消毒を行った。所内消毒設備、

手指洗浄設備を充実させ、衛生講習を行うことで利用者の衛生意識を高めた。 

＜防災防犯・避難訓練＞ 

年間に４回、全利用者、職員、実習生を含め火災・地震想定での避難訓練を行

った。発災想定場所に応じて避難経路を変更し、如何なる場合も冷静に安全に避

難ができるよう常に緊張感を持った訓練を行うことができた。 

また、職員が参加していた福祉避難所施設連絡会において検討した施設個別訓

練の進行資料に沿った訓練を別途行った。 

防犯対策として施設内外５か所の防犯カメラにより２４時間監視体制を敷く

と共に緊急通報装置を設け、緊急時への対応を整備している。また、催涙スプレ

ーを用意し、緊急時の不審者への防犯マニュアルを整備した。不審者への対応方

法について、職員研修を行い周知した。 

 

（４）人材育成・活用 

＜職員研修＞ 

すきっぷでは、４月の異動職員の配置があり、より計画的かつ確実に人材育成

を行うことが求められた。 

人材育成には、所内主任級以上のＯＪＴを活発に取り入れた。また、職員間の

コミュニケーション力、傾聴力の向上を目的としたグループワーク研修を隔月で

開催した。グループワークを行うにあたっては、移行、定着、相談室、分室、非



常勤職員が全員参加し、毎回メンバーを入れ替えることで新たなメンバー間でコ

ミュニケーションを取る機会を増やした。毎回テーマを決めてグループワークを

行い、年度末には施設のサブミッション（施設独自の目標）を新たに作成するワ

ークを行った。その結果、各グループから挙がった意見を集約し、新たなサブミ

ッションを策定するに至った。 

外部の機関による研修には積極的に参加し、就労支援、対人援助、法制度に関

する研修を計画的かつ積極的に受講した。また、法人職員として必要な知識、心

構えを身につけるため、職層研修及び法人主催研修を計画的に受講した。 

外部研修には１０３回２４２名が参加し、就労支援人材、対人援助職としての

専門性を向上させた。 

一部の研修については、研修受講後に所内主任級以上のフィードバックを行

い、研修内容の理解度を高めた。 

＜地域の福祉人材の育成＞ 

地域の大学生の実習やボランティアの受け入れを積極的に推進し、地域の支援

力の向上と将来の人材育成につなげることができた。社会福祉士の実習は大学３

校から５名を受け入れた。令和４年度より新カリキュラムとして始まったソーシ

ャルワーク実習Ⅰでは大学４校から１５名を受け入れた。 

ボランティアは、主にフレンドパークや永年勤続表彰式など年間を通じて受入

れ、延べ８４名が参加した。 

＜働きやすい職場づくり＞ 

業務の効率化、職員の業務負担の軽減のため、ノートパソコンの台数を増やし、

一人一台パソコンを使用できるように台数を確保した。職員会議等の会議では、

各議題をネットワークサーバー上に置き、各職員がノートパソコン上で内容を確

認することでペーパーレス化を進めた。 

行事の起案、研修受講など、年度当初に把握できるものについては年間計画を

立て事前に周知し、計画的に準備を進められるようにした。 

起案や記録の精査を行い、必要なもの、簡素化できるものなどを決め、書面等

の整理を行った。またノー残業デイを設け、一斉退勤することで適切にワークラ

イフバランスを取れるよう工夫した。 

また、事務補助として重度障害者１人と納品の運転手として７５歳以上の高齢

者１人を雇用しており、障害特性等に応じた配慮を行い誰もが活躍できる職場づ

くりを行っている。 

 

５．事業実績の評価と改善の取組み（指定管理者による評価） 

＜通所＞ 

新規利用者の受け入れにあたり、アセスメント実習の情報提示の方法を統一し

た。その結果、評価の客観性を高めることができ、通所開始時の個別支援計画を

より実態にあった内容とすることができた。その内容を利用者に説明することで、

ご本人の希望に合った計画を提供することができた。 



一般就労に向けては、様々な利用者の課題に応じた個別のプログラムを提供し

た。実習支援においては区役所体験実習や喫茶ぴあ、喫茶 JOY等の体験実習を行

い、その後他の就労移行支援事業所での実習や委託訓練等を組み合わせていくこ

とで、利用者自身が自分の就きたい職業について具体的に考える機会を提供した。

その結果、令和５年度は８人が就職することができた。 

就職後の就労定着支援事業では、延べ４１人の登録者と契約、支援を実施した。

定着支援対象者には、月一回以上の面談や職場訪問を行い、必要に応じて企業側

と相談しながら雇用契約内容の変更を行うことで、対象者が継続的に働ける環境

調整を行った。また、希望する対象者に対しては転職活動の支援を行った。さら

に定着支援事業の対象とならないＯＢＯＧへの支援を実施し、８０％の就労継続

率を維持することができた。個別に離転職の支援を行い、定年退職の対象者に対

してはスムーズな退職手続きと、その後の通所先（就労継続支援Ｂ型等）への橋

渡しを行い、当該ＯＢＯＧの豊かな地域生活の実現を図った。 

分室そしがや内で運営する「まつばらけやき相談支援センター」では、福祉サ

ービスを利用していないＯＢＯＧの相談支援へと繋がり、すきっぷ通所者、相談

室登録者６件の新規相談支援契約となった。 

今後も継続して個々に合わせた丁寧な支援を行い、就職率の向上及び、安定し

て長く勤められる定着支援と就労継続を目指して活動を行っていく。 

＜相談＞ 

１２人の新規就職を実現した。公開求人だけでなく、本人のニーズに合わせ 

た業種、勤務地などを検討し柔軟に職場開拓を行った。今後も利用者のニーズに

沿った相談支援を継続していく。 

就労相談室では、３月に行われた「砧地域ご近所フォーラム」に、実行委員と

して運営に携わった。今後も様々な交流事業が再開されることが予想されるため、

障害理解推進のために、積極的に地域の各種イベントに参加していく。 

 

６．事業実績の評価（施設管理所管課による評価） 
① 令和４年度評価結果に対する現在までの取組み状況 

 利用者の受け入れにあたり、アセスメント実習の情報提示方法を統一することで、評価の客観

性を高めることができ、各利用者の支援計画をより実態にあった内容で就労支援を実施すること

ができた。就労定着支援については、同法人施設の連携にとどまらず、切れ目なく面談や職場訪

問を行うことで支援体制の充実を図った。 

② 項目別評価結果 
評価点  

３：要求水準を上回っており、優れた点がある    １：要求水準を満たしているが、一部課題がある 

２：要求水準を満たしている            ０：要求水準を下回っている（改善指導等が必要とな

る） 

評価分類及び評価 

１．施設の維持管理 １２ 

設備・機器等の保守管理 2/2 備品の管理 2/2 

施設の修繕 2/2 第三者委託 2/2 

清掃・衛生管理 2/2 環境配慮 2/3 

２．施設の運営 ２０ 



設置目的等の理解 2/3 個人情報の漏洩防止 2/3 

サービス提供 2/2 障害者差別解消法 2/3 

職員配置 2/3 地域との関わり 3/3 

障害者等の雇用 2/3 区内事業者の活用等 3/3 

個人情報管理 2/3   

３．事故や緊急時等への対応 ６ 

事故防止等の対応 2/3 緊急時に備えた訓練 2/3 

緊急時の対応 2/3   

４．サービス向上の取組み ２４ 

職員研修 3/3 利用者の意向 3/3 

利用者への案内 2/3 利用者意向の反映 3/3 

利用しやすい環境整備 2/3 施設利用の促進 2/3 

利用者対応 3/3 苦情等への対応 2/3 

接遇 2/3 苦情等に対する改善 2/3 

５．収支状況 ６ 

適正な予算執行 2/3 金銭管理 2/3 

経費の効率化 2/3   

６．改善の取組み ２ 

改善の取組み 2/3   

③ 項目別評価結果 

総合評価  
Ｓ：管理運営が良好で優れた取組み成果がある （配点の８０％以上） 

Ａ：管理運営が良好である （配点の７０％以上） 

Ｂ：管理運営は概ね良好だが一部に課題がある （配点の６０％以上）  

Ｃ：管理運営に課題があり改善が必要である （配点の６０％未満） 

評価分類 評価 評価結果説明 

１．施設の維持管理 １２／１３  

２．施設の運営 ２０／２６ 区役所や喫茶ぴあ、喫茶 JOY及びその他の就労移行
支援事業所などの区内事業者を活用し、体験実習や
委託訓練等の支援を行っている。 

３．事故や緊急時等への対

応 

６／ ９ 
 

４．サービス向上の取組み ２４／３０ 就労支援対象者に対し、面談や職場訪問を切れ目な
く行うとともに、継続的に働ける環境調整を行って
いる。また、離転職の支援についても利用者の意向
に沿った支援を行っている。 

５．収支状況 ６／ ９  

６．改善の取組み ２／ ３  

合計 ７０／９０  

総合評価 Ａ 管理運営が良好である 

④ 年度評価所見 

全ての項目において要求水準を満たしており、かつ区内事業者の活用を積極的に行い個人のニ

ーズにあった就職支援を行っていることや、就労支援対象者に対して、切れ目なく支援を行い働

く環境づくりを行っている点を評価し、総合評価をＡとする。 

⑤ 評価結果に対する今後の対応（指導・調整事項） 

現在も要求水準は満たしているが、引き続き利用者が将来の就労生活を維持できるよう、個々

の職業能力を的確に把握するとともに課題を管理・改善し、就労のための支援実施を促す。また、

内外の研修を活用し職員の育成に取り組み、サービスの質の向上を図るよう促す。 

 



 令和５年度 指定管理施設の事業報告 

 

１．指定管理施設の概要 

（１）施設概要 

施設名称：世田谷区立下馬福祉工房 

施設住所：世田谷区下馬２－２０－１４ 

   指定管理者：社会福祉法人せたがや樫の木会 

指定期間：令和２年４月１日～令和７年３月３１日 

 

（２）対象者  

主に知的障害者 

 

２．業務実績、利用状況に関する事項（令和６年３月３１日現在） 

（１）事業内容 

①実施事業 

就労継続Ｂ型支援事業 

一般企業等での就労が困難な方に、働く場を提供するとともに、知識及び

能力の向上のために必要な訓練を行う。 

定員 35人／登録人数 35人 

②概要 

利用者一人ひとりに対して「楽しく働く」「一生懸命に働く」「チャレンジ

する」という目標の実現に向けて、利用者と職員の個々の関係性の深まりを

意図して 5グループ担当制とし、個別支援計画に沿って「働くものとしての

自立」「生活者としての自立」「社会人としての自立」に向け、支援を行った。 

作業種目別収入  自主生産 7,438,956円、清掃 2,117,524円、 

受託加工 865,863円 

年間工賃支払総額 8,266,890円、 

全体月平均工賃   20,513円/人（昨年度比 1,098円減） 

 所外実習－喫茶実習 4名 

③施設内活動 

 作業支援  焼き菓子製造販売、各種封入作業、公園清掃 

 生活支援  朝体操、発表タイム、誕生会、嘱託医健診 

 余暇活動  美術、体操、季節行事 

④施設外活動 給料買物、お茶会（毎月）、喫茶実習、納涼会、忘年会 

⑤外出活動  アート展見学、スポーツの集い、さつまいも掘り 

⑥年間行事 

月 内      容 月 内      容 

4月 お花見ランチ 10月 さつまいも掘り 

5月 母の日プレゼント買物、 11月 世田谷美術館アート展見学 

6月 
父の日プレゼント買物   

玉川高島屋アート展見学 
12月 

クリスマス会、忘年会 

冬季ボーナス支給 

7月 七夕、輪の会交流会 1月 小松菜採り 

8月 納涼会、夏季ボーナス支給 2月 節分福まき、バレンタインデー 



9月 
スポーツの集い（リモート参加） 

歯科検診・歯磨き指導 
3月 ホワイトデー、職員送別会 

 

 

（２）利用状況 

①障害支援区分 

区分６ 区分５ 区分４ 区分３ 区分２ 区分１ なし 計 

 5人 20人 7人   3人 35人 

 

②障害の程度 

  
身体障害者手帳 

計 
  

精神障害

者保健福

祉手帳 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 なし   １級   

愛
の
手
帳 

１度                    ２級   

２度              18人 18人   なし 35人  

３度     1人         14人 15人   計 35人 

４度               2人 2人       

なし                        

計   1人     34人 35人       

 

（３）苦情件数、事故件数 

項目 件数 主な内容と対応 

苦情 0件 － 

事故 0件 － 

 

（４）施設改修工事中の運営について 

8月から 12月にかけて行われた改修工事中、利用者が安心して日中活動を行え

るように作業場所の工夫や戸外活動を実施し、事故無く閉所せずに施設運営を継

続できた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３．指定管理に関する業務の収支 

項 目 金 額（円） 備 考 

収入計 89,021,307  

  受託事業収入 88,606,955 区指定管理料（処遇改善加算含む） 

  その他収入 414,352 寄付金、利息、実習生受け入れ謝礼 

支出計 89,021,307   

  人件費 61,248,681 正規職員 8名、有期契約職員 8名、派遣職員 2名 

  事務費 10,192,091 給食調理委託等 

  事業費 8,217,313 利用者諸経費 

  その他 9,363,222 拠点区分間繰入金等 

収入－支出 0  

 

４．事業計画書で提案した事業等の実施状況 

（１）利用者支援 

＜日中活動の取組み＞ 

毎朝の体操、午前・午後の発表の時間の１日計３回と毎月の誕生会等で、個々

の利用者の興味・関心、得意なことを発表する機会を設け、自己肯定感を高められ

るよう工夫をすることで、利用者一人ひとりが持ち味を発揮し、仲間の中での自分

の存在を感じられる場面として満足度の高い取組みとなった。 

＜授産作業の取組み＞ 

毎月の工賃支給の際には、ご本人の素敵な姿や頑張った姿を伝えるとともに工

房への要望等を聞き、その内容を支援に活かした。また、毎月近隣の商店街等で、

工賃で自分の欲しいものを購入したり、母の日や父の日のプレゼントを購入しメ

ッセージを添えて送る機会を作ったりすることで、働くことに対する意欲向上に

つなげた。 

   受託作業に関しては、利用者一人ひとりの適性に応じた作業種を考えた上で、

多くの利用者が行うことができ、できるだけ単価が高い作業の確保を模索した。練

習を重ねることで技術の向上がみられたり、受託先からの作業量を増やしたりし

たことで、昨年度より約１２万円の増収となった。 

自主生産品に関しては、世田谷区立保健医療福祉総合プラザのふれあいカフェ

うめとぴあで常に安定した売り上げを維持できていた。納品に行った利用者がカ

フェ店員と一緒に商品の確認を行うことで、モチベーションの高まりにつながっ

ていた。また、地元「無印良品三軒茶屋店」の店舗前での販売を定期的に行っ

た。徒歩で販売に行けるという利点を生かしてより多くの利用者が参加すること

ができ、地域の方と触れ合う場とすることで障害理解の促進につながった。 

 

（２）地域との関わり 障害理解の促進 

＜地域の団体との連携＞ 



４月に世田谷ボランティア協会主催の「おたがいさまフェスタ」に参加し、ダ

ンスや歌を披露したり、自主生産品の販売を行ったりした。また、7月には下馬

地区のアートプロジェクト「極楽フェス」に主催施設の一つとして参加した。下

馬 2丁目北町会、フレンズケアセンター、おともだち保育園、世田谷ボランティ

ア協会、世田谷福祉作業所、優つくり村下馬、世田谷消防団、三宿病院、世田谷

パブリックシアター等の団体と一緒に地域 5会場に渡ってイベントを行った。地

域団体と合同で開催することで、地域団体との連携の強化及び地域への障害理解

の促進につなげることができた。 

インスタグラムを活用して、施設の活動紹介や商品紹介を利用者の笑顔、活き

活きとした姿を通して幅広く伝えてきたことで、開設２年目で５００人を超える

フォロワーを得ることができ、多くの方に工房のことや自主生産品について知っ

てもらう機会を持つことができた。 

世田谷ボランティア協会が同じ建物内にある利点を活かして連携を取り合うこ

とで、地域住民や学生、企業のボランティア等を積極的に受け入れることができた。

また、近隣大学等から社会福祉実習等の実習生も積極的に受け入れることで、障害

理解の促進とともに福祉人材育成においても寄与した。 

社会福祉実習 10名 介護等体験 10名 

保育士実習 1名 インターンシップ 3名 

ボランティア（延べ） 121名 見学（延べ） 58名 

 

（３）危機管理 

＜環境整備＞ 

感染症に関してはＢＣＰ（事業継続計画）を作成するとともに、マニュアルや

指針の整備を行った。また、感染症予防研修及び演習の実施、新型コロナワクチン

巡回接種の実施（利用者 18名が接種）、施設内での手洗い・手指消毒・マスク着用

の励行等を徹底することで、感染者が発生した際も集団感染に至ることなく事業

運営を継続できた。 

  ＜防災訓練＞ 

防災に関しても、風水害を含めた自然災害発生時におけるＢＣＰを作成すると

ともに備蓄品の不足分の補充し、地震や台風、大雪の際の事業継続のための準備を

行った。また、同じ建物内にある「世田谷ボランティア協会」「ケアセンターふら

っと」と、共同で総合避難訓練及び防災訓練を実施し、災害時の避難方法及び協力

体制について理解を深めるとともに、防災備蓄品の確認を行い、必要物品を整備す

ることで災害時に備えた。  

 

（４）人材育成・活用 

  ＜人事考課＞ 

法人の人事考課制度に基づき、目標設定・業績の自己申告・業績評価・行動能

力評価・フィードバックのサイクルで人材育成を行うとともに、法人の研修計画



に基づき、職員一人ひとりのキャリアに合った研修を受講することで、対人援助

職として成長につなげた。 

また、「私たちの実践」と題して、家族に向けて職員各自の支援目標・担当利

用者のエピソード・新年の抱負や年度末の振り返り等を記述する取組みを行い、

支援に対する省察を促すとともに職員の専門性を高め、施設全体のサービスの質

の向上につなげた。 

  ＜人材活用＞ 

人材活用に関しては、社会福祉実習で受け入れた大学生を有期契約職員として

雇用することで、人材の確保を図るとともに、学生に対する障害理解の促進につ

なげた。 

 

（５）権利擁護・虐待防止 

法人内の虐待事案を踏まえ、不適切な支援に繋がらないようヒヤリハット事例

について施設内で事例検討を実施した。更に、施設内に身体拘束等適正化委員会を

設置し委員会を定期的に開催するとともに、身体拘束等の適正化に向けた取組み

についての検討や指針等の作成を行い、職員全体で共有することで、身体拘束等に

関する見識を深め支援に活かした。また、「社会福祉法人せたがや樫の木会倫理綱

領」及び「職員行動規範」の読み合わせを行うとともに、身体拘束等適正化研修や

権利擁護・虐待防止研修を実施することで、職員全員が専門的役割を自覚し、確固

たる倫理観を持って支援にあたった。 

 

５．事業実績の評価と改善の取組み（指定管理者による評価） 

年度協定に基づき、区立施設としての義務と責任を職員全員に示すとともに、 

法人ミッション・事業ミッションに基づく施設の短期目標を共有し、職員一人ひと

りが、ミッション達成のために果たすべき役割を理解した上で業務にあたった。 

新型コロナウイルス感染症が 5 類になったことを受け、できる範囲の予防をし

ながらコロナ前の活動に戻していく過程となる 1 年であった。地域団体との合同

イベントや新たな場所での販売、日帰りバス旅行や宿泊旅行などの様々な活動を、

感染対策を行いながら計画に沿って実施することができた。 

令和 5 年度世田谷区中長期保全計画として、8 月～11 月に下馬防災ボランティ

ア等複合施設の改修工事が行われた際は、世田谷区、工事業者、併設の世田谷ボラ

ンティア協会と打ち合わせを行い、利用者の安全を第一に考えるとともに、工事に

よる活動の変更が利用者の不利益にならないよう配慮しながら進めた。空調が使

用できない時期や事業所を使用できない時期があったが、地域の関係団体から物

品や会議室・集会室等を借用したり、自主生産品（製菓）の製造を行えない際は、

新たな作業を受託したりするなどの工夫をすることで、利用者に大きな混乱が見

られることなく安全に運営を行えた。また、物品の借用等を通して地域との関係が

深まり、協力体制の構築にもつなげることができたため、今後も地域に開かれてい

る施設を目指し地域との関係づくりをより深めていく。 



昨年度 3 月に異物混入事故があったことを受け、衛生管理に関して高い意識を

持ち、改めてＨＡＣＣＰ食品衛生管理に沿った取組みを徹底した。靴の履き替え、

作業前の手洗いや白衣・帽子の付着物のチェック、手袋・マスクの着用に関して徹

底するとともに、これらの行為が利用者の習慣となるよう個別に支援を行ってき

たことで、衛生面における改善を図ることが出来、より安心で安全な商品の製造・

販売につなげることができた。これらを踏まえて衛生管理を徹底し自主生産の販

売の展開を広げていき、利用者の活動の拡充を図っていく。 

利用者のアート活動に力を入れ、隔月で実施している外部講師による美術の時

間に作成した作品を、6 月の「玉川高島屋アートオムニバス展」や 11 月の世田谷

美術館での「障害者アート展」、「ふれあいフェスタでのアート展」に出展した。ま

た、法人で開催する「樫の木アートの森」のポスターや工房で作成するオリジナル

Ｔシャツに作品を利用するなど、様々な形で利用者の個性の発信を行った。 

喫茶ＪＯＹでの実習を 4名の利用者が行った。利用者が喫茶実習を行った際は、

実習者と同じグループの利用者がお茶会を兼ねて応援に行くことで、利用者間の

つながりがより強固になり、また、実習者のやりがいにつながるとともに、応援に

行った利用者には「次は自分の番」「自分もやってみたい」という前向きさが見ら

れ、今後につながる活動となった。 

 

６．事業実績の評価（施設管理所管課による評価） 

① 令和４年度評価結果に対する現在までの取組み状況 

 地域団体と合同行事を開催したり施設近辺の店舗での販売会を行うなど、多くの

利用者が地域交流の場を持ち障害理解の促進を図っている。また、職員各自の支援

目標や振り返り等を記述する取組みを行い、支援に対する省察を促し職員の専門性

を高め施設サービスの質の向上につなげている。 
② 項目別評価結果 
評価点  

３：要求水準を上回っており、優れた点がある   １：要求水準を満たしているが、一部課題がある 

２：要求水準を満たしている           ０：要求水準を下回っている（改善指導等が必要となる） 

評価分類及び評価 

１．施設の維持管理 １２ 

設備・機器等の保守管理 2/2 備品の管理 2/2 

施設の修繕 2/2 第三者委託 2/2 

清掃・衛生管理 2/2 環境配慮 2/3 

２．施設の運営 ２０ 

設置目的等の理解 2/3 個人情報の漏洩防止 2/3 

サービス提供 2/2 障害者差別解消法 2/3 

職員配置 2/3 地域との関わり 3/3 

障害者等の雇用 2/3 区内事業者の活用等 3/3 

個人情報管理 2/3   

３．事故や緊急時等への対応 ６ 

事故防止等の対応 2/3 緊急時に備えた訓練 2/3 

緊急時の対応 2/3   

４．サービス向上の取組み ２２ 

職員研修 3/3 利用者の意向 2/3 

利用者への案内 2/3 利用者意向の反映 3/3 



利用しやすい環境整備 2/3 施設利用の促進 2/3 

利用者対応 2/3 苦情等への対応 2/3 

接遇 2/3 苦情等に対する改善 2/3 

５．収支状況 ６ 

適正な予算執行 2/3 金銭管理 2/3 

経費の効率化 2/3   

６．改善の取組み ２ 

改善の取組み 2/3   

③ 項目別評価結果 

総合評価  
Ｓ：管理運営が良好で優れた取組み成果がある （配点の８０％以上） 

Ａ：管理運営が良好である （配点の７０％以上） 

Ｂ：管理運営は概ね良好だが一部に課題がある （配点の６０％以上）  

Ｃ：管理運営に課題があり改善が必要である （配点の６０％未満） 

評価分類 評価 評価結果説明 

１．施設の維持管理 １２／１３  

２．施設の運営 ２０／２６ 地元店舗で定期的に販売会を行う等、地域交流の場を

多く設けている。 

３．事故や緊急時等への対

応 

６／ ９ 震災・風水害共にＢＣＰを作成し、想定される必要物

品を整備することで災害時に備えている。 

４．サービス向上の取組み ２２／３０ 職員一人ひとりのキャリアに合った研修を受講する

ことで対人援助職としてキャリアアップにつなげた。 

５．収支状況 ６／ ９  

６．改善の取組み ２／ ３  

合計 ６８／９０  

総合評価 Ａ 管理運営が良好である。 

④ 年度評価所見 

全ての項目において要求水準を満たしており、かつ年間を通じて地域団体と合同で行事を開催す

ることで、地域との連携強化及び障害理解の促進を図ったことや、自主生産品における衛生面の

改善を行うことで、より安心安全な製造販売となり、利用者の意欲と工賃アップに繋げた点を評

価し、総合評価をＡと判断する。 

⑤ 評価結果に対する今後の対応（指導・調整事項） 

現在も要求水準は満たしているが、利用者一人ひとりの適正に応じた作業種の模索を継続して

行い、利用者主体の支援に繋がるよう促してゆく。また、受講した研修を職場全体で生かし、日

中支援を振り返りながらサービスの向上に取り組むよう働きかける。 

 



令和５年度 指定管理施設の事業報告 

 

１．指定管理施設の概要 

（１）施設概要 

施設名称：世田谷区立世田谷福祉作業所 

施設住所：世田谷区下馬２－３１－６ 

   指定管理者：社会福祉法人武蔵野会 

指定期間：令和４年４月１日～令和９年３月３１日 

 

（２）対象者 

主に知的障害者 

 

２．業務実績、利用状況に関する事項（令和６年３月３１日現在） 

（１）事業内容 

①実施事業 

就労継続支援Ｂ型：一般企業等での就労が困難な方に、働く場を提供すると

ともに知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う。 

         定員 ４５人 登録人数 ４２人 

就労移行支援事業：一般企業等への就労を希望する方に、一定期間、就労に

必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う。 

定員  ６人 登録人数  ０人 

 生活介護事業  ：介護を必要とする方に、主に昼間、排せつ・食事の介護

等を行うとともに、創作活動や運動、生産活動の機会を

提供する。 

          定員  １５人 登録人数 １４人 

②概要 

利用者の加齢や障害の重度化による変化など、新たな利用者を含めた利用

者一人ひとりの多様なニーズに対応できるよう、具体的な個別支援計画の策

定と定期的なモニタリングや面談を実施し、計画に沿ったきめ細やかな支援

が行えるよう努めた。就労継続支援Ｂ型では、長期にわたり短期入所をして

いた施設への本入所が決まった方と、他区ＧＨの入所が決まった方の２名が

退所となり、加齢・障害の重度化により次のライフステージへ安心して移行

できるよう、家族、支援機関と連携して進めた。就労移行支援は年度内の利

用はなかった。生活介護事業では新入所者３名で１４名の登録となり定員に

は満たないが、安定した利用率で事業を運営した。自宅での生活が困難な利

用者については、家族、支援機関と連携を取りながら、短期入所施設利用期

間中も作業所のサービスを継続できるように、送迎ルートなどを変更して支

援にあたった。 

③施設内活動 

<就労継続支援Ｂ型> 

官公需    自転車磨き、ぞうきん縫製、コンテナ組立て、書類封入等 

受託作業   菓子箱折り、ピンチ組み立て、ＤＭの封入、ラベル貼り、 



       スパイスの調合・封入作業、スポンジの梱包発送作業等 

自主生産品  手すき紙・リサイクル名刺・はがき・焼き菓子・喫茶等 

屋外作業   清掃作業（公園、神社）、ポスティング作業等 

その他    余暇活動、ワークアウト、勉強会、レクリエーション、ダン

ス等 

<就労移行支援> 

 仕事     清掃、事務作業等、希望職種等に応じて実施 

 プログラム  企業開拓、面接練習、職能訓練等 

<生活介護> 

 作業     紙漉作業用の素材をちぎる作業、園芸、清掃作業、活版印刷 

作業等 

 運動     マシントレーニング、ウォーキング、マッサージ等 

 アート    作品展出展に向けた制作（版画やクイリングアートなど） 

 お楽しみ   映画上映、クッキング、近隣外出等 

 その他    近隣散歩、余暇活動、レクリエーション、ダンス等 

④工賃について 

作業種目別収入  

受託加工（封入発送・シール貼り・リサイクル自転車他） 2,439,769円 

清掃作業（公園清掃・除草作業他）2,480,661円、 

自主生産（製菓・紙漉き製品・喫茶他）5,859,062円、 

合計 10,779,492円（内部取引含む） 

年間工賃支給総額  6,427,540円 

全体月平均工賃  12,804円/41.8人 （昨年度比約 20円増） 

⑤外出活動 就労継続支援Ｂ型は５カ所の候補地より利用者アンケートを実施

し、それぞれ行きたい場所への外出をおこなった。生活介護につ

いては、全利用者で東京ディズニーランドへの外出をおこなっ

た。生活介護の外出については、障害者福祉経験のあるボラン

ティア複数名に参加してもらい利用者の安全面を考慮し実施し

た。 

⑥年間行事 

月 内      容 月 内      容 

4月 入所式 10月  

5月  11月  

6月  12月 年おさめ会 

7月  1月 新年会・２０歳を祝う会 

8月 施設公開 2月 日帰り外出 

9月  3月 日帰り外出/年度おさめ会 
 

 



（２）利用状況 

①障害支援区分 

 区分６ 区分５ 区分４ 区分３ 区分２ 区分１ なし 計 

継続  ５人 １３人 １５人 １人  ８人 ４２人 

移行         

生活 ６人 ３人 ５人     １４人 

②障害の程度 

【
継
続
】 

  
身体障害者手帳 

計 

精神障害者保

健福祉手帳 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 なし １級   

愛
の
手
帳 

１度                  ２級 2人 

２度               15人 15人 なし 40人 

３度   2人       1人   19人 22人 計 42人 

４度               4人 4人   

なし               1人 1人   

計  2人    1人  39人 42人   

【
移
行
】 

  
身体障害者手帳 

計 

精神障害者保

健福祉手帳 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 なし １級   

愛
の
手
帳 

１度                  ２級   

２度                  なし  

３度                 計  

４度                    

なし                    

計            

【
生
活
介
護
】 

  
身体障害者手帳 

計 

精神障害者保

健福祉手帳 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 なし １級   

愛
の
手
帳 

１度 1人                1人 ２級   

２度   2人            8人  10人 なし 14人 

３度     2人           2人 計 14人 

４度                    

なし               1人  1人   

計 1人 2人 2人     9人 14人   

 

 

 



（３）苦情件数、事故件数 

項目 件数 主な内容と対応 

苦情 ０件 － 

事故 ０件 － 

 

３．指定管理に関する業務の収支 

項 目 金 額（円） 備 考   

収入計 308,296,764  

  受託事業収入 290,065,885 指定管理料（処遇改善加算含む） 

  その他収入 18,230,879 就労支援事業収入・雑収入等 

支出計 308,296,764  

  人件費 147,332,602 職員給与・賞与・法定福利費等 

  事務費 98,205,028 施設設備維持管理・給食業務・送迎委託等 

  事業費 21,756,397 利用者関係諸経費 

  その他 41,002,737 就労支援事業費用・繰入金等 

収入－支出 0   

 

４．事業計画書で提案した事業等の実施状況 

（１）利用者支援 

＜支援方針＞ 

  就労継続支援Ｂ型、就労移行支援、生活介護事業の多機能事業所として、職員

の支援スキルや知識の向上を図り、日々の実践に活かせるよう努め、多様なニー

ズに応じ、障害者の地域での生活を支えるため支援をおこなった。各事業では

利用者の人権擁護を中心に据え、利用者主体の支援を実践した。また、障害の有

無や特性、年齢、性別など、他者と自分の違いを認め合い、相互に理解し尊重で

きる人との繋がりを大切に、豊かな地域福祉の実現を目指した。 

＜虐待防止の取組み＞ 

法人内の虐待案件を踏まえ、法人世田谷地区４施設内において、集合での虐

待防止研修を実施し、虐待事案に対する今後の地区４施設での取組み内容を検

討した。他施設の職員と虐待事案について話し合うことで、自施設の振り返り

となり、新たな気づきを得ることができた。それを踏まえ、４施設合同の虐待

防止委員会を立ち上げ、世田谷地区４施設の支援の標準化に取り組んだ。 

施設内においては、不適切支援の早期発見や職員が支援で困っている事の共

有、自分自身の支援の振り返りを目的に年４回虐待防止セルフチェックシート

を実施した。対策については、各部門に落とし込み、現場職員で課題解決案を

考え支援に反映した。職員のＳＯＳに対しては、役職面談を実施し職員の悩み

に対して助言、指導をおこなった。 

やむを得ず行動の制限が必要となるケースについては、行動の制限廃止委員 

会でモニタリングをおこない、支援の継続の有無について毎月検討した。検討 



した結果は、個別支援計画に記載するなど必要な手続きをおこない虐待防止に 

努めた。 

＜支援のアピールポイント＞ 

    個別支援計画においては、年２回の利用者、家族、関係者との個人面談を実施

し、本人の意向や家族、関係者より必要な支援について共有し、計画書に反映し

た。利用者本人の意思決定を大切にし、利用者が前向きに取り組める支援目標

を具体的に設定し、それぞれの障害特性に応じた方法で説明し理解に努めた。 

就労継続支援Ｂ型事業の製菓や紙すき作業では、専門とする職員の採用やデ

ザイナーやアドバイザーと契約し、商品の品質管理、商品開発、利用者個々への

作業工程の切り出しや提示方法の工夫などに取り組んだ。利用者一人ひとりが

個性や強みを発揮するための選択肢の提供や提案の強化に繋がり、利用者が取

り組める作業の拡充に繋がった。イベント・販売会については区や商店会主催

のイベントや地域企業でのテント・社内販売などに積極的に参加したほか、区

と企業がおこなうプロジェクトにも参加し、EC サイトでの注文販売を開始した

ことで、工賃アップに繋がった。生活介護では作業・運動・アート・おたのしみ

の４つの活動を軸に継続した活動を行った。アート活動では版画とクイリング

アートの制作に取り組み、版画では外部講師とのワークショップを定期的に行

い、利用者の個性や自由な発想を表現できる活動となっている。 

外出行事や施設行事については、貸し切りバスを利用した日帰りの旅行（Ｂ 

ＢＱ、いちご狩り、高尾山ミニ登山、東京ディズニーランドなど）や、ルートを

決めて見学してもらう施設公開行事を実施した。外出行事は日常から離れ、仲間

と楽しく過ごす余暇の充実や気持ちをリフレッシュする機会となった。施設公開

行事は、利用者が地域の方とふれあう機会となり、また来場者に地域の福祉の拠

点として知ってもらう機会となった 

 

（２）地域との関わり 障害理解の促進 

＜地域交流＞ 

社会福祉協議会、民生委員、町会、商店会、地域の福祉事業所等からの地域

イベント、勉強会、作品展などを通して継続した交流をおこなっている。 

加盟している地域の商店会では、清掃活動や世田谷公園で行われるイベント

などに積極的に参加した。商店会のイベントにおいては、参加団体へのチラシ

の発送作業、加盟店様へのポスターの配達作業などを請け負い、施設への理解

促進や地域交流の一端のほか、利用者の社会参加、工賃向上にも繋がった。そ

の他、町会の地域清掃、交通安全などの啓蒙活動、消防団や地域防災の取組み

などを通じて、施設や利用者と地域とのつながりを常に持ち、良好な関係構築

に努めた。 

旧管理棟のカフェでは、イベント会場の一部・ミーティングや勉強会の会場・

作品展会場として活用するほか、地域の方々の休息やふれあいの場として利用

してもらうことで、施設への理解促進や地域交流の場として活用した。 



＜作成物等の展示＞ 

  日々の活動で作製した作品等は、施設内で展示し利用者相互や来所者に気軽

に見てもらえるよう展示するほか、カフェ・ショップ内でも期間を決めて展示

を行った。年度末に開催した版画の発表会では、作品の展示だけではなく、作品

の制作過程や職員の想い、制作時の利用者の様子などの記録も一緒に展示し、

それぞれの作品制作の振り返りを利用者と一緒におこなった。また、世田谷区

が主催するアートオムニバス展や障害者施設アート展への出展をおこなった。 

 

（３）危機管理 

＜施設内環境整備＞ 

    本棟においては新設から４年目となり、各所、設備については点検を行いな 

がら使用し、不具合が発生した場合は迅速に対応して利用者の生活に支障がな

いように出来た。旧管理棟については、令和６年４月から世田谷福祉作業所の分

場として運営を始めるため、６月から世田谷区による大型改修工事が着工され、

３月に竣工、世田谷区より引き渡しが完了している。また分場の運営、生活介護

定員増員に伴い、就労継続支援Ｂ型の作業室の一部を改修し、就労移行支援事業

の部屋を移動設置し準備にあたった。 

＜防災・防犯について＞ 

防災については法人防災委員会が中心になりＢＣＰマニュアルの作成を行い、

発災時の事業継続を計画的に進められるように取りまとめた。防災備蓄品につ

いては、福祉避難所連絡会に参加し、避難所開設に必要な備蓄品を含め、施設

内にて検討し、備蓄品の購入を進めた。非常食を含め防災備蓄品は、ＢＣＰマ

ニュアルの作成に合わせて点検を行い、リスト化し適切な運用ができるよう備

えた。 

訓練では基本的な避難誘導訓練に加え、炊き出し訓練、職員の安否確認招集

訓練、１７１災害伝言ダイアル訓練、法人施設と協力して総合防災訓練に取り

組んだ。防災用無線機については、避難誘導訓練の際にも使用し、送迎スタッ

フだけではなく支援員も無線機が使用できるよう訓練に取り入れた。 

防犯では機械警備による施錠、防犯カメラの設置運用により侵入などの防犯

に努めた。施設の周辺では大規模など建築工事案件が複数あり、危険な箇所や

不審者の出入りが懸念されたため、工事関係者との情報共有に留意した。 

 

（４）人材育成・活用 

＜研修後の全体周知＞ 

  法人研修や外部研修と連動させながら施設内での伝達研修に力をいれた。実

施については職員会議内の他、週１回１６：３０から実施している部門別（就労

継続支援 B 型、生活介護）ミーティングの時間を利用することで、常勤職員だ

けでなく非常勤職員の参加増加につなげ、職員全体としての支援力向上を目指

した。接遇マナーやサービス向上研修、虐待防止研修においては、各委員会や係



などで伝達内容を検討し、施設内の事例を用いることで、職員が身近なことと

して考えられるような内容で実施した。 

＜研修内容＞ 

    東京都社会福祉協議会や世田谷区福祉人材育成・研修センターなど外部機関

による研修ではオンラインでの開催が増え、職員個々の状況に応じた受講が可

能となり、積極的に活用した。法人ＷＥＢ研修については、１５分から受講可能

なため、利用者が登所する前の時間帯で受講し、利用者支援に支障をきたすこと

なく職員の知識・情報習得の機会の増加につなげた。新人職員については、利用

者支援をする前に所定の法人ＷＥＢ研修を受講することで、基本的な障害者に

対する理解や権利擁護などを学び適切な関わりができるよう努めた。また、受講

ごとに役職者と振り返りをおこない、研修内で疑問に思った点などその場で解

決し、研修内容の理解を深められるようにした。キャリアデザインシートの活用

と合わせて、職員個々が目標を持って働けることを目指した。 

  今年度は強度行動障害アドバンス研修にも参加し、支援困難事例のケースに

ついて研修プログラムに沿って、施設全体で行動分析などおこない、強度行動障

害への支援向上と理解に努めた。 

＜働きやすい職場づくり＞ 

令和３年度に受審した第三者評価の改善の継続、外部機関によるコンプライ

アンス診断による、客観的な評価をもとに、職員への説明や意見聴取をおこなっ

た。コンプライアンス診断からの課題は、情報共有できる仕組みとして、部門

ごとのミーティングを日課に組み込み、その日のうちに職員同士で支援のすり

合わせや利用者の変化や気づきの共有をし、利用者支援に繋げている。 

また法人全体で障害者雇用促進法を遵守し、積極的に取り組んでおり、施設

としても個々に応じた多様な働きかたを認め、時短勤務への配慮や高齢者の採

用などをおこなっている。 

 

５．事業実績の評価と改善の取組み（指定管理者による評価） 

令和４年度から実施している日々の部門別ミーティングを継続しておこない、

役職も一緒に参加し、現場の職員の意見を聞きながら、正しい方向に導けるよう

にサポートした。役職は下支えのサポートであるが、スケジュール管理やＰＤＣ

Ａサイクルでの進捗管理などをおこない、現場職員が成果を感じやすいよう、朝

礼や夕礼などで発信した。部門別でのミーティングを通じて、役職が課題改善に

向けた業務の取り組み方を示すことで、現場職員にも浸透し問題意識・解決力向

上など人材育成に繋がった。 

また、活動や作業ごとに核となる専門的スキルのある職員の採用や、アドバイ

ザーの導入により、職員の業務内容の特化などを行うことで、個別配慮が必要な

利用者に対して適切な職員数を配置し、今まで取り組めなかった作業にも参加

することができるようになり、利用者の選択肢の広がりに繋がった。利用者の年

齢に合わせた健康に関する配慮や支援の必要性が増し、体重・血圧といった数値



的な把握に加えて、状態に合わせた活動量や活動内容、支援方法に留意し、家族

やグループホームなどと連携して継続した支援を行った。活動においては、看護

師が中心となり運動プログラムの実施や生活習慣について考える機会を設けた。

また、必要に応じて介護保険による福祉サービスの情報提供などを行うと共に、

家族の高齢化による生活状況の把握やサポートが必要なケースでは、行政、相談

支援機関等と連携し、次のライフステージを見据えた支援やケースカンファレ

ンスなど包括的な支援をおこなった。 

    旧管理棟の改修工事後は就労継続支援Ｂ型１５名定員の世田谷福祉作業所の 

分場としての開設、本園での生活介護事業の定員５名増の計画実施を区と連携 

して進め、特別支援学校の卒業生の受け皿等として通所施設の拡充の期待に応 

えた。 

 運営については本園、分場と利用者の所属を分けるのではなく２拠点として 

一体運営を行っていく。就労継続支援Ｂ型については、分場で運営するカフェ 

での作業が増えるほか、２階ではスパイス工房、印刷工房として作業種を固定 

し利用者にわかりやすく伝える。少人数で取り組む作業が中心となるため、静 

かな環境で作業をしたい利用者に対して集中して取り組める作業環境の提供が 

できると考えられ、利用者のスキル向上や生産率アップに繋げる。       

生活介護については、５名の増員を受け１階の一室を生活介護の部屋とするこ 

とで、それぞれの障害特性や目的にそった活動の提供を目指す。１階の部屋に  

ついては就労継続支援Ｂ型のフロアとなるため、作業意欲がある利用者につい 

ては、就労の利用者と一緒に作業に参加することで、交流の機会を設けるほか、 

本人の役割ややりがいに繋げていく。また２階では身体介護など介護が必要な 

人に対して身体機能維持向上を目的とした活動プログラムなどを実施し、それ 

ぞれに合った世田谷福祉作業所の過ごし方の充実を図る。 

 

６．事業実績の評価（施設管理所管課による評価） 
① 令和 4年度評価結果に対する現在までの取組み状況 

地域の商店会との連携による、清掃活動やイベントなどへの積極的参加と併せ、イベントチラ

シの発送等作業も請け負い、障害理解の促進や利用者の社会参加に繋げた。また、個々の職員の

人材育成についても、キャリアデザインシートの導入等、目標を持って働ける環境を整えた。 

② 項目別評価結果 
評価点  

３：要求水準を上回っており、優れた点がある   １：要求水準を満たしているが、一部課題がある 

２：要求水準を満たしている           ０：要求水準を下回っている（改善指導等が必要となる） 

評価分類及び評価 

１．施設の維持管理 １２ 

設備・機器等の保守管理 2/2 備品の管理 2/2 

施設の修繕 2/2 第三者委託 2/2 

清掃・衛生管理 2/2 環境配慮 2/3 

２．施設の運営 ２１ 

設置目的等の理解 2/3 個人情報の漏洩防止 2/3 

サービス提供 2/2 障害者差別解消法 2/3 

職員配置 3/3 地域との関わり 3/3 

障害者等の雇用 3/3 区内事業者の活用等 2/3 



個人情報管理 2/3   

３．事故や緊急時等への対応 ６ 

事故防止等の対応 2/3 緊急時に備えた訓練 2/3 

緊急時の対応 2/3   

４．サービス向上の取組み ２３ 

職員研修 3/3 利用者の意向 2/3 

利用者への案内 2/3 利用者意向の反映 3/3 

利用しやすい環境整備 3/3 施設利用の促進 2/3 

利用者対応 2/3 苦情等への対応 2/3 

接遇 2/3 苦情等に対する改善 2/3 

５．収支状況 ６ 

適正な予算執行 2/3 金銭管理 2/3 

経費の効率化 2/3   

６．改善の取組み ２ 

改善の取組み 2/3   

③ 項目別評価結果 

総合評価  
Ｓ：管理運営が良好で優れた取組み成果がある （配点の８０％以上） 

Ａ：管理運営が良好である （配点の７０％以上） 

Ｂ：管理運営は概ね良好だが一部に課題がある （配点の６０％以上）  

Ｃ：管理運営に課題があり改善が必要である （配点の６０％未満） 

評価分類 評価 評価結果説明 

１．施設の維持管理 １２／１３  

２．施設の運営 ２１／２６ 「人員配置体制加算Ⅰ」及び「福祉専門職員配置等

加算Ⅰ」取得により安定した利用者支援を行った。 

３．事故や緊急時等への対

応 

６／ ９ 
 

４．サービス向上の取組み ２３／３０ 外部研修参加者の学びを他職員とも共有させるよ

う、施設内研修と連動させ、研修受講効果を高めた。 

５．収支状況 ６／ ９  

６．改善の取組み ２／ ３  

合計 ７０／９０  

総合評価 Ａ 管理運営が良好である。 

④ 年度評価所見 

全ての項目において要求水準を満たしており、かつ地域商店会との連携等により、地域におけ

る障害支援や作業請負等による利用者の社会参加を推進したこと、及び部門別ミーティングの継

続等による職員の育成への取組みを評価し、総合評価をＡと判断する。 

⑤ 評価結果に対する今後の対応（指導・調整事項） 

現在も要求水準は満たしているが、令和 6年度開設の分場の活用も併せ、今後とも地域おける

施設の役割を果たせるよう障害理解を促進するよう促していく。また、施設の支援内容向上に向

け、施設外研修と連動した施設内研修やミーティングの持ち方の工夫による人材育成が図られる

よう指導していく。 

 



令和５年度 指定管理施設の事業報告 

 

１．指定管理施設の概要 

（１）施設概要 

施設名称：世田谷区立玉川福祉作業所・同等々力分場 

施設住所：（本園）世田谷区玉川１－７－２  

（分場）世田谷区等々力２－１３－４ 

   指定管理者：社会福祉法人大三島育徳会 

指定期間：令和２年４月１日～令和７年３月３１日 

 

（２）対象者 

主に知的障害者  

 

２．業務実績、利用状況に関する事項（令和６年３月３１日現在） 

（１）事業内容 

①実施事業 

就労継続支援Ｂ型：一般企業等での就労が困難な方に、働く場を提供する

とともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を

行う。 

本園 定員４５人 登録人数４４人 

分場 定員１９人 登録人数１６人 

 

就労移行支援事業：一般企業等への就労を希望する方に、一定期間、就労

に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行

う。 

本園 定員 ６人 登録人数 １人 

          

 就労定着支援事業：就労移行支援、就労継続支援、生活介護、自立訓練の利

用を経て一般就労へ移行した障害者で、就労に伴う環境

変化により生活面の課題が生じている方に対して、一定

期間、相談を通じて就労に伴う生活面の課題を把握し、

企業や関係機関等との連絡やそれに伴う課題解決に向

けて支援を行う。 

登録人数 3人 

②概要 

＜就労継続支援Ｂ型事業＞ 

行政と企業からの受託作業、自主生産品活動で工賃向上を目指している。活

動収入は、１７年続いた二子玉川駅周辺の喫煙所清掃が、契約終了となり大き

く減収となった。自主生産品の主力製品であった「たまピカクロス」（お掃除

シート）は、コロナが５類になった後も部材の回収が難しく、生産量は、減少

のままである。手仕事の「ｉｒｏｄｏｒｉ」ブランドの売り上げは好調に伸び

ているが、減収分を補填するまでには行かなかった。あらたな受託作業の開発

を次年度の大きな課題としていきたい。 



＜就労移行支援事業＞ 

個別支援計画で長期目標（２年）、短期目標（１年）を立て、３か月ごとの

具体的な目標と支援方法を立案し、更に達成可能な「今月の目標」を毎月一緒

に考え実施することで、達成感と自己肯定感を持てるように支援している。 

今年度、入所した 1 人は、就職準備プログラムを進め、働く経験を積むた

めに、週に一日短時間アルバイトを開始している。 

＜就労定着支援事業＞ 

一般就労した方が、就職後も安定して働けるように企業訪問を基本とし支援

している。コロナ対策をしつつも職場での直接支援が可能となり、企業訪問を

再開している。就労者の同窓会ビースマイルを３月に開催した。家族を含め 10

人の参加があり、情報交換と５年勤続功労者の表彰を行った。 

③施設内活動 

受託加工：箱折、チラシ等封入、清掃（施設・駐車場・駐輪場、 

アパート等）、ピンチ組み立て、空き缶分別、和紙 

自主生産：たまピカクロス、陶芸、機織り、刺し子、ビーズ刺繍 

官公需 ：公園清掃、雑巾・タオルたたみ 

余暇活動：スポーツプログラム（専門資格の指導者の下、体操、ダン

ス、ボッチャ等を行う。月 1回） 

       日々は、リズム体操、ダンス、ウォーキングを実施 

④工賃について 

作業種別売り上げ（税込み） 

 官公需作業 5,565,086円、受託作業 1,699,771円 自主生産品 4,336,971円 

年間工賃支払総額 10,641,412円（税抜き、原材料抜き） 

月平均工賃 17,387 円／人（今期より、東京都の基本報酬計算方法により一

日の平均利用者数にて除す） 

⑤施設外活動  日帰り旅行（都内・近郊観光と体験学習）、一日外出 

⑥年間行事（新型コロナウイルス感染症のため規模を縮小し実施） 

月 内      容 月 内      容 

4月 入所式 10月 施設まつり・お楽しみ会 

5月  11月  

6月 
日帰り旅行（1・２グループ） 

アート・オムニバス展見学 
12月 クリスマス半日外出 

7月 日帰り旅行（3グループ） 1月 新年会・成人・還暦お祝い会 

8月 施設公開 2月  

9月  3月 

健康診断 

一日外出 

仕事納め会 
 

 

 

 



（２）利用状況 

①障害支援区分（事業ごと） 

＜本園＞ 

 区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６ なし 計 

継続  ４人 ８人 １７人 １人  １３人 ４３人 

移行       １人 １人 

就労定着   １人    ３人 ４人 

＜分場＞ 

 区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６ なし 計 

継続  1人 ３人 ６人 １人  ５人 １６人 

 

②障害の程度 

【
本
園
】 

   

身体障害者手帳  計 

精神障害者

保健福祉手

帳 

1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 なし １級 
 

愛
の
手
帳 

１度                 
 
２級 

 

２度               14人 14人 なし 48人 

３度 1人  1人   
 

      22人 24人 計 48人 

４度               10人 10人 
  

なし                 
   

計 1人 1人      46人 48人   

【
分
場
】 

   

身体障害者手帳  計 

精神障害者

保健福祉手

帳 

1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 なし １級  

愛
の
手
帳 

１度                 
 
２級  

２度       1人       4人 5人 なし 16人 

３度       1人        6人 7人 計 16人 

４度               4人 4人 
  

なし                 
   

計    2人    14人 16人 
  

 

（３）苦情件数、事故件数 

項目 件数 主な内容と対応 

苦情 ０件 - 

事故 ２件 ・外出した際、利用者が歩道で転倒し受傷した。脳神経外科へ受



診し、頭部 CTの結果異常はなかった。職員が声掛けなどの注意喚

起、見守りを行い、再発防止に努める。 

・利用者家族より、元施設関係者が利用者へ接触しているとの相

談があり、家族連携し利用者の安全確保に努めた。また、ご家族

からの警察への相談に同行し、その後接触はなくなった。 

 

３．指定管理に関する業務の収支 

項目 金額（円） 備考 

収入計 173,457,370 
 

 受託事業収入 171,977,575 指定管理料（処遇改善加算含む） 

 その他の収入 1,479,795 雑収入等 

支出計 173,457,370 
 

人件費 112,968,724 
 

事務費 32,510,904 維持管理、給食調理委託等 

事業費 17,547,842 利用者諸経費 

その他の支出 10,429,900 繰入金支出、等 

収入―支出 0 
 

 

４．事業計画書で提案した事業等の実施状況 

（１）利用者支援 

＜支援方針＞ 

就労支援事業所として利用者が労働習慣・基本的生活習慣等を身につけるこ

とを支え、利用者の社会参加を促進した。そのために利用者の意思決定を引き出

し個別支援計画にもとづいた一人ひとりの能力や特性が、十分発揮できるような

サービス提供に努めた。玉川本園では、作業所外も含め作業種類の多さを生かし

様々な体験を積むことができる。等々力分場は、少人数のため個別対応がより重

点的に行えるという特徴を活かし、思春期の波の大きい利用者を受け入れ支援し

ている。 

＜授産作業の取組み・アピールポイント＞ 

自主生産品の「ｉｒｏｄｏｒｉ」ブランドの取引先は、18 都道府県 24 店舗

となり発展している。利用者のビーズ刺繍や刺し子のブローチ、機織りマット、

陶芸品等の手仕事であるが、多くの利用者が作業に関わっている。本園は二子

玉川の商業地域の立地を生かし、定期的に一般のショップとのコラボ展示販売

が行われている。特に地元の玉川高島屋で１０月に出張施設公開、３月に同じ

く玉川高島屋に出店している店舗との、ポップアップコラボができたことは大

きな励みとなった。現在も高島屋の常設店で、コラボ商品が販売されている。 

本園作業所内の一坪ショップには、地元住民はじめ区外からの来客数が増えて

いる。電子マネーによるキャッシュレス化も行った。ウィークディに来られない

お客様のために３月は、祝日に開店し集客に努めた。 

＜利用者の高齢化・重度化への取組み＞ 



高齢利用者の状況に沿った作業や日中の過ごし方を個々に話し合いながら、

個別支援計画にのっとり進めている。看護師、栄養士との会議を定例化し、利用

者の体調の変化について注視する機会を設けている。今期では、体重の増減の

変化が大きい利用者について家庭と共有し、主治医につなぎ検査を受けること

ができたケースもあった。 

 

（２）地域との関わり 障害理解の促進 

＜ボランティアの募集・受け入れ＞ 

利用者・職員がコロナに感染した場合には、ボランティアにすばやく状況連

絡しお休みをしていただいた。新規ボランティアにも定期的に活動していただ

いている。 

＜地域との連携＞ 

コロナ感染症の流行の減少により、イベントや販売会が復活している。利用

者を含め参加できるようになった。 

また地元からの作業の発注が多く、清掃作業（アパート、駐輪場）も取り組

んだ。商店街や地元企業など街情報を記載しているリーフレットの配布や町会

掲示板の掲示物のメンテナンスも行うなど、地域との連携を図っている。 

＜多様な情報発信＞ 

週一回のホームページの更新、広報紙の発行（法人「せせらぎ」年２回、作業

所「たまがわ」年２回）の他、ＳＮＳ（インスタグラム、フェイスブック）を活

用して情報を発信した。「ｉｒｏｄｏｒｉ」のインスタグラムへのフォロワーも

昨年度の２，０００人から２，４００人へ増え、施設の広報活動が実を結び、

障害理解の促進に繋がっている。 

 

（３）危機管理 

＜防災訓練＞ 

利用者は火災、洪水等の避難訓練をはじめ毎月防災訓練に参加している。職

員は施設内災害対策設備の使用訓練等を実施することにより、災害時の対応に

ついての意識を高めている。 

ＳＮＳによる緊急連絡サービスを活用して緊急時のスピーディーな連絡に努

めている。今年度は、感染症対応を含め発信を行った。 

９月に夜間災害を想定した職員参集訓練を法人全体で行った。ＬＩＮＥ（Ｓ

ＮＳ）も活用し訓練の効率化を図った。 

＜防犯対策＞ 

カメラ付きインターフォン及び施設周囲に防犯カメラが３台設置され、また

ドアチャイムで来客の出入りを事前チェックしている。 

平成２８年以降、毎年、不審者を想定した通報訓練および対応訓練を実施し、

対策ＤＶＤ鑑賞やさすまたの使い方も練習している。 

＜衛生管理＞ 



新型コロナウイルスが５類移行後も三密を回避し、手洗いを励行し、自動検

温・消毒器の設置及び館内のテーブル、椅子、手すり、ドアノブ、作業車など毎

日の消毒を継続し、利用者のマスク着用も奨励している。対策マニュアル（感染

症対策 BCP）を作成し緊急時に備えており、特に感染の可能性が高まる給食時は、

テーブルにパーティションを置き片側を使用し、食後は利用者自身がテーブル

を都度消毒している。配膳時にも足跡シールを使用し、利用者が人との距離を

保てる配慮を継続した。また希望により時差通所も継続している。 

 

（４）人材育成・活用 

＜働きやすい職場づくり＞ 

令和元年 TOKYO「働きやすい福祉の職場宣言」事業所に認定され令和４年９

月、令和６年３月に更新している。ライフスタイルに合わせた部署の異動、正規・

非正規の転換、フレックスタイムや時短勤務、就業時間の変更を柔軟に行ってい

る。キャリアパス制度を導入し昇任要件を明確化し、性別にかかわらない公平な

評価を実現し、「男女共同参画先進事業者」としても東京都、世田谷区より令和

４年度に表彰されている。また「心のバリアフリー」の好事例企業として本園が

東京都より表彰されている。 

＜職員メンタルヘルス＞ 

年１度、全職員を対象にストレスチェックを実施し、専門会社で分析を行って

いる。各個人に結果が通知され、必要に応じて専門職(産業医等)との面談の体制

がある。 

＜職員研修＞ 

研修希望アンケートを年度初めに実施して計画を作成している。 

受講命令：キャリアパスに沿って受講計画をたて業務として受講。（１～２回） 

受講希望：自己研鑽活動として参加費、交通費、教材費を援助。（３回まで） 

また、今期もオンライン研修が多く研修参加者は増えた。 

法人障害者支援局全体で外部講師を招き 1 月には、「アセスメントに基づく個別

支援計画と日々の支援」と称したアセスメント手法について学びモデルケースで

演習を行った。 

毎月の職員会議で職員が、講師となり研修を実施した。 

 

５．事業実績の評価と改善の取組み（指定管理者による評価） 

（１）ＩＣＴ化の推進について 

 全常勤職員に PCを貸与し効率的運営を目指している。オンライン会議が、日常的に

行われ職員間での情報共有は、密になっている。またアンケート調査や集計作業等で

は、パソコンスキルのアップにより無駄な作業が減っている。さら書類のペーパーレ

ス化にも取り組んでおり、ファイリングが課題となっている。 

（２）利用者支援の向上に向けた研修を充実 



強度行動障害の基礎研修に２人、サービス管理責任者研修に２人参加、また福祉系

大学の先生に講師を依頼し地域共生社会における地域包括ケアシステム、障害福祉の

基礎、ソーシャルワーク等について学んだ。さらに毎月、職員自らが、講師となり研修

を実施した。てんかん、自閉症、権利擁護・虐待防止、個別支援計画の立て方等に取り

組み支援力向上に繋げた。 

また当施設は都への申請で提出する加算として、「人員配置体制加算Ⅰ（手厚い人

員配置をしている事業者を評価する加算）」と「福祉専門職員配置等加算Ⅰ（福祉専門

職員の配置を評価する加算）」について一番高い加算を取得しており、手厚い人員体

制と専門性の高い職員の配置を行っている。今後もこの体制を継続し、利用者支援の

質の確保が出来るよう努めていく。 

 

６．事業実績の評価（施設管理所管課による評価） 
① 令和４年度評価結果に対する現在までの取組み状況 

インスタのフォロワー数を増やし、ＳＮＳ等を活用し情報発信力を高め、さらなる障害理解の

促進に繋がる取組みを図った。また看護師、栄養士と連携し利用者一人ひとりの体調変化の定期

的な把握により、利用者の高齢化・重度化に伴うきめ細かい支援を実施した。 

② 項目別評価結果 
評価点  

３：要求水準を上回っており、優れた点がある   １：要求水準を満たしているが、一部課題がある 

２：要求水準を満たしている           ０：要求水準を下回っている（改善指導等が必要となる） 

評価分類及び評価 

１．施設の維持管理 １２ 

設備・機器等の保守管理 2/2 備品の管理 2/2 

施設の修繕 2/2 第三者委託 2/2 

清掃・衛生管理 2/2 環境配慮 2/3 

２．施設の運営 ２１ 

設置目的等の理解 2/3 個人情報の漏洩防止 2/3 

サービス提供 3/2 障害者差別解消法 2/3 

職員配置 3/3 地域との関わり 3/3 

障害者等の雇用 2/3 区内事業者の活用等 2/3 

個人情報管理 2/3   

３．事故や緊急時等への対応 ７ 

事故防止等の対応 2/3 緊急時に備えた訓練 3/3 

緊急時の対応 2/3   

４．サービス向上の取組み ２２ 

職員研修 2/3 利用者の意向 2/3 

利用者への案内 2/3 利用者意向の反映 2/3 

利用しやすい環境整備 2/3 施設利用の促進 3/3 

利用者対応 3/3 苦情等への対応 2/3 

接遇 2/3 苦情等に対する改善 2/3 

５．収支状況 ６ 

適正な予算執行 2/3 金銭管理 2/3 

経費の効率化 2/3   

６．改善の取組み ２ 

改善の取組み 2/3   

③ 項目別評価結果 

総合評価  



Ｓ：管理運営が良好で優れた取組み成果がある （配点の８０％以上） 

Ａ：管理運営が良好である （配点の７０％以上） 

Ｂ：管理運営は概ね良好だが一部に課題がある （配点の６０％以上）  

Ｃ：管理運営に課題があり改善が必要である （配点の６０％未満） 

評価分類 評価 評価結果説明 

１．施設の維持管理 １２／１３  

２．施設の運営 ２１／２６ 地域の企業である高島屋で常設展にてコラボ商品

を取り扱ってもらうなど地域交流を図っている。 

３．事故や緊急時等への対

応 

７／ ９ 新たに感染症対応を含めた緊急時における SNS に

よる緊急連絡サービスを活用して迅速な連絡体制

の構築に努めている。 

４．サービス向上の取組み ２２／３０ ｉｒｏｄｏｒｉを含めた様々な作業種を生かし利

用者個々にあったサービス提供を行っている。 

５．収支状況 ６／ ９  

６．改善の取組み ２／ ３  

合計 ７０／９０  

総合評価 Ａ 管理運営が良好である。 

④ 年度評価所見 

全ての項目において要求水準を満たしており、かつ自主生産品については地域企業と連携し多

くの人に対して周知に繋がる活動を行っており、また様々な作業種類を生かし利用者個々の状況

に合った活動内容の充実を図っていることを評価し、総合評価をＡと判断する。 

⑤ 評価結果に対する今後の対応（指導・調整事項） 

現在も要求水準は満たしているが、今後とも、ＩＣＴ化の推進を行い職場環境の改善とペーパ

ーレス化を進めることで、サービス向上の促進を図るよう取組みを促していく。また職員の育成

に向けた内部研修の充実や外部研修の活用を促し支援・運営両面での質の向上を働きかけてい

く。 

 




